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概
要 

 

「
南
蠻
醜
類
榜
」
の
來
歴
と
行
方
を
追
ふ
。
延
寶
三
年(

西
暦1675)

撰
で
、
榜
木
が
唯
一
現
存
す
る
。 

現
所
在
～
大
浦
天
主
堂
附
設
舊
羅
典
神
學
校(

重
要
文
化
財)

で
明
治
初
期
の
高
札
と
し
て
展
示
中
。 

用
途
～
一
、
厲
禁
時
代
末
葉
の
延
寶
三
年
か
ら
徳
川
後
期
ま
で
唐
船
上
で
讀
み
上
げ
。 

 
 

 

二
、
延
寶
三
年
か
ら
唐
館
創
設
前
ま
で
三
唐
寺
に
同
文
を
掲
示
の
可
能
性
あ
り
。 

有
効
期
上
限
～
少
な
く
と
も
寶
暦
・
明
和
の
間
ま
で(
西
暦
十
八
世
紀
後
半) 

有
効
期
下
限
～
否
定
理
由
が
無
い
か
ぎ
り
安
政
六
年

後
の
信
牌
唐
船
入
港
ま
で
。 

類
似
榜
～
興
福
寺
藏
榜
と
羅
山
撰
榜
。
い
づ
れ
も
寫
本
・
刊
本
の
み
。 

唐
文
原
木
～
大
浦
藏
の
南
蠻
醜
類
榜
の
み
。 

價
値
～
長
崎
奉
行
所
文
書
群(

重
要
文
化
財)

の
中
に
入
れ
て
も

上
等
。 

 

前
言 

 
 

 

長
崎
に
は
天
主
教
基
督
教
關
聯
の
漢
文
史
料
及
び
唐
館
關
聯
の
唐
話
唐
文
史
料
多
數
を
藏
す
る
。
藏
館
は

長
崎
純
心
大
學
博
物
館
・
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
・
長
崎
大
學
經
濟
學
部
醫
學
部
等
で
あ
る
。
純
心
大
學
と
も

關
聯
の
深
い
大
浦
天
主
堂
敷
地
内
の
舊
羅
典
神
學
校
に
は
、
類
の
無
い
唐
文
榜
木
が
展
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
展
示

で
は
「
浦
上
四
番
崩
れ
」
と
題
し(

平
成
二
十
一
年
四
月
十
一
日

終
確
認)

、
明
治
初
年
の
禁
教
札
と
し
て
ゐ

る
が
、
趣
旨
文
體
を
一
瞥
す
れ
ば
凡
百
と
異
な
る
特
殊
の
榜
文
で
あ
り
、
長
崎
の
唐
人
に
示
し
た
も
の
と
即
斷

で
き
る
。
「
和
漢
寄
文
」
開
卷
劈
頭
に
同
文
が
收
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
榜
木
の
原
物
が
大
浦
に
現
存
し
て
ゐ
る
こ

と
は
全
く
知
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
榜
文
第
一
條
の
「
南
蠻
醜
類
」
の
語
が
唐
人
の
耳
に
印
象
を
留
め
た
事
例
が
あ

る
の
で
、
今
こ
れ
を
「
南
蠻
醜
類
榜
」
と
命
名
す
る
。
唐
人
貿
易
關
聯
文
書
の
多
く
は
國
家
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
榜
文
は
唐
館
創
設
以
前
の
キ
リ
シ
タ
ン
厲
禁
時
代
か
ら
續
く
諭
告
の
現
物
な
の
で
、

關
聯
諸
文
化
財
の
鼇
頭
を
占
め
る
に
ふ
さ
は
し
い
。
重
要
文
化
財
に
指
定
す
る
の
は
當
然
で
、
中
で
も

上
等

品
に
屬
す
る
。
本
發
表
で
は
原
文
を
掲
げ
和
訓
を
附
し
、
そ
の
來
歴
に
つ
い
て
考
辨
を
加
へ
る
。 

 
 

發
表
題
の
「
唐
文
」
と
は
、
唐
話
と
漢
文
と
の
中
間
的
文
體
を
指
す
。
近
時
は
吏
牘
體
と
呼
ぶ
研
究
家
が

多
い
が
、
漢
唐
の
吏
牘
と
は
別
の
文
體
で
あ
る
。
元
明
清
朝
で
も
決
し
て
小
吏
の
案
牘
に
止
ま
ら
ず
、
王
侯
將

相
の
間
の
公
文
や
大
明
律
・
皇
帝
實
録
な
ど
に
ま
で
こ
れ
を
用
ゐ
る
。
よ
っ
て
今
囘
新
た
に
命
名
し
た
。
漢
文

を
基
本
と
し
て
、
元
明
清
朝
の
官
衙
文
法
を
交
へ
、
時
に
唐
話
を
も
交
へ
る
。
丁
度
吾
妻
鏡
體
漢
文
と
平
行
す

る
大
陸
近
世
風
の
公
文
體
で
あ
る
。
東
洋
史
學
の
定
説
に
「
唐
宋
變
革
」
の
論
が
有
り
、
唐
代
以
前
の
文
明
を

承
け
繼
ぐ
も
の
は
傳
統
的
に
「
漢
」
と
呼
ば
れ
、
宋
代
以
後
の
俗
文
化
は
傳
統
的
に
「
唐
」
と
呼
ば
れ
る
。
よ

っ
て
か
く
命
名
す
る
。 
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原
榜
文 

（
大
浦
天
主
堂
附
設
羅
典
學
校
藏
榜
木
、
原
木
に
句
讀
點
無
し
） 

諭
唐
山
併
各
州
府
船
主
及
客
・
目
梢
等
知
悉
。 

一
。
南
蠻
醜
類
、
妄
以
酋
種
耶
穌
僞
立
天
主
教
、
煽
法
惑
民
、
倡
邪
逆
正
、
罪
惡
滔
天
、
難
以
備
述
。
由
是
本

朝
歴
年
嚴
加
杜
禁
、
勦
絶
其
黨
。
向
有
竊
附
商
船
而
來
者
、
悉
經
罪
誅
、
仍
革
阿
媽
港
發
舟
通
商
、
實
爲
除
其

根
苗
。
茲
爾
唐
山
及
各
州
府
商
船
、
輻
輳
長
崎
、
計
巳
有
年
。
互
相
貿
易
之
道
、
市
賈
之
便
、
各
宜
愼
守
爾
分
、

入
國
知
禁
。
恪
遵
法
禁
、
勿
致
毫
犯
。
倘
有
藏
匿
邪
黨
而
來
者
、
不
獨
誅
其
原
惡
、
禍
延
船
衆
、
合
行
同
罪
。

閒
若
知
情
出
首
者
、
非
啻
免
罪
、
另
行
厚
賞
。 

一
。
天
主
教
詭
謀
百
出
、
恐
爲
敷
教
貽
害
之
便
、
密
附
妖
書
器
物
之
類
。
隱
藏
載
至
者
、
原
惡
處
罪
有
科
、
仍

又
將
船
滅
壞
、
沒
其
貨
物
、
必
不
纖
容
。
閒
若
稍
知
而
出
首
者
、
無
論
同
惡
同
黨
、
合
炤
輕
重
行
賞
。 

一
。
各
船
人
衆
中
或
有
密
受
蠻
惡
賄
賂
、
謀
合
妖
類
、
誘
學
唐
話
、
使
着
唐
衣
、
混
載
而
來
、
事
或
有
之
。
爾

船
主
等
、
合
就
彼
地
預
先
査
詳
。
設
有
一
二
不
週
、
誤
載
而
來
、
及
至
洋
中
知
覺
、
續
到
長
崎
之
日
、
宜
當
速

首
。
則
不
論
同
謀
及
船
衆
等
、
曁
恕
其
罪
、
併
行
重
賞
。 

以
上
條
欵
、
特
遵
上
令
、
就
委
通
事
等
傳
示
嚴
諭
若
是
。
爾
諸
港
來
商
、
各
宜
知
愼
、
毋
違
毋
忽
。 

右
諭
知
悉
。 

 

和
訓
文 

(

い
し
ゐ
製) 

唐
山
併
び
に
各
州
府
の
船
主
及
び
客
目
梢
等
に
諭
し
て
知
悉
せ
し
む
。 

一
。
南
蠻
醜
類
、
妄
り
に
酋
種
耶
穌
を
以
て
偽
っ
て
天
主
教
を
立
て
、
法
を
煽
し
民
を
惑
は
し
邪
を
倡
へ
正
に

逆
ら
ふ
。
罪
惡
天
に
は
び
こ
り
、
以
て
備
さ
に
述
べ
難
し
。
是
れ
に
由
り
本
朝
歴
年
嚴
し
く
杜
禁
を
加
へ
、
其

の
黨
を
勦
絶
す
。
向
き
に
竊
か
に
商
船
に
附
し
て
來
た
る
者
有
り
、
悉
く
罪
誅
を
經
て
、
な
ほ
阿
媽
港
の
發
舟

通
商
を
革
す
、
實
に
其
の
根
苗
を
除
か
ん
が
爲
め
な
り
。
茲
に
爾
ぢ
唐
山
及
び
各
州
府
の
商
船
、
長
崎
に
輻
輳

す
る
こ
と
計
れ
ば
已
に
年
有
り
。
互
ひ
に
相
ひ
貿
易
す
る
の
道
、
市
賈
の
便
、
各
々
宜
し
く
愼
し
ん
で
爾
が
分

を
守
り
、
國
に
入
り
て
は
禁
を
知
り
、
恪
し
ん
で
法
禁
に
遵
ひ
、
毫
の
犯
す
を
致
す
勿
る
べ
し
。
倘
し
邪
黨
を

藏
匿
し
て
來
た
る
者
有
ら
ば
、
獨
り
其
の
原
惡
を
誅
す
る
の
み
な
ら
ず
、
禍
ひ
船
衆
に
延
び
、
ま
さ
に
同
罪
を

行
な
ふ
べ
し
。
閒
ま
も
し
情
を
知
り
て
出
首
す
れ
ば
、
啻
に
免
罪
す
る
の
み
に
非
ず
、
另
に
厚
賞
を
行
な
は
ん
。 

一
。
天
主
教
、
詭
謀
百
出
に
し
て
、
恐
ら
く
は
教
へ
を
敷
き
害
を
貽
す
の
便
の
爲
め
に
、
密
か
に
妖
書
器
物
の

類
を
附
さ
ん
。
隱
藏
し
て
載
せ
至
る
者
は
、
原
惡
は
罪
に
處
す
る
こ
と
科
有
り
、
な
ほ
又
た
船
を
將
り
て
滅
壞

し
、
其
の
貨
物
を
沒
し
、
必
ず
纖
容
せ
ざ
ら
ん
。
閒
ま
も
し
稍
や
知
り
て
出
首
す
れ
ば
、
同
惡
同
黨
を
論
ず
る

無
く
、
ま
さ
に
輕
重
に
照
ら
し
行
賞
す
べ
し
。 

一
。
各
船
の
人
衆
の
中
、
或
は
密
か
に
蠻
惡
の
賄
賂
を
受
く
る
有
り
、
謀
り
て
妖
類
に
合
し
、
誘
ひ
て
唐
話
を

學
ば
し
め
、
唐
衣
を
着
け
し
め
、
混
載
し
て
來
た
る
、
事
或
は
こ
れ
有
ら
ん
。
爾
ぢ
船
主
等
、
合
に
彼
地
に
就

き
て
預
め
先
づ
査
べ
詳
か
に
す
べ
し
。
設
ひ
一
二
の
週
な
ら
ざ
る
有
り
て
、
誤
載
し
て
來
た
る
も
、
洋
中
に
至

る
に
及
ん
で
知
覺
せ
ば
、
續
い
て
長
崎
に
到
る
の
日
、
宜
し
く
當
に
速
や
か
に
首
す
べ
し
。
則
ち
同
謀
及
び
船

衆
等
を
論
ぜ
ず
、
既
に
其
の
罪
を
恕
し
、
併
せ
て
重
賞
を
行
な
は
ん
。 

以
上
の
條
款
、
特
に
上
令
に
遵
ひ
、
就
ち
通
事
等
に
委
ね
嚴
諭
を
傳
示
せ
し
む
る
こ
と
是
く
の
若
し
。
爾
ぢ
諸

港
の
來
商
、
各
々
宜
し
く
愼
し
む
を
知
る
べ
し
、
違
ふ
毋
れ
忽
せ
に
す
る
毋
れ
。
右
に
諭
し
て
知
悉
せ
し
む
。 
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釋
語 

 
目
梢
：
漕
ぎ
手
。
梢
艄
同
音
。
通
航
一
覽
な
ど
に
載
せ
る
唐
文
に
散
見
し
、
和
解
で
は
「
漕
者
」
「
役
者
」
「
水

手
」
と
譯
す
。
通
航
一
覽
第
五
册
卷
二
百
四
活
印
本
頁
三
百
十
一(

原
出
和
漢
寄
文
正
徳
五
年)

、
卷
二
百
十
一

活
印
本
頁
三
百
八
十
七
。 

酋
種
：
番
種
、
蠻
種
。 

 
 

 

耶
穌
：
穌
は
蘇
の
別
體
で
あ
る
。
天
主
教
漢
籍
で
は
遍
く
こ
の
體
を
用
ゐ
る
。
蘇
は
復
活
蘇
生
の
義
で
あ
る
か

ら
、
復
活
時
に
受
難
の
荊
冠
を
卸
し
て
ゐ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
も
の
か
、
姑
く
闕
疑
に
付
し
て
他
日
古
書
を
檢

し
た
い
。 

煽
法
：
宗
教
を
煽
る
。
法
は
法
悦
や
法
術
等
、
宗
教
を
指
す
。
も
と
佛
教
を
指
す
が
、
西
來
の
宗
教
は
全
て
佛

教
と
同
じ
扱
ひ
で
あ
る
。 

阿
媽
港
：
澳
門(

マ
カ
オ)

。
和
文
で
俗
に
あ
ま
か
は(
天
川)

に
作
る
。
早
い
史
料
と
し
て
は
慶
長
初
年
に
成
っ
た

郭
棐
「
粤
大
記
」
卷
三
十
二
「
廣
東
沿
海
圖
」
に
亞
馬
港
の
名
が
見
え
る
。
平
成
十
年
中
山
大
學
出
版
社
發
行

「
粤
大
記
」
頁
九
百
十
四
。
成
書
年
に
つ
い
て
は
同
本
の
黄
國
聲
「
前
言
」
等
に
考
證
有
り
。 

阿
媽
：
媽
祖
。
廣
州
語
で
は
今
で
も
前
期
「
粤
大
記
」
と
ほ
ぼ
同
じ
「
亞
媽
」(am

a)

の
音
で
呼
ぶ
。
阿
媽
の

廣
州
今
音
は
「om

a

」。 

仍
：
二
用
法
有
り
。
第
一
に
正
則
漢
文
で
は
「
よ
っ
て
」
と
訓
じ
、
「
更
に
」
の
義
。
第
二
に
唐
文
で
は
「
な

ほ
」
と
訓
じ
、
依
然
の
義
。
こ
こ
は
第
一
義
で
あ
る
。
「
更
に
」
と
「
ま
だ
」
と
で
義
が
轉
じ
易
い
の
は
、
英
語

の
「
Ｙ
Ｅ
Ｔ
」
と
同
じ
な
の
で
、
第
一
義
を
「
な
ほ
」
と
訓
じ
る
方
が
分
か
り
易
い
場
合
も
有
る
。
今
囘
は

「
な
ほ
」
と
訓
じ
た
。 

革
：
禁
と
い
ふ
に
同
じ
。
寛
永
十
六
十
七
年
の
間
に
澳
門
か
ら
の
葡
萄
牙
船
來
航
を
禁
じ
た
こ
と
を
指
す
。
革

役
・
革
職(

職
務
を
罷
免
す
る)

と
い
ふ
語
も
有
る
が
、
更
に
變
化
し
て
單
に
禁
止
す
る
義
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
正

徳
新
例
内
の
「
譯
司
與
唐
商
條
約
」
に
曰
く
、
「
通
船
人
衆
、
永
革
來
販
」
「
罷
其
生
理
、
載
回
貨
物
、
永
革
來

販
」
「
不
許
生
理
、
永
革
來
販
」(

和
漢
寄
文
卷
一
、
活
印
本
頁
百
八
。
又
通
航
一
覽
卷
百
六
十
四
、
活
印
本
頁

三
百
七
十
三)

と
。
清
・
李
漁
輯
「
資
治
新
書
」
二
集
卷
九
「
禁
民
刁
訟
」
條
に
曰
く
「
禁
止
健
訟
、
袪
革
刁

風
」(

平
成
十
八
年
社
會
科
學
文
獻
出
版
社
「
古
代
榜
文
告
示
彙
存
」
第
二
册
影
印
第
五
百
五
十
四
頁)

と
。
更

に
「
禁
革
」
と
連
用
す
れ
ば
常
見
で
あ
る
。
清
・
楊
恩
壽
「
詞
餘
叢
話
」
卷
二
に
曰
く
「
關
帝
升
列
中
祀
、
典

禮
綦
隆
、
自
不
許
梨
園
子
弟
登
場
搬
演
。
京
師
戲
館
、
早
已
禁
革
」(

關
帝
、
中
祀
に
升
列
し
、
典
禮
綦
隆
な
り
、

自
づ
と
梨
園
の
子
弟
登
場
搬
演
す
る
を
許
さ
ず
。
京
師
の
戲
館
、
早
に
已
に
禁
革
す
。
「
中
國
古
典
戲
曲
論
著
集

成
」
第
九
集
所
收
、
昭
和
三
十
四
年
、
中
國
戲
劇
出
版
社
活
印
、
頁
二
百
六
十
四)

と
。
「
瓊
浦
佳
話
」
卷
二
第

四
十
九
丁
に
「
永
遠
禁
革
、
連
牌
照
都
沒
官
了
去
」(

永
遠
に
渡
航
を
禁
止
し
、
信
牌
も
沒
收
す
る)

と
。
又
卷

三
第
五
十
七
丁
に
「
或
是
減
派
、
或
者
禁
革
、
也
不
可
知
」(

或
は
信
牌
減
次
、
或
は
渡
航
禁
止
か
も
知
れ
な

い)

と
。 

合
行
同
罪
：
同
罰
に
處
す
る
こ
と
。
同
罪
は
同
罰
の
こ
と
。
「
合
」
は
唐
文
で
「
ま
さ
に
す
べ
し
」
の
訓
に
常
用

す
る
。
「
行
」
は
こ
こ
で
「
合
」
の
語
尾
虚
辭
程
度
の
弱
い
作
用
に
な
っ
て
ゐ
る
。
長
崎
通
商
照
票
す
な
は
ち
信

牌(

後
述)

に
は
「
合
行
給
照
」(

強
ひ
て
訓
讀
す
れ
ば
、
ま
さ
に
照
を
給
す
る
を
行
な
ふ
べ
し)

と
有
る
。 

附
：
書
信
等
を
託
す
る
こ
と
。 
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通
事
：
譯
司
と
も
呼
ぶ
。
童
華
「
長
崎
紀
聞
」
頁
三
で
は
「
譯
司
者
、
通
事
也
」
と
釋
し
、
通
事
と
い
ふ
名
の

方
が
通
行
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
書
目
文
獻
出
版
社
「
北
京
圖
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
」
第
七
十
九
册
内
「
童
氏

雜
著
」
所
收
。 

  

校
異 

 

大
浦
藏
木
を
以
て
底
と
し
、
左
の
五
種
の
南
蠻
醜
類
榜
文
を
以
て
校
す
る
。 

一
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
寫
卷
。
長
崎
縣
立
圖
書
館
舊
藏
番
號
一
四-

四
一
四-

三
六
九
、
假
題
「
唐
貿
易

船
主
等
に
對
す
る
諭
言
三
章
」。
裏
打
ち
が
施
さ
れ
、
榜
木
と
の
異
同
は
極
め
て
少
な
い
。
訓
點
無
し
。 

二
、
菅(

松
宮)

俊
仍(

號
觀
山)

輯
「
和
漢
寄
文
」
寫
本
所
載
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
。
訓
點
有
り
。 

三
、
「
和
漢
寄
文
」
活
印
本
頁
九
十
九
所
載
、
大
庭
脩
編
「
關
西
大
學
東
西
學
術
研
究
所
資
料
集
刊
九-

二
享
保

時
代
の
日
中
關
係
資
料
一
近
世
日
中
交
渉
史
料
集
二
」
所
收
、
關
西
大
學
出
版
部
昭
和
六
十
一
年
三
月
發
行
。

内
閣
文
庫
一
八
四-

三
〇
二
番
藏
寫
本
を
底
本
と
す
る
翻
印
。
訓
點
有
り
。 

四
、
「
長
崎
御
役
所
留
」
活
印
本
頁
九
十
三
至
九
十
四
所
載
、
太
田
勝
也
「
近
世
長
崎
・
對
外
關
係
史
料
」
所
收
、

思
文
閣
、
平
成
十
九
年
、
内
閣
文
庫
藏
寫
本
を
底
本
と
す
る
翻
印
。
訓
點
無
し
。 

五
、
佚
名
撰
「
譯
家
必
備
」
影
印
本
頁
二
十
八
至
三
十
所
載
、
昭
和
五
十
一
年
、
汲
古
書
院
發
行
「
唐
話
辭
書

類
集
」
第
二
十
册
所
收
。
訓
點
有
り
。 

 

穌
は
、
榜
木
で
も
と
左
禾
右
魚
に
作
る
。
電
子
字
無
き
に
よ
り
本
稿
姑
く
穌
に
作
る
。
關
西
大
學
活
印
寄
文
及

び
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
・
太
田
氏
活
印
本
で
は
蘇
に
作
る
。 

榜
木
の
酋
種
耶
穌
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
耶
字
奪
し
、
酋
種
蘇
に
作
る
。 

榜
木
の
難
以
備
述
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
難
以
脩
述
に
作
る
。 

榜
木
の
嚴
加
杜
禁
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
嚴
加
社
禁
に
作
る
。 

榜
木
の
發
舟
通
商
は
、
關
西
大
學
活
印
寄
文
及
び
太
田
氏
活
印
本
で
發
船
通
商
に
作
る
。 

榜
木
の
計
巳
は
、
關
西
大
學
活
印
寄
文
で
計
已
に
作
る
。 

榜
木
の
貿
易
は
、
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
で
貿
昜
に
作
る
。 

榜
木
の
倘
有
藏
匿
の
倘
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
空
格
一
字
。 

榜
木
の
閒
若
知
情
は
、
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
・
關
西
大
學
活
印
寄
文
で
間
若
知
情
に
作
る
。
太
田
氏
活
印
本
で

問
若
知
情
に
作
る
。 

榜
木
の
天
主
教
詭
謀
百
出
は
、
關
西
大
學
活
印
寄
文
で
天
主
教
説
詭
謀
百
出
に
作
る
。 

榜
木
の
原
惡
處
罪
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
原
字
奪
し
、
惡
處
罪
に
作
る
。 

榜
木
の
仍
又
將
船
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
又
字
奪
し
、
仍
將
船
に
作
る
。 

榜
木
の
閒
若
稍
知
而
出
首
者
は
、
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
で
間
若
稍
知
而
出
首
者
に
作
り
、
關
西
大
學
活
印
寄
文

で
者
を
奪
し
て
間
若
稍
知
而
出
首
に
作
る
。 

榜
木
の
誘
學
唐
話
は
、
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
・
關
西
大
學
活
印
寄
文
及
び
太
田
氏
活
印
本
で
誘
學
唐
語
に
作
る
。 

榜
木
の
使
着
唐
衣
は
、
關
西
大
學
活
印
寄
文
及
び
太
田
氏
活
印
本
で
便
着
唐
衣
に
作
る
。 
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榜
木
の
「
爾
船
主
等
合
就
彼
地
預
先
査
詳
設
有
」
の
十
四
字
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
奪
す
。 

榜
木
の
一
二
不
週
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
一
二
不
通
に
作
る
。 

榜
木
の
長
崎
之
日
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
之
字
奪
し
、
長
崎
日
に
作
る
。 

榜
木
の
曁
恕
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
既
且
恕
に
作
る
。 

榜
木
の
條
欵
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
欵
字
奪
す
。 

榜
木
の
嚴
諭
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
嚴
論
に
作
る
。 

榜
木
の
毋
違
毋
忽
は
、
太
田
氏
活
印
本
で
母
違
母
忽
に
作
る
。 

  
 

「
和
漢
寄
文
」
の
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
寫
本
及
び
關
西
大
學
活
印
本
で
は
返
り
點
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
誤
訓
屢
見
で
裨
益
す
る
所
無
い
の
で
今
取
ら
な
い
。
活
印
本
の
誤
訓
は
何
人
の
施
し
た
返
り
點
と
も
注

し
な
い
が
、
長
崎
寫
本
と
同
じ
誤
り
が
多
い
の
で
所
據
寫
本
は
長
崎
と
同
系
統
と
思
は
れ
る
。
明
治
維
新
以
前

の
日
本
や
清
朝
で
は
漢
文
は
母
語
に
準
じ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
日
本
の
返
り
點
の
誤
謬
は
外
國
文
讀
解
の
水

準
の
問
題
で
は
な
く
、
國
語
教
育
水
準
と
國
民
階
層
分
布
と
の
問
題
で
あ
る
。
清
朝
の
や
う
に
知
識
人
と
庶
民

と
の
間
に
深
い
階
層
的
斷
絶
が
無
く
、
水
準
の
低
い
者
も
學
問
を
す
る
。
ゆ
ゑ
に
謬
解
百
出
も
怪
し
む
に
足
り

な
い
。
ま
た
關
西
大
學
版
の
和
漢
寄
文
は
誤
字
も
多
い
。
序
文
中
の
自
稱
「
予
」
を
「
豫
」
に
作
り
、
冠
す
る

義
の
「
弁
」
を
「
辨
」
に
作
る
程
だ
か
ら
植
字
者
の
誤
り
だ
ら
う
。
長
崎
歴
史
博
物
館
藏
の
和
漢
寄
文
の
序
は

予
・
弁
に
作
る
。 

 
 

「
和
漢
寄
文
」
「
譯
家
必
備
」
「
長
崎
御
役
所
留
」
は
他
に
も
寫
本
多
數
各
地
に
藏
せ
ら
れ
る
が
、
今
囘
は

力
及
ば
ず
閲
覽
し
な
か
っ
た
。 

  

【
資
料
一
】
南
蠻
醜
類
榜
の
和
文
草
案 

「
和
漢
寄
文
」
卷
一
、
活
印
頁
九
十
八
。
漢
樣
顛
倒
字
等
は
今
書
き
下
し
、
奪
誤
を
校
訂
し
た
。
校
記
は
略
す
。 

 

唐
商
入
津
の
節
、
掛
け
置
き
候
ひ
て
讀
ま
せ
候
ふ
簡
板
の
案 

唐
國
并
び
に
諸
異
國
の
船
頭
・
客
役
者
・
漕
者
ど
も
へ
申
し
知
ら
し
め
候
ふ
事 

一
。
南
蠻
の
惡
黨
、
み
だ
り
に
邪
種
の
首
耶
蘇
を
以
て
天
主
教
を
立
て
、
法
を
振
る
ひ
民
を
惑
は
し
、
邪
宗
を

企
み
正
道
を
妨
ぐ
る
事
、
其
の
罪
天
に
は
び
こ
り
候
ふ
儀
、
あ
げ
て
述
べ
盡
く
し
難
く
候
ふ
。
こ
れ
に
依
り
、

本
朝
に
て
累
年
き
び
し
く
制
禁
せ
し
め
、
其
の
黨
類
を
滅
却
せ
し
め
候
へ
ど
も
、
前
び
ろ
ひ
そ
か
に
商
船
も
乘

り
來
た
り
候
ふ
事
こ
れ
有
れ
ば
、
悉
く
誅
罸
せ
し
め
候
ふ
。
依
っ
て
か
の
天
川
よ
り
船
を
仕
出
し
渡
海
す
る
の

儀
、
停
止
せ
し
め
候
ふ
も
、
其
の
根
を
絶
つ
べ
し
と
の
儀
に
候
ふ
。
只
今
唐
國
并
び
に
諸
異
國
の
商
船
ど
も
長

崎
へ
來
り
集
ま
り
候
ふ
事
、
年
久
し
き
事
に
候
ふ
。
互
ひ
に
商
賈
交
易
す
る
の
間
、
面
々
我
が
分
を
相
ひ
守
り
、

國
に
入
り
て
は
法
禁
を
知
り
、
謹
し
ん
で
制
度
に
隨
ふ
べ
し
。
若
し
邪
黨
を
隱
し
乘
せ
來
た
る
事
こ
れ
有
ら
ば
、

其
の
本
人
は
申
す
に
及
ば
ず
、
一
船
の
者
迄
も
同
然
な
る
べ
し
。
其
の
内
に
若
し
其
の
事
を
知
り
、
訴
人
に
出

づ
れ
ば
、
罪
を
免
じ
候
ふ
儀
は
申
す
に
及
ば
ず
、
厚
く
褒
美
を
行
な
ふ
べ
く
候
ふ
。 

一
。
天
主
教
詭
謀
の
儀
な
す
べ
き
樣
に
、
自
然
教
へ
を
ひ
ろ
め
害
を
殘
す
べ
き
た
め
、
ひ
そ
か
に
書
籍
并
び
に
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道
具
の
類
、
隱
し
來
た
る
事
こ
れ
有
る
べ
し
。
さ
候
は
ば
、
本
人
の
科
罪
は
法
こ
れ
有
り
、
其
の
上
船
を
も
滅

却
せ
し
め
、
貨
物
沒
收
た
る
べ
し
。
少
し
も
容
捨
こ
れ
有
る
ま
じ
く
候
ふ
。
若
し
少
し
に
て
も
右
樣
子
を
存
じ
、

訴
人
に
出
づ
る
に
於
い
て
は
、
同
惡
同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
其
の
輕
重
に
依
っ
て
褒
美
申
し
つ
く
べ
く
候
ふ
。 

一
。
諸
船
人
衆
の
内
、
或
は
南
蠻
人
の
賂
ひ
を
受
け
、
邪
黨
に
合
躰
致
し
、
唐
人
言
葉
を
習
ひ
、
唐
人
の
衣
服

を
着
し
、
唐
船
に
混
入
せ
し
め
來
た
る
事
こ
れ
有
る
べ
し
。
船
頭
ど
も
、
彼
の
地
に
於
い
て
前
以
て
吟
味
を
遂

ぐ
べ
し
。
若
し
吟
味
に
及
ば
ず
し
て
乘
せ
來
り
候
へ
ど
も
、
洋
中
に
於
い
て
こ
れ
を
知
ら
ば
長
崎
に
着
津
の
節
、

き
っ
と
申
し
出
づ
べ
く
候
ふ
。
同
謀
た
り
と
も
、
一
船
の
者
と
も
に
其
の
罪
を
赦
免
し
、
殊
に
褒
美
申
し
つ
く

べ
く
候
ふ
。 

右
の
箇
條
は
上
意
を
奉
承
し
通
事
ら
を
以
て
き
び
し
く
申
し
渡
す
所
な
り
。
諸
異
國
の
商
人
ど
も
、
面
々
あ
ひ

つ
つ
し
み
違
背
無
く
、
ゆ
る
が
せ
に
存
ず
ま
じ
く
候
ふ
。 

右
申
し
渡
す
趣
き
な
り
。
宜
し
く
其
の
意
を
得
べ
き
者
な
り
。 

 [

解
説] 

「
和
漢
寄
文
」
開
卷
劈
頭
で
は
以
下
の
順
番
で
唐
人
へ
の
禁
教
諭
告
を
載
せ
る
。 

一
、
南
蠻
醜
類
榜
の
草
案
と
し
て
書
か
れ
た
候
文 

二
、
右
草
案
の
翻
文
と
し
て
南
蠻
醜
類
榜
の
同
文 

三
、
寛
文
年
間(

西
暦
千
六
百
六
十
一
年
よ
り
千
六
百
七
十
三
年
ま
で)
に
江
戸
よ
り
下
達
さ
れ
た
寛
永
十
八
年

の
榜
示
の
和
文 

四
、
右
和
文
榜
の
漢
譯
文 

  

【
資
料
二
】
和
漢
寄
文
所
載
羅
山
撰
榜 

 
 

 

「
和
漢
寄
文
」
開
卷
第
二
に
は
「
右(

の)

翻
文
」
と
し
て
南
蠻
醜
類
榜
が
載
っ
て
ゐ
る
が
、
今
略
す
。
第

三
の
和
文
及
び
漢
文
は
以
下
の
通
り
。
句
讀
點
は
今
加
へ
る
。
和
文
中
、
漢
樣
顛
倒
部
分
は
今
書
き
下
す
。 

 

御
高
札
、
眞
草
兩
樣
、
寛
文
年
中
江
戸
よ
り
差
し
遣
は
さ
る
る
寫
し 

 
 

 

定 

一
、
き
り
し
た
ん
の
事
、
罪
科
重
疊
た
る
に
依
っ
て
、
乘
り
來
た
る
や
か
ら
斬
罪
を
行
な
は
れ
、
并
び
に
か
れ

う
た
船
渡
海
の
儀
、
こ
れ
を
停
止
せ
ら
れ
訖
ん
ぬ
。
然
る
上
は
自
今
以
後
、
彼
の
國
の
や
か
ら
唐
船
に
乘
り
來

た
る
に
於
い
て
は
、
其
の
身
の
事
は
沙
汰
す
る
に
及
ば
ず
、
船
中
の
者
、
悉
く
死
罪
に
處
せ
ら
る
べ
し
。
縱
ひ

同
船
の
う
ち
た
り
と
い
ふ
と
も
、
申
し
出
づ
る
に
つ
い
て
は
科
を
ゆ
る
し
御
褒
美
こ
れ
を
下
さ
る
べ
き
事
。 

一
、
き
り
し
た
ん
の
書
状
并
び
に
こ
と
づ
て
物
、
持
ち
來
た
る
べ
か
ら
ず
。
自
然
相
背
く
や
か
ら
有
ら
ば
、
こ

れ
又
申
し
出
づ
べ
し
。
相
隱
し
置
か
ば
其
の
科
同
前
た
る
べ
き
事
。 

一
、
囑
託
を
出
だ
し
、
き
り
し
た
ん
の
や
か
ら
唐
船
に
乘
り
來
た
る
事
有
ら
ば
、
早
く
こ
れ
を
申
し
上
ぐ
べ
し
。

然
ら
ば
科
を
宥
め
、
御
褒
美
の
爲
、
其
の
囑
託
の
一
倍
こ
れ
を
下
さ
る
べ
き
事
。 

右
、
こ
の
旨
を
相
守
る
べ
き
者
な
り
。
仍
っ
て
執
達
す
る
こ
と
件
の
如
し
。 

寛
永
十
八
年
月
日 
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諭
唐
船
諸
人 

一
。
耶
蘇
邪
徒(

蠻
語
曰
天
主
教)

以
罪
惡
深
重
故
、
其
駕
舶
所
來
者
、
先
年
悉
皆
斬
戮
、
且
其
徒 

自
阿
瑪
港
發
船
渡
海
之
事
、
既
停
止
之
、
自
今
以
後
、
唐
船
若
有
載
彼
徒
來
、
則
速
斬
其
身
、
而
同
船
者
亦
當

伏
誅
。
但
縱
雖
同
船
者
、
告
而
不
匿
、
則
赦
之
可
褒
賞
事
。 

一
。
耶
蘇
邪
徒
之
書
札
并
贈
寄
之
物
、
潛
藏
齎
來
於
日
本
、
則
必
須
誅
之
、
若
有
違
犯
而
來
者
、
速 

可
告
訴
焉
、
猶
有
匿
而
不
言
者
、
其
罪
同
前
條
事
。 

一
。
以
重
賄
密
載
耶
蘇
之
邪
徒
于
船
底
而
來
、
即
可
早
告
之
、
然
則
宥
其
咎
、
且
其
賞
賜
可
倍
於
彼
重
賄
事
。 

右
所
定
三
章
如
此
、
唐
船
諸
商
客
皆
宜
承
知
、
必
勿
違
失
。 

寛
永
十
八
年 

月 

日 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
行 

』 

 [

和
訓] 

右
漢
譯
の
和
訓
文
。
い
し
ゐ
作
成
。 

『
一
。
耶
蘇
の
邪
徒(

蠻
語
に
天
主
教
と
曰
ふ)

は
、
罪
惡
深
重
な
る
の
故
を
以
て
、
其
の
舶
に
駕
し
て
來
る
所

の
者
は
先
年
悉
皆
斬
戮
し
、
且
つ
其
の
徒
、
阿
瑪
港
よ
り
發
船
渡
海
の
事
、
既
に
こ
れ
を
停
止
す
。
自
今
以
後
、

唐
船
若
し
彼
の
徒
を
載
せ
て
來
た
る
有
ら
ば
、
則
ち
速
や
か
に
其
身
を
斬
し
、
而
し
て
同
船
の
者
も
亦
た
當
に

誅
に
伏
す
べ
し
。
但
し
縱
ひ
同
船
の
者
と
雖
も
告
て
匿
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
赦
し
て
褒
賞
す
べ
き
事
。 

一
。
耶
蘇
邪
徒
の
書
札
、
并
び
に
贈
寄
の
物
、
潛
か
に
藏
し
て
日
本
に
齎
來
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
須
べ
か
ら
く

こ
れ
を
を
誅
す
べ
し
。
若
し
違
犯
し
て
來
た
る
者
有
ら
ば
、
速
や
か
に
告
訴
す
べ
し
。
猶
ほ
匿
し
て
言
は
ざ
る

者
有
ら
ば
、
其
の
罪
前
條
に
同
じ
き
事
。 

一
。
重
賄
を
以
て
、
密
か
に
耶
蘇
の
邪
徒
を
船
底
に
載
せ
て
來
た
ら
ば
、
即
は
ち
早
く
こ
れ
を
告
ぐ
べ
し
、
然

れ
ば
則
ち
は
其
の
咎
を
宥
し
、
且
つ
其
の
賞
賜
は
彼
の
重
賄
に
倍
す
べ
き
事
。 

[

釋
語] 

 
 

罪
惡
深
重
：
佛
教
の
常
套
語
。
明
・
釋
弘
瀚
・
釋
弘
裕
同
輯
「
無
異
元
來
禪
師
廣
録
」
卷
十
二
「
浮
山
舍
利
塔

贊
序
」
に
「
昔
有
人
入
地
獄
、
見
地
藏
菩
薩
。
曰
『
汝
罪
惡
深
重
、
應
墮
地
獄
、
急
往
鄮
山
、
禮
舍
利
塔
、
可

脱
此
苦
。
』
」
大
正
新
脩
大
藏
經
第
七
十
二
册
第
二
百
九
十
頁
。 

 
 

[

解
説] 

こ
の
漢
譯
眞
文
字
榜
は
元
々
林
羅
山
の
撰
で
、
「
羅
山
林
先
生
文
集
」
卷
五
十
八(

昭
和
五
十
四
年
ぺ
り

か
ん
社)

に
も
ほ
ぼ
同
文
が
載
っ
て
ゐ
る
。
た
だ
羅
山
文
集
は
「
耶
蘇
邪
徒
」
を
「
吉
利
支
丹
」
と
し
、
ま
た
文

末
に 

「
右
三
章
遣
于
長
崎
港
、
以
徧
告
戒
之
」 

と
の
一
句
が
有
る
。
江
戸
で
の
羅
山
の
原
稿
に
も
と
づ
く
こ
と
が
分
か
る
。
和
漢
寄
文
で
「
耶
蘇
邪
徒
」
と
改

ま
っ
て
ゐ
る
の
は
、
「
吉
利
支
丹
」
を
漢
文
と
し
て
通
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
寛
文
年
中
に
江
戸
よ
り
送
致
さ

れ
る
際
に
書
き
改
め
ら
れ
た
の
だ
ら
う
。
通
航
一
覽
卷
二
百
四(

活
印
本
第
五
册
第
三
百
七
頁)

に
「
貞
享
四
年
、

吉
利
支
丹
を
耶
蘇
と
書
改
め
」
と
言
ふ
の
は
、
同
榜
の
貞
享
四
年
下
達
に
基
づ
く
論
で
あ
る(

後
述)

。 
 

 

日
本
以
外
の
漢
文
に
は
「
吉
利
支
丹
」
を
用
ゐ
る
例
を
見
ず
、
其
の
少
し
く
概
見
す
る
の
は
「
契
利
斯

當
」
ば
か
り
で
あ
る
。
左
の
通
り
。 

明
劉
侗
等
「
帝
京
景
物
略
」
卷
四
頁
三
「
天
主
堂
」
の
條
に
曰
く
「
奉
教
者
曰
契
利
斯
當
」
と
。
崇
禎
八
年
序
、
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乾
隆
中
金
陵
崇
徳
堂
刊
本
。 

明
・
羅
如
望
「
天
主
聖
教
啓
蒙
」
卷
上
頁
一
に
曰
く
「
天
主
賜
我
做
基
利
斯
當
」
と
、
「
耶
穌
會
羅
馬
檔
案
館
明

清
天
主
教
文
獻
》
第
一
册
に
收
め
る
。 

施
若
翰
「
天
主
聖
教
入
門
問
答
」
卷
下
に
「
契
利
斯
當
章
第
六
」
が
有
り
、
崇
禎
十
五
年
識
語
刊
本
、
「
耶
穌
會

羅
馬
檔
案
館
明
清
天
主
教
文
獻
」
第
二
册
に
收
め
る
。 

林
羅
山
は
こ
の
や
う
な
當
時
の
用
字
を
知
ら
ず
に
榜
文
を
撰
し
た
の
で
あ
る
。
同
時
代
の
天
主
教
漢
文
を
閲
覽

す
る
機
會
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。 

  

【
資
料
三
】
寛
永
十
一
年
長
崎
港
禁
令 

 
 

「
寛
永
十
一
甲
戌
年
五
月
肥
前
國
長
崎
港
禁
令
」
。
通
航
一
覽
卷
二
百
四
。 

 
 

「
一
、
西
洋
耶
蘇
會
人
載
渡
日
本
國
事
。 

 

一
、
日
本
國
兵
器
齎
渡
異
域
事
。 

 

一
、
奉
書
船
定
額
外
日
本
人
渡
異
國
事
。 

 
 

 
 

附
投
化
異
國
人
準
此
。 

 

右
所
定
三
章
、
須
守
禁
法
、
若
有
犯
、
則
可
處
重
罪
。
施
行
如
件
。 

 
 

 
 

 
 

寛
永
十
一
年
五
月
。
」 

 
 

 [

和
訓
文] 

い
し
ゐ
作
成 

「
一
、
西
洋
耶
蘇
會
の
人
、
日
本
國
に
載
せ
渡
る
事
。
一
、
日
本
國
の
兵
器
、
異
域
に
齎
渡
す
る
事
。
一
、
奉

書
船
定
額
の
外
、
日
本
人
の
異
國
に
渡
る
事
。
附
す
、
投
化
異
國
人
も
此
れ
に
準
ず
。
右
定
む
る
所
三
章
な
り
、

須
ら
く
禁
法
を
守
る
べ
し
。
若
し
犯
す
有
れ
ば
、
則
ち
重
罪
に
處
す
べ
し
。
施
行
す
る
こ
と
件
の
如
し
。
寛
永

十
一
年
五
月
。
」 

 
 

[

解
説] 

「
事
」
「
可
」
「
如
件
」
が
和
習
だ
が
、
全
體
と
し
て
は
一
應
漢
文
た
る
こ
と
を
目
指
し
て
を
り
、
候
文
な
ど
の

武
家
公
文
で
は
な
い
。
華
蠻
交
易
明
細
記
に
も
同
じ
榜
文
が
見
え
る
。 

  

【
資
料
四
】
延
寶
八
年
署
榜 

 

華
蠻
交
易
明
細
記
に
收
め
る
。 

 

唐
船
入
津
度
毎
讀
聞
せ
制
札
ノ
寫 

諭
唐
船
諸
人 

一
。
耶
蘇
邪
徒(

蠻
俗
天
主
教)

以
罪
惡
深
重
故
、
其
駕
舶
所
來
者
、
先
年
悉
皆
斬
戮
、
且
其
徒
自 

阿
媽
港
發
船
渡
海
之
事
、
既
停
止
之
、
自
今
以
後
、
唐
船
若
有
載
彼
徒
來
、
則
速
斬
其
身
、
而
同 

船
者
亦
當
伏
誅
。
但
縱
雖
同
船
者
、
告
而
不
匿
、
則
赦
之
可
褒
賞
事
。 

一
。
耶
蘇
邪
徒
之
書
札
并
贈
寄
之
物
、
潛
藏
齎
來
於
日
本
、
則
必
須
誅
之
、
若
有
違
犯
來
者
、 
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速
可
告
訴
焉
、
猶
有
匿
而
不
言
者
、
其
罪
同
前
條
事
。 

一
。
以
重
賄
密
載
耶
蘇
之
徒
于
船
底
而
來
、
即
可
早
告
之
、
然
則
宥
其
咎
、
且
其
賞
賜
可
倍
於
彼
重
賄
事
。 

右
所
定
三
章
如
此
、
唐
船
諸
商
客
皆
宜
承
知
、
必
勿
違
失
。 

 

延
寶
八
年
八
月
日 

 [

解
説] 

他
に
東
北
大
學
藏
長
崎
記
に
も
見
え
る
。
「
縱
」
は
華
蠻
交
易
明
細
記
の
活
印
本
で
緞
に
作
る
の
で
今
改
め
る
。

長
崎
古
今
集
覽
卷
四
に
も
こ
の
延
寶
八
年
改
榜
を
載
せ
、
註
し
て
曰
く 

「
右
舊
記
ゆ
ゑ
寫
し
置
く
。
…
…
前
の
實
録
の
文
同
樣
な
れ
共
、
日
月
名
前
等
相
違
ゆ
ゑ
、
重
複
を
厭
は
ず
し

て
記
し
置
く
也
」(

原
文
顛
倒
し
て
漢
體
に
擬
す
る
を
今
書
き
下
す
。
活
印
頁
三
百
二
十
五) 

と
。
「
前
の
實
録
の
文
」
と
は
、
長
崎
實
録
大
成
か
ら
録
し
た
貞
享
四
年
の
羅
山
撰
榜
で
あ
る
。 

  

【
資
料
五
】
元
禄
二
年
立
榜
令 

長
崎
實
録
大
成
卷
十
、
活
印
頁
二
百
五
十
。 

  
 

 

御
高
札 

一
禁
制
三
ヶ
條
之
御
高
札 

一
諭
唐
船
諸
人 

 
 

但
眞
文
字 

 
 

右
之
二
串
二
之
門
ニ
建 

 
 

元
禄
二
年
七
月 

 
 

 
 

奉
行 

 
 

 

 

他
に
憲
教
類
典
二
之
二
十
二(

影
印
頁
五
百
十
二)

及
び
通
航
一
覽
卷
二
百
四
、
神
澤
貞
幹
「
翁
草
」
卷
百
六
十

二
「
長
崎
實
記
拔
萃
」(

明
治
三
十
九
年
五
車
樓
書
店)

な
ど
に
見
え
る
。
「
諭
唐
船
諸
人
」
と
い
ふ
題
目
か
ら
見

て
、
羅
山
撰
榜
で
あ
る
。 

  

【
資
料
六
】
興
福
寺
藏
漢
文
禁
教
榜
文
抄
。 

永
山
時
英
「
吉
利
支
丹
史
料
集
」
に
寫
眞
で
收
め
る
。
原
白
文
に
今
句
讀
點
及
び
括
弧
を
加
へ
る
。
行
換
へ
は

寫
眞
に
從
ふ
。 

 

本
寺
雖
屬
媽
祖
香
火
道
場
、
實
乃
祝 

國
焚
脩
、
摧
邪
辨
正
之
伽
藍
也
。
是
昔
起
建
之
後
、 

寛
永
壬
午
十
九
年
三
月
、
曽
蒙 

鎮
主
馬
塲
三
郎
左
衛
門
公
、
轉
奉 

大
將
軍
上
諭
、
言
「
唐
船
至
崎
貿
易
、
重
禁
者
莫
如
邪
教
。
仍
恐
唐
船
徃
來
、
混
載
南
蠻
惡
黨
之
人
。 

 

况
所
来
者
不
出
南
京
福
州
等
處
、
故
爾
三
寺
住
持
、
凡
唐
人
上
岸
入
寺
、
燒
香
禮
佛
、
必
須
嚴
査
、 

 

昜
得
辨
明
白
。
」
又
給
此
禁
條
、
張
掛
在
寺
、
永
遠
流
傳
、
抄
白
于
後
。
「
奉 

上
令
旨
、
爲
禁
革
進
南
蠻
廟
之
事(

即
天
主
教)

。
切
見
南
蠻
人
、
立
心
不
軌
、
流
毒
四
方
、
專
行
僞 
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教
、
煽
惑
良
民
、
深
爲
可
恨
、
罪
不
容
誅
也
。
今
見
唐
船
徃
来
本
國
貿
易
、
各
宜
恪
遵 

御
法
度
、
毋
得
違
禁
。
今
將
禁
欵
條
例
、
開
具
于
后
。 

 

一
、
繇
來
進
南
蠻
廟
之
人
、
本
國
原
有
舊
禁
、
近
今
更
加
森
嚴
。
稍
有
堕
足
、
斬
艾
靡
遺
。 

 

一
、
不
許
裝
載
南
蠻
和
尚
、
併
進
南
蠻
廟
之
人(

即
天
主
教)

。
或
中
有
夾
帶
南
蠻
貨
物
・
違
禁
等 

 

件
者
、
通
船
人
貨
、
倶
各
勦
滅
、
決
不
輕
恕
。
但
在
唐
山
雖
同
謀
、
到
日
本
即
來
出
首
者
、
更
加 

 

重
賞
、
亦
免
其
罪
。 

 
 

一
、
密
通
日
本
進
南
蠻
廟
之
人
、
或
書
信
貨
物
、
或
進
廟
家
伙
等
件
、
通
船
人
私
寄
托
而
來
之
事
、 

 

或
船
主
客
、
或
水
梢
、
知
情
者
速
ゝゝ
出
首
、 

王
上
重
賞
、
雖
本
身
或
同
伴
出
者
、
亦
免
其
罪
、
諒
其
情
賞
之
。 

 
 

 

一
、
南
蠻
人(

即
天
主
教)

或
學
唐
人
言
語
、
衣
唐
人
之
服
、
混
入
唐
人
中
、
附
舟
渡
海
而
來
。
大 

 

明
開
駕
、
不
及
檢
點
、
裝
載
而
來
。
或
于
洋
中
覺
察
、
或
抵
長
崎
知
情
、
速
ゝゝ
投
首
。
如
此
者
通 

 

船
免
船
、
更
加
重
賞
。
倘
他
人
先
出
首
者
、
通
船
盡
行
勦
滅
。 

 

一
、
南
蠻
人(

即
天
主
教)

在
唐
山
、
謀
合
唐
人
、
私
賄
財
物
、
裝
載
南
蠻
惡
黨
而
來
、
速
ゝゝ
出
首
。 

 

如
此
者
即
免
其
罪
、
更
加
倍
賞
。
倘
匿
不
首
、
他
人
出
首
者
、
通
船
同
罪
、
惡
黨
一
併
施
行
。 

 
 

 

已
上
律
條
、
至
重
至
大
、
如
有
違
犯
、
盡
行
勦
滅
。
此
係
日
本
法
度
、
嚴
如
軍
令
、
毫
無 

 
 

 

漏
網
。
不
比
唐
山
官
府
、
尚
可
曲
情
假
貸
、
狥
私
解
脱
。
爾
唐
人
等
、
愼
勿
犯
之
、
各 

 
 

 

宜
謹
守
。
特
示
。 

 
 

 

寛
永
壬
午
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

給
。 

 [

解
説] 

 

永
山
氏
に
よ
れ
ば
、
も
と
奉
書
紙
に
書
せ
る
も
の
と
の
こ
と
。
こ
れ
を
活
印
に
翻
字
し
た
も
の
が
「
長
崎
市

史
」
に
見
え
る
。
長
崎
諸
事
覺
書
及
び
通
航
一
覽
に
は
右
の
う
ち
榜
文
「
奉
上
令
旨
」
よ
り
「
各
宜
謹
守
」
ま

で
を
録
し
、
末
尾
に
「
右
諭
知
悉
」
と
加
へ
る
。
ま
た
榜
文
の
前
に
は
そ
れ
ぞ
れ
題
目
及
び
附
語
あ
り
、
左
の

通
り
。 

「
長
崎
諸
事
覺
書
」
第
八
册(

活
印
頁
三
百
六
十
八)

の
榜
前
に
曰
く
、 

 
 
 

 

「
吉
利
支
丹
宗
門
御
制
禁
之
札
寫
。
是
は
唐
舩
荷
役
之
節
、
通
事
共
方
よ
り
持
ち
乘
り
、
物
出
役
之
唐
人
に
讀

せ
候
て
、
船
中
の
者
共
尓
き
か
せ
候
。
」 

「
通
航
一
覽
」
卷
百
四
十
九(

國
書
刊
行
會
活
印
本
頁
百
八
十
八)

の
榜
前
に
曰
く
、 

「
吉
利
支
丹
宗
門
御
制
禁
之
札
寫
。
是
は
唐
船
荷
役
之
節
、
通
事
取
方
よ
り
持
ち
參
り
、
物
書
役
之
唐
人
に
讀

せ
候
て
、
船
中
の
者
と
も
に
き
か
せ
候
。
」 

通
航
一
覽
に
は
こ
れ
を
「
長
崎
記
」
よ
り
採
録
し
た
と
註
す
る
が
、
そ
の
源
は
恐
ら
く
輾
轉
「
長
崎
諸
事
覺

書
」
に
出
る
も
の
だ
ら
う
。 

 [

校
異] 

興
福
寺
藏
寫
卷
を
底
と
し
、
校
す
る
に
長
崎
諸
事
覺
書
及
び
通
航
一
覽
。 

長
崎
諸
事
覺
書
と
通
航
一
覽
と
は
今
活
印
本
を
用
ゐ
る
の
で
、

善
で
は
な
い
こ
と
を
附
言
し
て
お
く
。
こ
と

に
長
崎
諸
事
覺
書
は
内
閣
告
示
の
略
字
に
置
き
換
へ
て
ゐ
る
の
で
校
勘
す
る
意
味
は
餘
り
無
い
。 

毋
得
違
禁
：
長
崎
諸
事
覺
書
は
毋
を
母
に
作
る
。 
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立
心
：
通
航
一
覽
は
二
心
に
作
る
。 

堕
足
：
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
隨
足
に
作
る
。 

斬
艾
：
通
航
一
覽
は
斬
芟
に
作
る
。 

南
蠻
貨
物
：
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
南
蠻
の
二
字
奪
す
。 

家
伙
：
通
航
一
覽
は
家
悠
に
作
る
。
長
崎
諸
事
覺
書
は
家
攸
に
作
る
。 

第
三
・
第
五
條
の
速
ゝゝ
出
首
：
通
航
一
覽
は
速
令
出
首
に
作
る
。 

同
伴
出
者
：
首
字
奪
す
。
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
同
伴
出
首
者
に
作
る
。 

衣
唐
人
之
服
：
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
衣
唐
人
服
に
作
る
。 

附
舟
渡
海
：
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
舟
を
船
に
作
る
。 

覺
察
：
長
崎
諸
事
覺
書
は
学
察
に
作
る
。 

或
抵
長
崎
知
情
：
通
航
一
覽
・
長
崎
諸
事
覺
書
と
も
に
崎
を
岐
に
作
る
。 

速
ゝゝ
投
首
：
通
航
一
覽
は
令
投
首
に
作
る
。 

免
船
：
長
崎
諸
事
覺
書
は
免
罪
に
作
る
。 

通
船
免
船
、
更
加
重
賞
。
倘
他
人
先
出
首
者(

十
五
字)

：
通
航
一
覽
に
十
五
字
奪
す
。 

匿
不
首
：
長
崎
諸
事
覺
書
は
隠
匿
不
首
に
作
る
。 

至
重
至
大
：
通
航
一
覽
は
下
の
至
を
奪
し
、
至
重
大
に
作
る
。 

各
宜
謹
守
：
通
航
一
覽
は
各
々
宜
謹
守
に
作
る
。 

特
示
：
長
崎
諸
事
覺
書
は
恃
尓
に
作
る
。 

寛
永
壬
午
年
給
：
通
航
一
覽
に
こ
の
六
字
無
く
、
「
右
諭
知
悉
」
の
四
字
を
以
て
代
へ
る
。 

 [

釋
語] 

即
天
主
教
：
興
福
寺
寫
卷
・
長
崎
諸
事
覺
書
・
通
航
一
覽
と
も
に
正
文
に
「
即
天
主
教
」
と
あ
る
が
、
本
來
は

小
字
夾
註
に
作
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
今
括
弧
を
加
へ
る
。
南
蠻
廟
と
は
奉
教
人
の
所
謂
「
天
主
教
」

を
指
す
が
、
教
外
の
我
等
は
こ
れ
を
天
主
教
と
呼
ば
な
い
、
と
い
ふ
意
で
あ
る
。 

焚
脩
：
香
を
焚
き
齋
を
修
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

是
昔
：
昔
日
。
興
福
寺
は
寛
永
元
年
に
創
建
さ
れ
た
。 

馬
場
三
郎
左
衞
門
：
寛
永
十
九
年
の
長
崎
奉
行
。 

昜
得
辨
明
白
：
句
義
不
通
。
「
昜
」
は
恐
ら
く
「
得
」
と
の
形
似
に
よ
る
衍
字
。 

 
 
 
 
 
 

 

抄
白
：
抄
録
。 

上
の
令
旨
：
上
は
君
主
を
指
し
、
江
戸
時
代
の
文
書
で
は
大
君
た
る
德
川
將
軍
を
指
す
。 

禁
革
：
禁
止
。 

進
南
蠻
廟
：
天
主
堂
で
禮
拜
す
る
こ
と
。
「
進
」
は
「
入
」
の
代
用
。
通
航
一
覽
卷
二
百
十
一
、
活
印
本
第
五
册
、

頁
三
百
八
十
七
に
載
せ
る
唐
船
主
胡
球
官
の
誓
約
書
に
曰
く
「
不
敢
收
呂
宋
・
雞
籠
、
進
南
蠻
廟
等
處
。
」

「
收
」
は
入
港
す
る
こ
と
。
も
と
「
販
」
に
作
る
が
今
改
め
る
。 

切
見
：
竊
見
、
竊
觀
。
呉
越
春
秋
：
「
范
蠡
曰
、
臣
竊
見
呉
王
、
真
非
人
也
。
…
…
」 

進
南
蠻
廟
之
人
：
天
主
教
徒
。
通
航
一
覽
卷
二
百
十
一
、
活
印
本
第
五
册
、
頁
三
百
八
十
七
に
載
せ
る
唐
船
主
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胡
球
官
の
誓
約
書
に
曰
く
「
來
時
不
敢
載
南
蠻
和
尚
并
進
南
蠻
廟
之
人
及
犯
法
貨
物
・
假
裝
藥
材
」(

來
た
る
時
、

南
蠻
和
尚
并
び
に
南
蠻
廟
に
進
む
の
人
及
び
法
を
犯
す
貨
物
・
假
裝
せ
る
藥
材
を
敢
へ
て
載
せ
ず)

と
。 

進
廟
家
伙
：
禮
拜
の
道
具
。 

水
梢
：
漕
ぎ
手
。
目
梢
に
同
じ
。
長
崎
諸
事
覺
書
に
載
せ
る
【
資
料
七
】
の
和
解
に
「
水
主
」
に
作
る
。
水
主

は
水
手
に
同
じ
。
「
南
山
考
講
記
」
卷
四
に
「
工
社
、
ス
イ
シ
ュ
。
水
梢
、
同
上
」(

「
唐
話
辭
書
類
集
」
第
五

册
影
印
頁
三
百
五
十
一)
と
註
す
る
。 

王
上
：
諸
侯
王
。
こ
こ
で
は
告
示
者
の
長
崎
奉
行
自
身
を
指
す
。
「
唐
話
辭
書
類
集
」
第
四
册
「
崎
港
聞
見
録
」

影
印
頁
四
百
六
十
二
に
「
王
上
、
奉
行
所
」
「
王
家
、
奉
行
所
」
「
王
府
、
奉
行
ヤ
シ
キ
」
と
註
す
る
。
「
華
夷
變

態
」
卷
一
頁
十
四
至
十
五
に
載
せ
る
正
保
三
年(

西
暦
千
六
百
四
十
六
年)

鄭
芝
龍
の
使
者
林
高
の
「
答
長
崎
王

談
」
に
編
者
註
し
て
曰
く
「
明
國
の
商
人
、
長
崎
の
奉
行
を
長
崎
王
と
稱
す
る
也
」
と
。 

通
船
同
罪
、
惡
黨
一
併
施
行
：
や
や
難
通
だ
が
、
疑
ふ
ら
く
は
も
と
「
通
船
罪
同
惡
黨
」
ま
た
は
「
與
惡
黨
一

併
施
行
」
に
作
り
、
奪
字
錯
字
あ
り
と
思
は
れ
る
。 

寛
永
壬
午
年
：
寛
永
十
九
年(

西
暦
千
六
百
四
十
二
年) 

 [

和
訓] (

い
し
ゐ
作
成) 

本
寺
は
媽
祖
が
香
火
道
場
に
屬
す
と
雖
も
、
實
は
乃
ち
國
を
祝
し
て
焚
脩
し
、
邪
を
摧
き
正
を
辨
ず
る
の
伽
藍

な
り
。
是
昔
起
建
の
後
、
寛
永
壬
午
十
九
年(

西
暦1642)

三
月
、
曽
て
蒙
る
は
鎮
主
馬
塲
三
郎
左
衛
門
公
の
、

轉
じ
て
大
將
軍
が
上
諭
を
奉
じ
て
言
く
、 

『
唐
船
、
崎
に
至
り
て
貿
易
す
る
に
、
重
禁
す
る
者
邪
教
に
如
く
は
莫
し
。
仍
ほ
唐
船
徃
來
し
て
、
南
蠻
惡
黨

の
人
を
混
載
す
る
を
恐
る
。
况
や
來
る
所
の
者
、
南
京
福
州
等
の
處
を
出
で
ず
、
故
に
爾
ぢ
三
寺
が
住
持
、
凡

そ
唐
人
の
岸
に
上
り
寺
に
入
り
、
香
を
燒
き
佛
に
禮
す
る
に
は
、
必
ず
須
ら
く
嚴
査
し
て
、
辨
ず
る
こ
と
明
白

な
る
を
得
べ
し
』
と
。
又
た
此
の
禁
條
を
給
し
、
張
掛
し
て
寺
に
在
り
、
永
遠
に
流
傳
せ
し
む
。
後
ろ
に
抄
白

す
。
『
上
の
令
旨
を
奉
ず
、
南
蠻
廟(

即
ち
天
主
教
な
り)

に
進
む
を
禁
革
す
る
の
事
の
爲
な
り
。
ひ
そ
か
に
見
る
、

南
蠻
人
は
心
を
立
つ
る
こ
と
不
軌
に
し
て
、
毒
を
四
方
に
流
し
、
專
ら
僞
教
を
行
な
ひ
、
良
民
を
煽
惑
す
、
深

く
恨
む
べ
し
と
爲
す
、
罪
は
誅
す
る
を
容
れ
ざ
る
な
り
。
今
、
唐
船
の
本
國
に
往
來
し
て
貿
易
す
る
を
見
る
。

各
の
宜
し
く
恪
し
ん
で
御
法
度
に
遵
ふ
べ
し
、
違
禁
す
る
な
か
れ
。
今
、
禁
款
の
條
例
を
將
り
て
後
ろ
に
開
具

す
。 

一
、
繇
來
南
蠻
廟
に
進
む
の
人
、
本
國
も
と
よ
り
舊
禁
あ
り
、
近
今
更
に
森
嚴
を
加
ふ
。
稍
や
も
堕
足
あ
れ
ば
、

斬
艾
し
て
遺
す
こ
と
な
し
。 

一
、
南
蠻
和
尚
併
び
に
南
蠻
廟
に
進
む
の
人(

即
ち
天
主
教
な
り)

を
裝
載
す
る
を
許
さ
ず
。
或
は
中
に
南
蠻
の

貨
物
・
違
禁
等
の
件
を
夾
帶
す
る
者
あ
ら
ば
、
通
船
の
人
貨
、
倶
に
各
の
勦
滅
し
、
決
し
て
輕
恕
せ
ず
。
但
し

唐
山
に
在
り
て
は
同
謀
な
り
と
雖
も
、
日
本
に
到
っ
て
即
ち
來
り
出
首
す
る
者
は
、
更
に
重
賞
を
加
へ
、
亦
た

其
の
罪
を
免
ぜ
ん
。 

 

一
、
日
本
の
南
蠻
廟
に
進
む
の
人
に
密
通
し
、
或
は
書
信
貨
物
、
或
は
進
廟
の
家
伙
等
の
件
を
、
通
船
の
人
ひ

そ
か
に
寄
托
し
て
來
る
の
事
、
或
は
船
主
・
客
、
或
は
水
梢
、、
情
を
知
る
者
速
ゝゝ
に
出
首
せ
よ
。
王
上
重
く
賞

し
、
本
身
或
は
同
伴
の
出(

首)

す
る
者
と
雖
も
、
亦
た
其
の
罪
を
免
じ
、
其
の
情
を
諒
し
て
こ
れ
を
賞
せ
ん
。 
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一
、
南
蠻
人(

即
ち
天
主
教
な
り)

、
或
は
唐
人
の
言
語
を
學
び
、
唐
人
の
服
を
衣
て
、
唐
人
の
中
に
混
入
し
、

舟
に
附
き
て
渡
海
し
て
來
る
。
大
明
に
開
駕
す
る
に
檢
點
に
及
ば
ず
、
裝
載
し
て
來
る
に
、
或
は
洋
中
に
お
い

て
覺
察
し
、
或
は
長
崎
に
抵
っ
て
情
を
知
ら
ば
、
速
ゝゝ
に
投
首
せ
よ
。
此
く
の
如
く
ん
ば
通
船
免
罪
し
、
更
に

重
賞
を
加
へ
ん
。
倘
し
他
人
先
に
出
首
せ
ば
、
通
船
盡
く
勦
滅
を
行
な
は
ん
。 

一
、
南
蠻
人(

即
ち
天
主
教
な
り)

、
唐
山
に
在
り
て
、
謀
り
て
唐
人
に
合
し
、
私
か
に
財
物
を
賄
し
、
南
蠻
の

惡
黨
を
裝
載
し
て
來
る
は
、
速
ゝゝ
に
出
首
せ
よ
。
此
く
の
如
く
ば
即
ち
其
の
罪
を
免
じ
、
更
に
倍
賞
を
加
へ
ん
。

倘
し(

隱)

匿
し
て
首
せ
ず
、
他
人
出
首
せ
ば
、
通
船
同
罪
に
し
て
、
惡
黨(

と)

に
一
併
に
施
行
せ
ん
。 

 
 

 
 

已
上
の
律
條
、
至
重
至
大
な
り
。
如
し
違
犯
す
る
有
ら
ば
、
盡
く
勦
滅
を
行
な
は
ん
。
此
れ
は
日
本

の
法
度
に
係
る
、
嚴
し
き
こ
と
軍
令
の
如
く
、
毫
も
網
を
漏
る
る
な
し
。
唐
山
の
官
府
の
、
尚
ほ
情
を
曲
げ
て

假
貸
し
、
私
に
狥
ひ
解
脱
す
べ
き
に
比
せ
ず
。
爾
ぢ
唐
人
ら
、
愼
し
ん
で
こ
れ
を
犯
す
勿
れ
、
各
の
宜
し
く
謹

守
せ
よ
。
特
に
示
す
。
寛
永
壬
午
年
給
す
。
』 

  

【
資
料
七
】
興
福
寺
藏
榜
和
解 

 
 

長
崎
諸
事
覺
書
に
は
興
福
寺
藏
榜
文
に
繼
い
で
左
の
和
解
を
載
せ
る
。
漢
樣
の
顛
倒
字
等
は
今
書
き
下
す
。
通

航
一
覽
に
も
同
文
を
載
せ
る
の
で
、
今
以
て
校
し
た
。
校
記
は
略
。 

 

右
御
制
法
の
札
の
趣
、
唐
通
事
ど
も
和
解 

一
上
意
を
承
け
奉
り
、
切
支
丹
宗
旨
の
事
を
禁
止
す
、
即
ち
天
主
教
の
事
な
り
。
惣
じ
て
見
る
に
、
南
蠻
人
、

心
だ
て
す
な
ほ
に
あ
ら
ず
、
害
を
四
方
に
流
し
、
專
ら
僞
教
を
行
ひ
、
人
民
を
迷
は
し
め
候
ふ
こ
と
、
以
て
惡

む
べ
き
の
上
、
其
の
と
が
誅
す
る
に
足
ら
ざ
る
者
な
り
。
今
見
る
に
、
唐
船
本
國
に
往
來
し
、
商
賣
致
す
の
間
、

唐
人
面
々
よ
ろ
し
く
御
法
度
に
隨
ひ
、
禁
止
の
旨
に
違
犯
す
べ
か
ら
ず
、
今
禁
止
の
箇
條
を
以
て
、
此
の
跡
に

し
る
し
候
。 

一
、
由
來
切
支
丹
宗
旨
の
や
か
ら
、
本
國
に
元
よ
り
御
制
禁
こ
れ
有
り
候
ふ
と
い
へ
ど
も
、
近
頃
は
彌
よ
き
び

し
く
こ
れ
を
仰
せ
付
け
ら
れ
候
ふ
間
、
少
し
も
其
の
志
有
る
に
於
い
て
は
、
遁
が
さ
ず
斬
科
行
な
ふ
べ
し
。 

一
、
南
蠻
・
伴
天
連
并
び
に
切
支
丹
宗
旨
の
や
か
ら
を
乘
せ
渡
す
ま
じ
く
候
ふ
、
則
は
ち
天
主
教
の
事
な
り
、

或
は
船
中
に
南
蠻
人
の
荷
物
、
其
の
ほ
か
御
法
度
等
の
物
を
乘
せ
渡
す
に
於
い
て
は
、
一
船
の
人
・
荷
物
と
も

に
皆
皆
滅
却
を
爲
す
べ
し
、
決
定(

け
つ
ぢ
ゃ
う)

か
ろ
ゆ
る
が
せ(

輕
忽)

た
る
ま
じ
く
候
ふ
。
但
し
大
明
に
て
謀

惡
の
同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
、
日
本
に
到
っ
て
即
時
申
し
出
づ
る
に
於
い
て
は
、
重
く
御
褒
美
を
下
さ
れ
、
亦

た
其
の
と
が
を
御
赦
免
有
る
べ
し
。 

一
、
日
本
切
支
丹
宗
旨
の
や
か
ら
に
密
通
致
し
、
或
は
書
簡
・
荷
物
、
或
は
切
支
丹
宗
旨
の
道
具
等
を
、
船
中

の
も
の
ど
も
ひ
そ
か
に
頼
ま
れ
持
ち
渡
る
事
こ
れ
有
る
べ
し
。
或
は
船
頭
・
客
、
或
は
水
主
に
て
も
、
其
の
由

を
存
じ
候
ふ
も
の
は
、
す
み
や
か
に
申
し
出
づ
べ
し
。
御
公
儀
よ
り
重
く
御
褒
美
を
下
さ
る
べ
し
。
其
の
本
人

に
限
ら
ず
、
縱
ひ
同
類
た
り
と
い
ふ
と
も
、
申
し
出
づ
る
に
於
い
て
は
、
そ
の
科
を
御
赦
免
の
上
、
其
の
品
に

依
っ
て
御
褒
美
下
さ
る
べ
し
。 

一
、
南
蠻
人
は
則
は
ち
天
主
教
な
り
、
或
は
唐
人
の
言
葉
を
學
び
、
唐
人
の
衣
類
を
着
、
唐
人
の
中
に
入
り
交
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じ
り
、
船
に
乘
り
渡
海
し
來
た
る
に
、
大
明
に
て
出
船
の
節
、
吟
味
に
及
ば
ず
し
て
乘
せ
來
た
る
事
こ
れ
有
る

べ
し
。
或
は
洋
中
に
於
い
て
あ
ら
は
れ
、
或
は
長
崎
に
到
っ
て
知
る
事
こ
れ
有
り
候
ら
は
ば
、
速
や
か
に
申
し

出
づ
べ
し
。
此
く
の
如
く
な
ら
ば
、
一
船
の
と
が
を
御
赦
免
の
上
、
彌
よ
重
く
御
褒
美
を
下
さ
る
べ
し
。
若
し

脇
よ
り
申
し
出
づ
る
に
於
い
て
は
、
一
船
悉
く
滅
却
に
行
な
ふ
べ
し
。 

一
、
南
蠻
人
は
則
は
ち
天
主
教
な
り
、
大
明
に
於
い
て
唐
人
に
内
謀
致
し
、
ひ
そ
か
に
賄
ひ
を
受
け
、
南
蠻
の

惡
黨
を
乘
せ
來
た
る
事
こ
れ
有
り
候
ら
は
ば
、
速
や
か
に
申
し
出
づ
べ
し
。
此
く
の
如
き
有
ら
ば
則
は
ち
そ
の

と
が
を
御
赦
免
の
上
、
御
褒
美
を
增
し
下
さ
る
べ
し
。
若
し
隱
し
て
申
し
出
で
ず
、
脇
よ
り
申
し
出
づ
る
に
於

い
て
は
、
一
船
の
も
の
惡
黨
と
同
罪
た
る
に
よ
り
て
一
概
に
行
な
ふ
べ
し
。 

右
の
禁
條
、
至
大
の
至
り
に
候
ふ
。
若
し
違
犯
の
や
か
ら
こ
れ
有
ら
ば
、
悉
く
滅
亡
行
な
ふ
べ
し
。
是
れ
日
本

の
法
度
に
し
て
、
き
び
し
き
事
軍
法
の
ご
と
し
。
毛
頭
漏
ら
す
事
有
る
ま
じ
く
候
ふ
。
大
明
官
家
の
如
く
、
賄

ひ
を
以
て
事
を
ま
げ
、
私
に
隨
ひ
遁
が
る
べ
き
に
あ
ら
ず
候
ふ
。
汝
唐
人
等
つ
つ
し
ん
で
違
犯
こ
れ
無
く
、

面
々
よ
ろ
し
く
守
る
べ
し
。
其
の
爲
に
こ
れ
を
置
く
。 

 

右
の
仰
せ
、
知
ら
し
む
る
者
な
り
。 

  

【
資
料
八
】
林
鵞
峰
よ
り
給
す
る
榜
文
。 

「
長
崎
御
役
所
留
」
。
編
刻
凡
例
に
「
舊
字
・
異
體
字
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
た
」
と
あ
る
の

で
、
今
す
べ
て
正
字
を
用
ゐ
る
。
和
文
中
の
漢
樣
顛
倒
字
部
分
は
今
校
訂
し
つ
つ
書
き
下
し
、
平
假
名
に
統
一

し
、
濁
點
句
讀
點
を
附
す
る
。
和
文
の
校
記
は
略
に
從
ふ
。
三
通
中
第
二
の
和
習
漢
文
は
、
長
崎
歴
史
文
化
博

物
館
に
同
文
の
寫
卷
が
有
り
、
誤
字
を
含
ま
な
い
の
で
そ
れ
を
用
ゐ
る
。
第
三
の
南
蠻
醜
類
榜
は
上
文
に
校
記

を
出
し
た
の
で
今
首
句
の
み
留
め
て
下
を
略
す
。 

 

延
寶
三
卯
年
七
月
廿
五
日
、
黑
書
院
に
於
い
て
御
老
中
御
列
坐
に
て
、
弘
文
院
相
渡
さ
れ
候
ふ
御
壁
書
き
、
和

解
と
も
三
通
。 

 
 
 

 
 
 

唐
國
の
商
船
に
申
し
渡
す
。 

一
。
南
蠻
耶
蘇
天
主
教
は
、
邪
法
を
ひ
ろ
め
、
國
民
を
ま
ど
は
す
、
其
の
罪
深
く
、
其
の
惡
重
し
。
御
代
々
御

制
禁
な
さ
る
。
彼
の
惡
徒
ひ
そ
か
に
來
た
れ
ば
、
悉
く
皆
な
罪
に
行
な
は
る
。
其
の
上
阿
媽
港
に
發
船
渡
海
の

事
も
既
に
停
止
に
な
さ
れ
候
ふ
。
然
れ
ど
も
今
に
於
い
て
も
唐
國
の
商
人
、
毎
年
長
崎
に
往
來
、
賣
買
絶
え
ざ

れ
ば
、
よ
く
謹
し
ん
で
此
の
御
法
度
の
趣
を
守
る
べ
し
。
若
し
唐
船
の
内
、
彼
の
邪
法
の
者
乘
せ
來
た
る
事
有

ら
ば
、
速
や
か
に
誅
戮
す
べ
し
。
同
船
の
者
も
同
罪
と
爲
す
べ
き
な
り
。
併
し
同
船
の
者
の
内
た
り
と
い
ふ
と

も
、
訴
人
に
罷
り
出
で
、
其
の
趣
を
申
す
に
於
い
て
は
、
其
の
罪
を
赦
し
、
御
褒
美
を
下
さ
る
べ
く
候
ふ
事
。 

一
。
天
主
教
の
書
物
并
び
に
諸
道
具
の
荷
物
、
隱
密
に
日
本
へ
送
り
、
邪
法
を
ひ
ろ
む
る
の
便
り
と
せ
ん
た
め
、

唐
人
を
頼
み
船
底
に
か
く
し
、
持
ち
來
た
る
者
こ
れ
有
ら
ば
、
其
の
船
を
破
り
其
の
荷
物
悉
く
沒
收
す
べ
し
。

併
し
其
の
樣
子
を
存
じ
、
早
く
訴
へ
告
ぐ
る
に
於
い
て
は
、
縱
ひ
同
類
の
者
と
い
ふ
と
も
、
其
の
品
に
よ
り
相

應
の
御
褒
美
下
さ
る
べ
き
事
。 

一
。
唐
國
出
船
の
時
、
隱
密
に
南
蠻
船
人
の
ま
ひ
な
ひ
を
請
ひ
天
主
教
を
ひ
ろ
む
る
惡
徒
を
船
中
に
か
く
し
、
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唐
人
の
こ
と
ば
を
ま
ね
び
、
唐
人
の
衣
服
を
き
せ
て
乘
せ
來
た
る
事
も
自
然
こ
れ
有
ら
ん
か
、
出
船
の
砌
、 

よ
く
よ
く
吟
味
致
す
べ
き
な
り
。
若
し
誤
っ
て
不
知
に
し
て
船
中
に
於
い
て
其
の
事
あ
ら
は
る
る
に
於
い
て
は
、

長
崎
に
い
た
っ
て
早
々
申
し
出
づ
べ
き
な
り
。
然
る
に
於
い
て
は
、
縱
ひ
船
頭
・
水
手
又
は
同
類
た
り
と
云
ふ

と
も
、
其
の
罪
を
ゆ
る
し
重
く
御
褒
美
下
さ
る
べ
き
事
。 

 
 

 
 

右
三
箇
條
、 

上
意
の
旨
に
よ
っ
て
御
制
禁
嚴
重
の
趣
、
通
事
を
以
て
委
し
く
申
し
渡
す
と
こ
ろ
な
り
。
唐
船
の
商
人
、
各
々

宜
し
く
承
知
す
べ
し
、
必
ら
ず
勿
違
犯
す
る
事
な
か
れ
。 

 
 

延
寶
三
年
月
日
。 

 

延
寶
三
卯
年
七
月
、
唐
船
荷
役
の
時
、
前
々
よ
り
唐
人
ど
も
へ
讀
み
聞
か
せ
候
ふ
御
書
き
つ
け
、
文
言
惡
し
く

候
ふ
に
つ
き
、
御
改
め
な
さ
れ
候
ふ
御
書
き
つ
け 

 
 

 
 

 
 

諭
唐
國
商
舩
三
章
。 

一
。
南
蠻
耶[

左
禾
右
魚]

天
主
教
、
弘
邪
法
、
惑
國
民
、
以
其
罪
悪
深
重
、
故 

制
禁
年
久
。
其
徒
竊
来
者
、
悉
皆
斬
戮
、
且
自
阿
媽
港
發
舩
渡
海
之
事
、
既
停
止
之
。
然
唐
國
商
賈
、
毎
年
渡

舩
、
徃
来
長
崎
、
相
互
交
易
、
則
謹
可
守
此 

嚴
禁
也
。
若
有
載
彼
邪
法
徒
来
者
、
速
誅
戮
之
、
而
同
舩
者
亦
可
伏
罪
。
縦
雖
同
舩
者
、
告
而
不
匿
、
則
赦
之

可
褒
賞
事
。 

一
。
天
主
教
之
書
及
器
具
等
物
、
欲
密
贈
我
國
、
以
為
勸
邪
法
之
便
、
而
蔵
唐
舩
之
中
。
有
齎
来
者
、
則
可
破

却
其
舩
、
没
収
蠻
物
。
若
有
知
之
而
早
告
者
、
縦
雖
同
類
者
、
正
其
軽
重
之
品
、
可
賞
之
事
。 

一
。
在
唐
國
密
受
蠻
人
之
賂
、
載
耶[

左
禾
右
魚]

妖
師
、
學
唐
人
之
言
語
、
着
唐
人
之
衣
服
、
潜
来
者
或
有
之

乎
、
發
舩
之
時
可
能
沙
汰
之
。
縦
偶
誤
不
知
之
、
在
洋
中
發
覺
、
則
到
長
崎
可
速
告
之
、 

然
則
縦
雖
舩
主
・
執
楫
者
及
同
謀
之
類
、
赦
其
罪
、
可
重
賞
事
。 

 
 

 
 

右
三
章
依 

嚴
命
、
以
譯
語
者
所
懇
諭
也
。
唐
舩 

諸
商
宜
承
知
之
、
必
勿
違
失
。 

 
 

延
寶
三
年 

月 

日
。 

 

諭
唐
山
併
各
州
府
船
主
及
客
・
目
梢
等
知
悉
。 

一
。
南
蠻
醜
類
、(

下
略) 

 [

解
説] 

弘
文
院
學
士
が
發
給
し
た
「
壁
書
き
」
に
、
和
解(

な
ど)

を
併
せ
て
三
通
。
二
通
目
の
前
に
は
讀
み
聞
か
せ
の

た
め
の
「
書
き
つ
け
」
と
題
す
る
。
弘
文
院
學
士
は
林
鵞
峰
。
鵞
峰
が
弘
文
院
學
士
號
を
授
け
ら
れ
た
經
過
に

つ
い
て
は
高
橋
章
則
「
弘
文
院
學
士
號
の
成
立
と
林
鵞
峰
」(

東
北
大
學
文
學
部
日
本
語
學
科
論
集
第
一
卷
、
平

成
三
年
九
月
、
頁
百
五
十
九
至
百
四
十
七
）
に
詳
し
い
。 
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[
和
訓
文]

右
二
通
目
の
和
習
漢
文
を
書
き
下
す
こ
と
左
の
通
り
。(

い
し
ゐ
作
成) 

 
 

 
 
 

唐
國
商
舩
に
諭
す
る
三
章
。 

一
。
南
蠻
耶[
左
禾
右
魚]

の
天
主
教
、
邪
法
を
弘
め
、
國
民
を
惑
は
し
、
其
の
罪
悪
深
重
な
る
を
以
て
、
故
に

制
禁
す
る
こ
と
年
久
し
。
其
の
徒
竊
か
に
來
た
る
者
、
悉
く
皆
な
斬
戮
し
、
且
つ
阿
媽
港
よ
り
發
舩
渡
海
の
事
、

既
に
こ
れ
を
停
止
す
。
然
れ
ど
も
唐
國
の
商
賈
、
毎
年
渡
舩
し
て
長
崎
に
往
來
し
、
相
互
に
交
易
す
れ
ば
、
則

ち
謹
し
ん
で
此
の
嚴
禁
を
守
る
べ
き
な
り
。
若
し
彼
の
邪
法
の
徒
を
載
せ
來
た
る
者
有
ら
ば
、
速
や
か
に
こ
れ

を
誅
戮
し
、
而
し
て
同
舩
の
者
も
亦
た
罪
に
伏
す
べ
し
。
縱
ひ
同
舩
の
者
と
雖
も
、
告
し
て
匿
さ
ざ
れ
ば
、
則

ち
赦
し
て
褒
賞
す
べ
き
事
。 

一
。
天
主
教
の
書
及
び
器
具
等
の
物
、
密
か
に
我
が
國
に
贈
り
、
以
て
邪
法
を
勸
む
る
の
便
と
爲
さ
ん
と
欲
し

て
唐
舩
の
中
に
藏
す
。
齎
ら
し
來
た
る
者
有
ら
ば
、
則
ち
其
の
船
を
破
却
し
、
蠻
物
を
沒
收
す
べ
し
。
若
し
こ

れ
を
知
り
て
早
く
告
す
る
者
有
ら
ば
、
縱
ひ
同
類
の
者
と
雖
も
、
其
の
輕
重
の
品
を
正
し
て
こ
れ
を
賞
す
べ
き

事
。 

一
。
唐
國
に
在
り
て
、
密
か
に
蠻
人
の
賂
ひ
を
受
け
、
耶[
左
禾
右
魚]

の
妖
師
を
載
せ
、
唐
人
の
言
語
を
學
び
、

唐
人
の
衣
服
を
着
し
、
潛
か
に
來
た
る
者
或
は
こ
れ
有
ら
ん
か
、
發
舩
の
時
よ
く
こ
れ
を
沙
汰
す
べ
し
。
縱
ひ

偶
ま
誤
り
て
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
も
、
洋
中
に
在
り
て
發
覺
せ
ば
、
則
ち
長
崎
に
到
っ
て
速
や
か
に
こ
れ
を
告
す

べ
し
、
然
れ
ば
則
ち
縱
ひ
舩
主
・
執
楫
者
及
び
同
謀
の
類
と
雖
も
、
其
の
罪
を
赦
し
、
重
く
賞
す
べ
き
事
。 

 
 

 
 

右
三
章
、
嚴
命
に
依
っ
て
、
譯
語
者
を
以
て
懇
ろ
に
諭
す
る
所
な
り
。
唐
舩
の
諸
商
宜
し
く
こ
れ
を

承
知
す
べ
し
、
必
ら
ず
違
失
す
る
な
か
れ
。 

 
 

延
寶
三
年 

月 

日
。 

  

【
資
料
九
】
瓊
浦
佳
話 

卷
一 

 

早
稻
田
大
學
藏
寫
本
第
三
丁
。 

「
如
今
外
國
之
人
、
聚
將
攏
來
、
擔
閣
了
幾
个
月
、
搨
貨
買
賣
。
其
中
或
者
天
主
教
的
人
、
措
个
做
經
紀
的
名

色
、
改
頭
換
面
、
溷
雜
而
來
、
神
不
知
鬼
不
覺
、
哄
誘
人
家
、
歸
依
邪
教
、
敗
論
傷
化
、
也
未
可
知
。
」 

こ
れ
は
長
崎
の
沿
革
を
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。 

[

和
譯]

目
下
外
國
人
は
集
ま
っ
て
來
て
幾
箇
月
も
逗
留
し
、
商
品
を
手
配
・
賣
買
し
て
ゐ
る
。
其
の
中
に
或
は

天
主
教
の
人
が
商
業
の
名
目
を
立
て
て
身
を
や
つ
し
、
船
客
に
混
ざ
っ
て
來
航
し
、
神
々
も
知
ら
ぬ
間
に
人
を

誘
惑
し
、
邪
教
に
歸
依
さ
せ
、
倫
理
を
破
壞
す
る
場
合
も
有
り
得
る
。 

[

釋
語] 

搨
貨
は
搭
貨
に
同
じ
。
商
品
を
手
配
す
る
こ
と
。
搨
は
廣
韻
に
都
盍
切
。 

 

瓊
浦
佳
話 

卷
二 

 

早
稻
田
大
學
藏
寫
本
第
四
十
七
丁
。 

(

上
略)

「
到
了
第
二
日
、
果
然
起
貨
。
小
頭
目
・
插
刀
手
、
先
上
船
來
、
後
來
各
職
事
人
、
隨
後
上
船
。
家
老

大
頭
目
、
到
落
在
搭
落
末
走
上
來
、
先
將
告
示
掛
在
大
桅
上
、
叫
財
副
高
聲
朗
誦
、
念
起
來
把
衆
人
聽
。
那
時

吩
咐
大
家
不
可
喧
嚷
、
原
來
水
手
們
卑
汚
下
賤
、
那
里
曉
得
什
麼
道
理
。
正
是
叫
做
對
牛
彈
琴
、
一
些
文
字
也

不
通
。
大
家
探
頭
探
腦
、
看
東
看
西
、
竝
沒
有
一
箇
人
留
心
聽
。
通
事
看
見
、
便
責
罵
一
頓
、
方
纔
猛
然
省
得
、

擡
着
頭
、
倒
着
耳
、
假
意
認
眞
聽
。
約
有
一
囘
、
告
示
纔
念
完
了
、
叫
船
主
・
財
副
・
總
管
、
立
在
頭
目
面
前
、
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大
頭
目
便
立
起
身
來
、
打
掃
喉
嚨
、
像
箇
崑
腔
戲
子
唱
謾
調
一
般
、
高
聲
吩
咐
道
、
你
們
多
年
走
洋
、
料
想
曉

得
本
朝
的
犯
禁
。
南
蠻
醜
類
、
敗
壞
綱
常
、
日
本
大
所
嫌
忌
。
衆
人
裏
頭
或
者
南
蠻
和
尚
・
南
蠻
人
、
或
者
天

主
教
的
書
帶
來
、
須
要
速
々
報
出
來
。
倘
或
東
遮
西
護
、
掩
人
家
的
耳
目
、
隱
瞞
過
去
、
日
後
有
人
出
首
、
本

人
何
消
説
、
連
累
通
船
人
衆
、
一
體
問
成
大
罪
。
若
有
毒
藥
材
・
假
藥
材
、
脱
皮
換
骨
、
混
雜
而
帶
來
、
私
下

販
賣
、
其
罪
同
邪
教
的
人
、
問
成
一
體
。
」(

下
略) 

 [

和
譯]

翌
日
に
な
る
と
、
果
た
し
て
荷
揚
げ
と
な
っ
た
。
下
檢
使
と
足
輕
が
先
づ
船
に
上
が
り
、
後
か
ら
各
役

人
も
續
い
て
上
が
っ
た
。
家
老
・
上
檢
使
は
却
っ
て

後
に
上
が
っ
て
來
て
、
ま
づ
禁
教
告
示
を
帆
柱
に
掛
け
、

筆
記
役
に
大
聲
で
朗
詠
さ
せ
、
衆
人
に
聞
か
せ
た
。
そ
の
際
、
皆
の
衆
騷
ぐ
な
と
言
ひ
つ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
水

夫
ど
も
は
下
賤
で
何
の
道
理
も
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
猫
に
小
判
、
少
し
の
文
も
理
解
し
な
い
。

皆
の
衆
は
首
を
伸
ば
し
て
あ
ち
こ
ち
見
囘
し
、
一
人
も
留
意
し
て
聽
か
な
い
。
通
事
が
そ
れ
を
見
て
一
頻
り
叱

り
つ
け
る
と
、
や
っ
と
猛
省
し
て
頭
を
上
げ
耳
を
傾
け
て
眞
面
目
に
聽
く
振
り
を
す
る
。
し
ば
ら
く
し
て
告
示

を
讀
み
終
へ
る
と
、
船
主
・
筆
記
役
・
世
話
役
を
檢
使
の
前
に
立
た
せ
る
。
上
檢
使
は
立
ち
上
が
り
咳
拂
ひ
し

て
、
崑
曲
の
役
者
が
緩
慢
な
序
曲
を
歌
ふ
や
う
に
大
聲
で
言
ひ
つ
け
て
曰
く
、
そ
の
方
ら
多
年
海
上
に
往
來
し
、

我
が
朝
の
禁
令
を
知
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ
ら
う
。
南
蠻
は
醜
い
人
種
、
人
倫
を
亂
し
、
日
本
で
大
い
に
忌
み
嫌
は

れ
て
ゐ
る
。
そ
の
方
ら
の
う
ち
南
蠻
僧
・
南
蠻
人
或
は
天
主
教
の
書
を
帶
び
來
た
れ
る
者
は
速
や
か
に
申
し
出

よ
。
包
み
隱
し
て
人
の
耳
目
を
欺
く
な
ら
ば
、
後
日
他
人
が
告
發
し
た
時
に
は
本
人
は
言
ふ
に
及
ば
ず
一
船
の

者
ど
も
ま
で
捲
き
添
へ
に
な
り
、
ま
と
め
て
大
罪
に
處
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
毒
入
り
藥
材
・
に
せ
藥
材
を

す
り
替
へ
て
紛
れ
込
ま
せ
密
輸
販
賣
す
れ
ば
、
そ
の
罪
は
邪
教
と
同
然
に
處
す
る
。 

 [

釋
語] 

家
老
：
不
明
。 

大
頭
目
：
檢
使
を
譯
し
て
頭
目
と
言
ふ
。
通
航
一
覽
卷
二
百
四(

活
印
本
頁
三
百
十
至
三
百
十
一)

な
ど
に
屢
見
。

「
崎
港
聞
見
録
」(

影
印
頁
四
百
六
十
三)

に
「
大
頭
目
、
上
ケ
ン
シ
。
小
頭
目
、
下
ケ
ン
シ
」
と
有
り
。 

財
副
：
長
崎
實
録
大
成
卷
十(

活
印
頁
二
百
四
十)

及
び
長
崎
古
今
集
覽
卷
十
三(

活
印
頁
三
百
六
十
一)

に
「
財
副
、

筆
記
勘
定
役
」
と
有
り
。
「
東
西
洋
考
」
卷
九
「
舟
師
考
」
頁
二
に
「
財
副
一
人
、
爰
司
掌
記
」
と
。 

總
管
：
長
崎
實
録
大
成
卷
十(

活
印
頁
二
百
四
十)

に
「
一
般
諸
用
掌
る
」
と
有
り
。
「
東
西
洋
考
」
卷
九
「
舟
師

考
」
頁
二
に
曰
く
「
總
管
一
人
、
統
理
舟
中
事
、
代
舶
主
傳
呼
」
と
。 

  

【
資
料
十
】 

譯
家
必
備 

 

卷
二
「
唐
船
進
港
」
影
印
頁
二
十
八
。 

「
你
們
躧
銅
板
、
念
告
示
。
告
示
掛
在
大
桅
底
下
。
財
副
你
去
念
起
來
把
大
家
聽
聽
。
也
要
仔
細
、
不
要
糊
塗
。

你
們
衆
人
聽
告
示
、
留
心
聽
聽
。
不
要
胡
亂
看
東
看
西
、
説
説
笑
笑
。
頭
目
看
見
在
這
裏
沒
有
規
矩
、
不
好
意

思
。
」
「
晩
生
曉
得
了
。
」
當
下
財
副
高
聲
念
起
來
、
説
道
、
「
諭
唐
山
併
各
州
府
舩
主
及
客
・
目
捎
等
知
悉
。
一
。

南
蠻
醜
類
、
妄
以
酋
種
耶
蘇
、
偽
立
天
主
教
、
」(

下
略) 
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[
和
譯] 

(

通
事
曰
く)

「
汝
ら
繪
踏
み
し
て
、
御
制
札
を
讀
み
上
げ
よ
。
高
札
は
帆
柱
の
下
に
掛
け
よ
。
筆
記
役
、
汝
が

讀
み
上
げ
て
衆
人
に
聽
か
せ
よ
。
こ
れ
も(

荷
物
の
扱
ひ
と
同
じ
く)

よ
く
氣
を
つ
け
て
、
等
閑
に
す
る
な
。
汝

ら
衆
人
、
御
制
札
を
聽
く
に
は
良
く
注
意
し
て
聽
け
。
み
だ
り
に
あ
ち
こ
ち
見
囘
し
笑
ひ
騷
ぐ
な
。
き
ち
ん
と

し
な
い
樣
を
檢
使
樣
に
見
ら
れ
た
ら
恥
づ
か
し
い
ぞ
。
」(

船
主
曰
く)

「
拙
者
承
り
ま
し
た
。
」
す
ぐ
に
筆
記
役

が
大
聲
で
讀
み
上
げ
始
め
て
曰
く
、
「
唐
山
な
ら
び
に
各
州
府
の
船
主
及
び
船
客
・
水
手
ら
に
諭
し
て
知
悉
せ
し

む
。
一
つ
、
南
蠻
は
醜
類
に
し
て
、
妄
り
に
酋
種
耶
蘇
を
以
て
、
偽
は
り
に
天
主
教
を
立
て
、
」(

下
略
」 

[

釋
語] 

躧
：
音
シ
、
訓
ふ
む
。 

  

【
資
料
十
一
】
汪
鵬
「
袖
海
編
」 

 
 

影
印
本
頁
千
八
十
二
。
平
成
二
年
上
海
古
籍
出
版
社
影
印
世
楷
堂
刊
昭
代
叢
書
戊
集
卷
二
十
九
。 

「
天
主
教
化
人
、
昔
以
其
教
行
于
東
國
。
東
人
惑
焉
、
舉
國
若
狂
、
有
潢
池
之
思
。
後
事
發
、
揚
帆
將
逝
、
覺

而
追
之
、
從
者
過
半
矣
。
乃
以
矢
石
分
撃
、
盡
殲
其
類
。
今
永
禁
化
人
、
唐
山
船
至
、
例
有
讀
告
示
・
踏
銅
板

二
事
。
告
示
中
大
畧
敘
天
主
邪
説
之
非
・
煽
人
之
巧
、
恐
船
中
或
有
挾
帶
而
來
、
丁
寧
至
再
。
銅
板
則
以
銅
鑄

天
主
像
、
踐
履
之
以
示
擯
也
。
」 

 [

和
譯] 

天
主
教
の
人
を
化
す
る
は
、
昔
其
の
教
へ
を
以
て
東
國
に
行
な
は
る
。
東
人
こ
れ
に
惑
ひ
、
舉
國
狂
ふ
が
ご
と

く
、
潢
池
の
思
有
り
。
後
に
事
發
し
、
帆
を
揚
げ
て
將
に
逝
か
ん
と
す
る
に
、
覺
し
て
こ
れ
を
追
へ
ば
、
從
ふ

者
半
ば
を
過
ぎ
た
り
。
乃
ち
矢
石
を
以
て
分
撃
し
、
盡
く
其
の
類
を
殲
す
。
今
永
く
人
を
化
す
る
を
禁
じ
、
唐

山
よ
り
船
至
る
や
、
例
と
し
て
告
示
を
讀
む
と
銅
板
を
踏
む
と
の
二
事
有
り
。
告
示
中
に
大
畧
天
主
邪
説
の
非

と
人
を
煽
す
る
の
巧
み
な
る
と
、
恐
ら
く
船
中
に
或
は
挾
帶
し
て
來
た
る
有
ら
ん
と
敘
べ
、
丁
寧
す
る
こ
と
再

び
に
至
る
。
銅
板
は
則
ち
銅
を
以
て
天
主
像
を
鑄
し
、
こ
れ
を
踐
履
し
て
以
て
擯
す
る
を
示
す
な
り 

 [

釋
語] 

潢
池
：
池
。
「
兵
を
潢
池
に
弄
す
」
は
舉
兵
謀
叛
す
る
こ
と
。 

覺
而
追
之
、
從
者
過
半
：
逃
亡
が
發
覺
し
て
幕
府
が
こ
れ
を
追
ひ
か
け
た
が
、
と
も
に
逃
亡
す
る
教
徒
は
半
數

を
超
え
た
。
教
徒
が
マ
カ
オ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
向
か
っ
た
こ
と
と
島
原
の
亂
と
を
合
は
せ
た
イ
メ
ー
ジ
で
書
い

て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。 
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【
考
辨
】 

 
 

羅
山
撰
榜
は
普
通
の
高
札
の
や
う
な
訓
讀
專
用
の
漢
樣
和
文
と
も
異
な
り
、
半
ば
正
則
漢
文
を
目
指
し
て

ゐ
る
が
、
正
則
に
な
り
切
っ
て
ゐ
な
い
。
各
種
禁
教
文
の
う
ち
、
漢
樣
和
文
で
な
く
漢
文
で
書
い
た
も
の
は
、

合
は
せ
て
左
の
諸
種
が
あ
る
。 

 

慶
長
十
八
年
十
二
月
、
金
地
院
崇
傳
代
徳
川
家
康
撰
、
異
國
日
記
所
載
。 

寛
永
十
一
年
五
月 

肥
前
國
長
崎
港
禁
令
。
華
蠻
交
易
明
細
記
。
通
航
一
覽
卷
二
百
四
。 

寛
永
十
七
年
、
「
諭
阿
媽
港
」。
加
賀
爪
忠
澄
。
外
蕃
通
書
第
二
十
四
册
。
憲
教
類
典
。 

寛
永
十
七
年
秋
、
林
羅
山
代
井
上
筑
後
守
撰
、
大
明
に
諭
す
と
題
す
る
が
實
は
マ
カ
オ
宛
て
。 

 
 

 
 

羅
山
文
集
・
憲
教
類
典
・
亞
媽
港
紀
略
藁
・
外
蕃
通
書
・
教
令
類
纂
・
通
航
一
覽
所
載
。 

寛
永
十
八
年
、
江
戸
幕
府
撰
、
林
羅
山
譯
。
「
諭
唐(
船)

諸
人
」
。 

 
 

 
 

羅
山
文
集(

寛
永
十
八
年)

・
和
漢
寄
文(
寛
永
十
八
年)

・
長
崎
御
役
所
留(

寛
永
十
八
年)

・ 
 

 
 

 

憲
教
類
典(

寛
永
十
八
及
貞
享
四
年)

・
教
令
類
纂(
寛
永
十
八
及
貞
享
四
年)

・ 
 

 
 

 

通
航
一
覽
卷
二
百
四(

寛
永
十
八
年
及
貞
享
四
年)
・ 

寛
永
十
九
年
、
馬
場
三
郎
左
衞
門
撰
、
佚
名
譯
、
興
福
寺
藏
寫
本
・
長
崎
諸
事
覺
書
・
通
航
一
覽
。 

寛
文
六
年
、
長
崎
諸
事
覺
書
。
林
羅
山
譯
の
寛
永
十
八
年
榜
を
「
耶
蘇
」
に
書
き
改
め
櫻
町
に 

 
 

 
 
 

立
て
た
も
の
。
和
漢
寄
文
で
も
言
及
。 

延
寶
三
年
、
江
戸
幕
府
撰
、
林
鵞
峰
改
譯
。
「
諭
唐
國
商
船
三
章
」
。
長
崎
御
役
所
留
・
縣
藏
寫
卷
。 

 
 

延
寶
三
年
、
佚
名
撰
、
唐
通
事
譯
、
大
浦
榜
木
・
和
漢
寄
文
・
縣
藏
寫
卷
・
長
崎
御
役
所
留
。 

延
寶
八
年
八
月
、
「
諭
唐
諸
人
」。
林
羅
山
撰
の
寛
永
十
八
年
榜
を
「
耶
蘇
」
に
書
き
改
め
た
も
の
。 

 
 

 
 

華
蠻
交
易
明
細
記
、
東
北
大
學
藏
長
崎
記
、
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
長
崎
記(13-200-1)

、 
 

 
 

 

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
長
崎
記(

西
勝
寺
藏)

、
長
崎
古
今
集
覽
卷
四(

頁
三
百
二
十
五) 

貞
享
四
年
、
林
羅
山
撰
の
寛
永
十
八
年
榜
を
「
耶
蘇
」
に
書
き
改
め
た
も
の
。
憲
教
類
典
・
教
令
類
纂
・ 

 
 

 
 

通
航
一
覽
卷
二
百
四
・
亞
媽
港
紀
略
藁
・
長
崎
港
草
、
長
崎
實
録
大
成
卷
三
、
翁
草
卷
百
六
十
二
。 

元
禄
二
年
、
貞
享
四
年
榜
に
よ
る
立
榜
令
。
長
崎
實
録
大
成
卷
十
、
憲
教
類
典
。 

 
 

 
 

「
長
崎
市
史
」
に
は
羅
山
撰
榜
に
元
禄
二
年
と
署
し
て
載
せ
る
が
、
所
據
本
を
知
ら
ず
。 

 

右
の
う
ち
徳
川
家
康
・
加
賀
爪
忠
澄
・
井
上
筑
後
守
の
も
の
は
榜
示
で
は
な
い
の
で
、
榜
示
さ
れ
た
長
崎
港
禁

令
・
羅
山
撰
榜
・
興
福
寺
藏
榜
・
南
蠻
醜
類
榜
を
【
資
料
】
に
録
し
た
。 

  

南
蠻
醜
類
榜
の
用
途 
 

 
 

 

【
資
料
一
】
の
和
漢
寄
文
に
「
唐
商
入
津
の
節
、
掛
け
置
き
候
ひ
て
讀
ま
せ
候
ふ
簡
板
」
と
あ
り
、
一
つ

の
用
途
は
は
っ
き
り
し
て
ゐ
る
。
「
譯
家
必
備
」
の
「
唐
船
進
港
」
章
に
も
唐
船
の
財
副
が
こ
れ
を
讀
み
上
げ
る

場
景
が
載
っ
て
ゐ
る
。
長
澤
規
矩
也
「
解
説
」
は
「
唐
船
進
港
」
章
を
概
括
し
て
「
來
舶
の
乘
員
と
の
會
話
」

を
唐
通
事
の
爲
に
録
し
た
も
の
と
認
定
し
て
ゐ
る
。
奧
村
佳
代
子
「
唐
話
資
料
「
和
漢
俗
語
呈
詩
等
雜
事
一
、
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二
、
漢
文
一
」
所
收
「
長
短
話
」
と
『
譯
家
必
備
』
」(

平
成
二
十
年
三
月
、
關
西
大
學
ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン

タ
ー
「
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
」
第
三
號
、
第
百
四
十
一
至
百
四
十
二
頁)

に
は
【
資
料
十
】
の
全
文
を
、
榜
文

も
含
め
て
引
用
し
、
内
容
を
略
述
し
て
ゐ
る
。 

 
 

南
蠻
醜
類
榜
よ
り
も
前
の
情
況
に
つ
い
て
は
、
「
長
崎
諸
事
覺
書
」
第
八
册
に
興
福
寺
藏
榜
を
載
せ
、
註
し

て
曰
く
、 

「
是
れ
は
唐
船
荷
役
の
節
、
通
事
ど
も
方
よ
り
持
ち
乘
り
、
物
出
し
役
の
唐
人
に
讀
ま
せ
候
ひ
て
船
中
の
者
ど

も
に
き
か
せ
候
ふ
」(

活
印
頁
三
百
六
十
八
、
い
ま
假
名
を
加
へ
る) 

と
。
こ
の
書
は
寛
文
十
一
年
ま
で
の
文
書
を
收
め
る
の
で
、
太
田
勝
也
解
題(

活
印
頁
六
百
三
十
三)

で
は
ほ
ぼ

寛
文
十
一
年
に
成
っ
た
と
推
定
し
て
ゐ
る
。
第
八
册
の
興
福
寺
藏
榜
の
前
後
は
寛
文
十
年
十
一
年
の
文
書
ば
か

り
な
の
で
、
寛
文
十
一
年
頃
に
興
福
寺
藏
榜
が
船
上
で
使
は
れ
て
ゐ
た
と
分
か
る
。
ま
た
同
じ
く
「
長
崎
諸
事

覺
書
」
第
一
册
の
「
唐
船
入
津
よ
り
長
崎
在
留
中
覺
え
」
に
曰
く
、 

「
船
中
に
於
い
て
唐
人
に
讀
み
聞
か
せ
候
ふ
法
度
書
き
は
、
通
事
か
た
よ
り
持
ち
出
し
候
ふ
こ
と
」 

と
。
又
曰
く
、 

「
先
づ
船
中
に
於
い
て
法
度
書
き
こ
れ
を
讀
み
聞
か
せ
、
一
人
づ
つ
に
踏
み
繪
を
さ
せ
」 

(

活
印
頁
二
百
五
十
三
至
二
百
五
十
四
、
い
ま
假
名
を
加
へ
る) 

と
。
こ
れ
ら
史
料
か
ら
、
讀
み
上
げ
用
の
榜
木
は
平
時
通
事
の
處
で
保
管
し
て
ゐ
た
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
第

一
册
に
收
め
る
資
料
は
正
保
五
年(

西
暦
千
六
百
四
十
八
年)

か
ら
寛
文
十
年(
西
暦
千
六
百
七
十
年)

の
も
の
な
の

で
、
右
引
文
は
そ
の
間
の
情
況
を
述
べ
た
も
の
だ
ら
う
。
「
通
航
一
覽
」
に
も
興
福
寺
藏
榜
を
録
し
、
船
上
讀
み

上
げ
用
だ
と
註
す
る
が
、
前
述
の
通
り
輾
轉
「
長
崎
諸
事
覺
書
」
よ
り
出
た
記
載
だ
ら
う
。
ま
た
長
崎
奉
行
大

岡
清
相
が
老
中
か
ら
の
正
徳
新
例
下
達
を
承
け
て
長
崎
で
下
達
し
た
令
に
曰
く
、 

「
日
本
御
法
度
の
宗
門
制
禁
の
書
き
つ
け
こ
れ
有
り
候
ふ
簡
板
を
帆
柱
に
懸
け
置
き
候
ふ
を
、
惣
て
唐
人
に
讀

ま
せ
」(

通
航
一
覽
卷
百
四
十
九
、
活
印
頁
百
九
十
五) 

と
。
大
岡
清
相
「
崎
陽
群
談
」
第
十
一
「
唐
船
入
津
よ
り
商
賣
中
の
仕
方
、
并
び
に
歸
帆
の
次
第
」
に
も
曰
く
、 

「
丸
荷
役
當
日
、
…
…
本
船
へ
は
宿
町
・
唐
通
詞
・
稽
古
通
事
・
唐
年
行
司
・
唐
人
番
人
・
船
番
・
町
使
乘
り

組
み
、
宗
門
制
禁
掟
の
書
き
つ
け
、
唐
人
へ
讀
み
聞
か
せ
、
人
別
帳
を
以
て
踏
み
繪
を
ふ
ま
せ
」(

活
印
頁
二
百

六
十
七) 

と
。
「
崎
陽
群
談
」
は
長
崎
奉
行
大
岡
清
相
の
撰
で
、
所
載
年
代
の
下
限
が
享
保
元
年
だ
と
解
題(

頁
十
一)

に
言

ふ
。
ゆ
ゑ
に
こ
の
讀
み
上
げ
は
概
ね
正
徳
年
間
の
こ
と
で
、
そ
の
時
使
は
れ
て
ゐ
た
の
は
南
蠻
醜
類
榜
の
筈
で

あ
る(

後
述
譯
家
必
備
の
年
代
參
照)

。
他
に
も
長
崎
古
今
集
覽
卷
十
三
「
躧
銅
版
」
の
條
な
ど
に
同
趣
旨
が
見

え
、
【
資
料
十
一
】
の
袖
海
編
に
も
「
唐
山
よ
り
船
の
至
る
や
、
例
と
し
て
讀
告
示
・
踏
銅
板
の
二
事
あ
り
」

「
丁
寧
す
る
こ
と
再
び
に
至
る
」
と
言
ふ
。
禁
教
榜
の
用
途
の
一
つ
は
以
上
で
明
瞭
で
あ
る
。 

 
 

日
本
各
地
の
資
料
館
等
に
は
村
々
に
掲
示
し
た
奉
行
高
札
の
遺
物
を
藏
す
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
風
雨
に
曝

露
し
て
墨
色
模
糊
た
る
も
の
で
あ
る
。
木
板
を
屋
外
に
十
年
も
掲
げ
れ
ば
か
な
り
侵
損
す
る
の
は
當
然
で
あ
ら

う
。
そ
れ
を
少
し
で
も
防
ぐ
た
め
に
、
普
通
の
奉
行
高
札
は
上
部
山
形
の
五
角
形
で
、
雨
よ
け
の
ひ
さ
し
を
戴

く
や
う
に
作
ら
れ
て
ゐ
る
。
テ
レ
ビ
等
で
熟
知
の
形
式
で
あ
る
。
唐
館
圖(

後
述)

に
見
え
る
ニ
ノ
門
前
の
高
札

も
こ
の
形
式
で
描
か
れ
て
ゐ
る
。
假
に
南
蠻
醜
類
榜
が
屋
外
に
日
夜
掲
示
さ
れ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
同
じ
く
侵
損
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し
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
大
浦
藏
榜
木
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
ふ
る
び
て
を
ら
ず
、
ま
た
ひ
さ
し
を
戴
か
ぬ
長
方

形
に
作
ら
れ
て
を
り
、
中
央
上
端
の
背
後
に
は
鉤
に
掛
け
る
に
丁
度
よ
い
鐵
環
を
具
す
る
。
こ
れ
は
唐
館
門
前

に
掲
示
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
く
、
前
述
の
や
う
に
船
上
に
掛
け
て
讀
み
上
げ
る
た
め
に
平
常
は
唐
通
事
會
所

に
藏
し
て
ゐ
た
も
の
と
分
か
る
。
幕
末
よ
り
數
十
百
年
前
よ
り
久
し
く
藏
し
て
ゐ
た
遺
物
と
し
て
不
思
議
は
無

い
し
、
延
寳
三
年
の
原
物
の
可
能
性
も
有
る
。 

 
 

ま
た
上
文
の
校
異
に
引
い
た
長
崎
博
物
館
藏
寫
卷
と
榜
木
と
は
字
の
異
同
が
ほ
と
ん
ど
無
い
。
僅
か
な
異

同
も
み
な
同
音
異
體
の
字
で
あ
る
。
唯
一
別
音
と
な
る
の
は
「
唐
話
」
と
「
唐
語
」
の
み
で
あ
る
。
話
と
語
と

だ
け
な
ら
ば
、
讀
み
上
げ
で
異
な
っ
て
も
全
く
碍
げ
無
い
。
凡
そ
長
崎
唐
通
事
關
聯
の
現
存
寫
本
は
字
の
異
同

が
多
く
、
こ
の
寫
卷
の
や
う
に
一
致
度
の
高
い
も
の
は
稀
少
で
あ
る
。
恐
ら
く
唐
船
に
掛
け
た
現
存
榜
木
を
背

に
し
て
、
財
副
が
讀
み
上
げ
た
原
物
が
こ
の
寫
卷
で
あ
ら
う
。
こ
の
寫
卷
に
訓
點
を
施
し
て
ゐ
な
い
の
も
、
唐

音
讀
み
上
げ
用
と
す
れ
ば
自
然
で
あ
る
。 

 
 

鵞
峰
改
榜
に
は
長
崎
歴
史
博
物
館
藏
寫
卷(

平
成
九
年
長
崎
縣
教
育
委
員
會
編
刊
「
長
崎
奉
行
所
關
係
文
書

調
査
報
告
書
」
内
「
長
崎
縣
立
圖
書
館
所
藏
資
料
」
目
録
千
二
百
二
十
一
番)

が
有
る
が
、
裏
打
ち
が
施
さ
れ
、

丁
度
南
蠻
醜
類
榜
の
單
獨
寫
卷
と
同
じ
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
も
讀
み
上
げ
用
に
作
ら
れ
た
原
物
と
推
測
で
き
る
。

延
寶
三
年
當
初
に
は
こ
れ
が
實
際
に
船
上
で
讀
み
上
げ
ら
れ
た
可
能
性
も
有
る
が
、
文
が
拙
劣
な
の
で
す
ぐ
に

南
蠻
醜
類
榜
が
取
っ
て
代
は
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
後
に
鵞
峰
改
榜
が
讀
み
上
げ
に
使
は
れ
續
け
た
記
録
は
史

料
に
見
え
な
い
。
從
っ
て
鵞
峰
改
榜
の
寫
卷
は
延
寶
三
年
に
短
期
間
の
み
使
は
れ
た
か
、
或
は
準
備
だ
け
さ
れ

て
使
は
れ
な
か
っ
た
遺
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
寫
卷
が
延
寶
三
年
か
ら
今
ま
で
殘
っ
た
な
ら
ば
、
榜
木
も

同
年
代
の
遺
物
の
可
能
性
は
十
分
に
有
る
。 

 
 

【
資
料
八
】
の
「
長
崎
御
役
所
留
」
で
は
南
蠻
醜
類
榜
及
び
鵞
峰
改
榜
を
と
も
に
讀
み
上
げ
の
看
板
と
呼

び
ま
た
壁
書(

か
べ
が
き)

と
も
呼
ぶ
。
壁
書
す
な
は
ち
榜
文
で
あ
る
。
他
史
料
で
は
船
上
讀
み
上
げ
用
の
榜
文

を
「
書
き
つ
け
」
「
看
板
」
「
法
度
書
き
」
「
制
札
」
な
ど
と
呼
ぶ
が
、
「
壁
書
き
」
だ
け
は
陸
上
專
用
名
と
す
べ

き
か
、
そ
れ
と
も
讀
み
上
げ
用
に
含
め
る
べ
き
か
、
判
斷
は
難
し
い
。 

 
 

興
福
寺
榜
は
、
興
福
寺
藏
寫
卷
で
は
興
福
寺
に
給
し
て
立
榜
さ
せ
た
と
す
る
か
ら
、
海
陸
兩
用
と
分
か
る
。

興
福
寺
に
給
し
た
の
は
、
唐
館
創
設
以
前
に
三
所
の
唐
寺
が
唐
人
會
集
の
場
所
だ
っ
た
が
ゆ
ゑ
で
あ
り
、
他
二

寺
に
も
同
榜
を
立
て
た
筈
で
あ
る
。
南
蠻
醜
類
榜
も
唐
館
創
設
よ
り
前
だ
か
ら
、
立
て
ら
れ
た
場
所
は
同
じ
く

三
所
の
唐
寺
だ
ら
う
。 

 
 

【
資
料
八
】
の
「
長
崎
御
役
所
留
」
に
録
す
る
延
寶
三
年
林
鵞
峰
撰
の
禁
教
榜
に
は
、
船
上
讀
み
上
げ
の

文
言
惡
し
き
に
つ
き
書
き
改
め
た
と
註
し
て
あ
る
。
新
た
な
文
言
は
羅
山
撰
榜
を
半
ば
襲
用
し
、
同
主
旨
で
や

や
詳
し
く
し
た
だ
け
の
も
の
な
の
で
、
延
寶
三
年
以
前
に
は
羅
山
撰
榜
も
海
上
讀
み
上
げ
が
建
前
だ
っ
た
と
分

か
る
。
ま
た
【
資
料
四
】
の
延
寶
八
年
署
榜
は
、
羅
山
原
榜
の
う
ち
耶
蘇
な
ど
の
語
を
入
れ
替
へ
た
だ
け
の
も

の
だ
が
、
華
蠻
交
易
明
細
記
卷
二
に
も
こ
れ
を
載
せ
、
「
唐
船
入
津
の
度
ご
と
讀
み
聞
か
せ
制
札
の
寫
し
」(

活

印
頁
三
百
十
三
、
原
文
を
今
書
き
下
す)

と
題
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
羅
山
撰
榜
が
海
上
讀
み
上
げ
の
建
前
だ

っ
た
と
確
認
で
き
る
。
建
前
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
理
由
は
、
あ
ま
り
に
和
習
が
濃
厚
な
の
で
唐
音
で
讀
み
上
げ

れ
ば
訝
し
く
思
は
れ
た
だ
ら
う
し
、
船
上
で
唐
文
榜
と
と
も
に
二
枚
併
用
し
た
記
録
は
史
料
に
見
え
な
い
。
船

上
に
も
用
ゐ
る
と
い
ふ
建
前
を
記
し
た
だ
け
と
看
做
さ
ざ
る
を
得
な
い
。 
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羅
山
撰
榜
を
陸
上
に
立
て
た
記
録
と
し
て
は
、
「
長
崎
諸
事
覺
書
」
に
寛
文
六
年
と
署
し
て
櫻
町
に
立
て
た

こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
【
資
料
二
】
の
和
漢
寄
文
で
も
寛
文
年
間
に
寛
永
十
八
年
羅
山
撰
榜
が
江
戸
か
ら
送
致

さ
れ
た
と
言
ひ
、
こ
れ
を
「
御
高
札
」
と
呼
ぶ
が
、
恐
ら
く
寛
文
六
年
の
も
の
を
指
す
。【
資
料
四
】
の
通
り
延

寶
八
年
署
榜
も
陸
上
に
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
し
、
後
に
こ
れ
に
貞
享
四
年
と
署
し
て
唐
館
二
ノ
門
前
に
立
て
た
こ

と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。
從
っ
て
羅
山
撰
榜
が
海
陸
兩
用
の
建
前
だ
っ
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。 

 
 

南
蠻
醜
類
榜
及
び
鵞
峰
改
榜
は
、
陸
上
に
立
て
た
記
録
が
無
い
が
、【
資
料
八
】
は
老
中
列
坐
で
の
申
し
渡

し
だ
か
ら
輕
い
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
は
ら
ず
延
寶
八
年
や
貞
享
四
年
の
や
う
に
奉
行
札
と
し
て
陸
上
に

立
て
た
記
録
が
無
い
の
は
何
故
か
。
「
壁
書
き
」
を
陸
上
限
定
名
と
せ
ず
に
【
資
料
八
】
を
解
釋
す
れ
ば
、
海
上

用
と
し
て
申
し
渡
さ
れ
た
か
ら
陸
上
に
立
て
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
鵞
峰
が
陸
上
榜
は
「
文

言
惡
し
き
」
も
の
で
良
い
と
考
へ
る
筈
も
無
い
。
恐
ら
く
鵞
峰
は
讀
み
上
げ
こ
そ
唐
人
に
對
し
實
効
を
持
つ
と

考
へ
、
陸
上
立
榜
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
關
心
が
無
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
ら
う
。
長
崎
側
と
し
て
は
、

申
し
渡
さ
れ
た
通
り
に
海
上
讀
み
上
げ
を
更
新
し
、
陸
上
は
更
新
し
て
も
良
い
の
だ
が
申
し
渡
し
が
無
か
っ
た

か
ら
更
新
し
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
ら
う
。
現
存
史
料
か
ら
は
さ
う
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 
 

鵞
峰
が
「
文
言
惡
し
き
」
と
不
滿
を
持
っ
た
對
象
は
羅
山
撰
榜
な
の
か
、
興
福
寺
藏
榜
な
の
か
。
長
崎
奉

行
が
興
福
寺
藏
榜
を
江
戸
に
對
し
隱
瞞
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
前
提
で
も
無
い
限
り
、
兩
榜
と
も
に
不
滿
だ
っ
た
と

い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
興
福
寺
藏
榜
は
唐
文
と
し
て
拙
劣
と
い
ふ
程
で
も
な
い
の
で
、
不
滿
が
有
る
と
す
れ
ば

五
箇
條
の
内
容
に
重
複
有
る
が
ゆ
ゑ
だ
ら
う
。【
資
料
八
】
を
素
直
に
讀
め
ば
、
羅
山
撰
榜
と
興
福
寺
藏
榜
と
の

中
間
的
な
詳
し
さ
の
第
二
通
を
鵞
峰
が
自
撰
し
、
そ
れ
を
豫
め
唐
通
事
に
唐
文
に
直
さ
せ
て
お
い
た
の
が
第
三

通
の
南
蠻
醜
類
榜
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
草
案
と
し
て
の
第
二
通
と
現
場
用
の
第
三
通
と
を
併
せ
て
老

中
列
坐
の
場
で
公
式
化
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。 

 
 

し
か
し
こ
の
解
釋
に
は
疑
問
が
生
じ
る
。
和
漢
寄
文
の
第
一
に
は
、
南
蠻
醜
類
榜
の
草
案
の
和
文
が
存
在

す
る
。
單
純
に
鵞
峰
改
榜
を
唐
文
に
直
し
た
だ
け
な
ら
ば
、
和
文
草
案
は
必
要
無
い
筈
で
あ
る
。
從
っ
て
長
崎

の
現
場
で
は
鵞
峰
改
榜
の
内
容
文
章
兩
面
に
不
足
を
感
じ
、
新
た
に
和
文
草
案
か
ら
唐
文
譯
し
た
の
が
南
蠻
醜

類
榜
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
【
資
料
八
】
の
第
三
通
に
こ
れ
を
録
す
る
の
は
、
江
戸
で
老
中
に
申
し
渡
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
現
場
用
と
し
て
一
處
に
録
し
て
お
い
た
だ
け
の
こ
と
と
な
る
。
【
資
料
八
】
の
「
長
崎
御
役
所

留
」
は
長
崎
側
で
作
成
し
た
文
書
集
で
あ
る
。
三
通
の
始
め
に
弘
文
院
よ
り
給
付
と
題
す
る
の
は
「
壁
書
」
に

か
か
る
連
體
修
飾
語
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
で
句
が
切
れ
る
。
そ
し
て
和
解
な
ど
と
併
せ
て
三
通
を
録
す
る
と
い

ふ
意
で
あ
る
。
從
っ
て
南
蠻
醜
類
榜
は
延
寶
三
年
の
製
と
は
限
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
へ
興
福

寺
掛
榜
が
羅
山
撰
榜
の
翌
年
に
作
ら
れ
た
前
例
か
ら
觀
れ
ば
、
恐
ら
く
延
寶
三
年
七
月
以
後
久
し
か
ら
ず
し
て

南
蠻
醜
類
榜
が
作
ら
れ
た
と
推
測
で
き
る
。 

 
 

以
上
の
や
う
に
見
て
來
る
と
、
寛
永
十
八
年
羅
山
撰
榜
と
十
九
年
興
福
寺
掛
榜
と
は
と
も
に
海
陸
兩
用
の

建
前
で
、
鵞
峰
改
榜
と
南
蠻
醜
類
榜
と
は
陸
上
に
使
っ
て
も
良
い
筈
だ
が
實
際
に
陸
上
に
使
っ
た
か
否
か
分
か

ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。 

 
 

延
寶
三
年
の
鵞
峰
改
榜
が
有
り
な
が
ら
、
な
ぜ
延
寶
八
年
及
び
十
餘
年
後
の
貞
享
四
年
に
至
っ
て
も
羅
山

撰
榜
を
用
ゐ
る
命
を
出
し
た
の
か
。
一
つ
の
解
釋
と
し
て
次
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
和
習
漢
文
三

條
の
禁
教
榜
が
江
戸
か
ら
送
致
さ
れ
た
記
録
は
寛
永
十
九
年
・
寛
文
年
間(

恐
ら
く
六
年)

・
延
寶
三
年
の
三
度
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に
過
ぎ
ず
、
延
寶
八
年
・
貞
享
四
年
は
い
づ
れ
も
奉
行
と
署
す
る
の
み
で
、
發
令
者
は
長
崎
奉
行
で
あ
る
。
恐

ら
く
延
寶
八
年
・
貞
享
四
年
に
は
江
戸
か
ら
の
下
達
は
無
か
っ
た
が
、
長
崎
奉
行
と
し
て
江
戸
の
權
威
を
顯
示

す
る
必
要
が
有
り
、
そ
れ
に
は
江
戸
よ
り
送
致
の
舊
榜
で
さ
へ
あ
れ
ば
鵞
峰
改
榜
で
も
羅
山
撰
榜
で
も
大
差
無

く
、
た
だ
昔
か
ら
良
く
流
布
し
て
ゐ
る
羅
山
撰
榜
の
方
が
使
ひ
易
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
延
寶
三
年
よ
り
以
前
は
、
唐
船
上
で
も
三
唐
寺
で
も
唐
人
に
と
っ
て
實
効
の
有
る

興
福
寺
藏
榜
が
使
は
れ
、
櫻
町
の
や
う
に
唐
人
の
み
な
ら
ず
日
本
人
の
目
に
も
這
入
り
易
い
場
所
で
は
幕
府
の

權
威
を
代
表
す
る
羅
山
撰
榜
が
使
は
れ
た
。
延
寶
三
年
以
後
は
、
船
上
で
は
興
福
寺
藏
榜
に
代
へ
て
南
蠻
醜
類

榜
が
使
は
れ
る
や
う
に
な
り
、
三
唐
寺
で
も
常
識
的
に
は
南
蠻
醜
類
榜
が
使
は
れ
た
筈
だ
が
、
記
録
が
無
い
の

で
分
か
ら
な
い
。
櫻
町
な
ど
市
中
で
鵞
峰
撰
榜
が
使
は
れ
た
形
跡
が
無
い
原
因
は
、
江
戸
か
ら
陸
上
に
使
へ
と

申
し
渡
し
が
無
か
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。 

  

唐
館
創
設
以
後 

 
 

 
 

各
種
史
料
で
は
唐
館
二
ノ
門
に
は
林
羅
山
撰
榜
を
掲
示
し
た
と
す
る
。
そ
の
根
據
は
第
一
に
【
資
料
五
】

の
元
禄
二
年(

西
暦
千
六
百
八
十
九
年)

立
榜
令
で
あ
る
。
し
か
し
文
章
拙
劣
な
の
で
、
二
百
年
以
上
の
あ
ひ
だ

唐
館
前
に
掲
げ
續
け
た
な
ら
ば
、
唐
通
事
に
と
っ
て
も
幕
府
に
と
っ
て
も
面
目
を
失
な
ふ
所
あ
る
筈
で
あ
る
。

こ
の
た
め
私
は
延
寶
三
年
の
南
蠻
醜
類
榜
を
の
ち
に
唐
館
門
前
に
掲
げ
た
筈
と
疑
っ
た
。
唐
寺
は
唐
人
會
集
の

場
所
ゆ
ゑ
に
立
榜
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
唐
館
創
設
後
な
ら
ば
掲
示
場
所
は
唐
館
に
移
っ
た
だ
ら
う
と
考
へ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
元
禄
二
年
よ
り
以
後
の
唐
館
前
の
榜
文
の
記
録
を
集
め
て
み
る
と
、
後
述
の
や
う
に
羅
山
撰

榜
が
使
は
れ
續
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
興
福
寺
藏
榜
及
び
南
蠻
醜
類
榜
の
痕
跡
は
見
え
な
い
。
何
故
だ

ら
う
か
。 

 
 

こ
れ
に
は
二
つ
の
原
因
を
想
定
し
得
る
。
一
つ
は
徳
川
初
葉
に
は
幕
府
の
統
治
が
隅
々
に
ま
で
及
ば
な
か

っ
た
の
で
、
長
崎
側
の
裁
量
で
實
用
的
な
榜
文
を
使
ふ
こ
と
が
で
き
た
が
、
政
權
安
定
と
と
も
に
次
第
に
自
由

裁
量
が
効
か
な
く
な
り
、
幕
府
權
力
強
化
の
一
環
と
し
て
唐
館
が
創
設
さ
れ
た
際
に
は
、
江
戸
差
遣
の
羅
山
撰

榜
を
使
は
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
だ
ら
う
。
今
一
つ
は
徳
川
初
葉
は
キ
リ
シ
タ
ン
厲
禁
の
時
代
で
あ
り
、
市

中
雜
居
の
唐
人
を
管
理
す
る
た
め
に
も
三
唐
寺
の
禁
教
榜
文
に
實
効
性
を
要
し
た
が
、
唐
館
創
設
の
こ
ろ
に
は

政
權
安
定
で
そ
の
必
要
度
が
低
く
な
り
、
こ
と
に
唐
館
で
唐
人
を
管
理
で
き
る
や
う
に
な
っ
た
以
上
、
禁
教
政

策
の
緊
急
性
も
頓
に
下
降
し
た
の
だ
ら
う
。
唐
館
創
設
の
主
目
的
は
禁
教
よ
り
も
限
銀
な
ど
貿
易
統
制
の
た
め

だ
と
い
ふ
の
は
定
説
で
あ
る
。
そ
の
た
め
唐
館
の
門
前
に
は
長
崎
側
の
實
効
性
を
發
揮
す
る
南
蠻
醜
類
榜
よ
り

も
、
江
戸
側
の
權
威
を
象
徴
す
る
羅
山
撰
榜
が
立
ち
續
け
る
こ
と
に
な
り
、
船
上
で
は
讀
み
上
げ
に
ふ
さ
は
し

い
南
蠻
醜
類
榜
が
使
は
れ
續
け
た
の
だ
ら
う
。
南
蠻
醜
類
榜
が
徳
川
後
期
ま
で
使
は
れ
た
こ
と
は
後
述
す
る
。 

 
 

「
長
崎
御
役
所
留
」
に
は
天
和
二
年(

西
暦
千
六
百
八
十
二
年)

に
老
中
か
ら
の
下
達
で
長
崎
市
中
の
忠
孝

榜
・
贋
藥
榜
・
禁
教
榜(

い
づ
れ
も
和
文)

の
寸
法
と
假
名
遣
ひ
ま
で
細
か
く
規
定
し
た
一
例
が
有
り(

活
印
頁
九

十
九
至
百
二)

、
安
高
啓
明
「
幕
府
法
と
長
崎
法
」(

「
崎
陽
」
第
三
號
、
平
成
十
八
年
、
頁
四
十
六
至
五
十
九)

で
は
こ
れ
に
基
づ
き
榜
文
政
策
の
嚴
し
さ
を
述
べ
る
。
徳
川
前
葉
の
や
う
に
榜
文
に
つ
い
て
自
由
が
許
さ
れ
な

く
な
り
、
長
崎
に
對
し
て
幕
府
權
力
が
強
化
さ
れ
た
事
の
あ
ら
は
れ
と
見
る
べ
き
だ
ら
う
。 
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禁
教
政
策
に
緊
急
性
が
無
い
こ
と
は
、
の
ち
の
正
徳
五
年
新
例
に
も
見
て
取
ら
れ
る
。
正
徳
新
例
で
は
貿

易
に
つ
い
て
極
め
て
細
か
く
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
民
事
訴
訟
や
殺
人
や
八
朔
銀
や
唐
館
費
用
の
こ
と
に
ま

で
言
及
す
る
大
改
革
で
あ
る
。
し
か
し
禁
教
に
つ
い
て
は
た
だ
入
津
時
の
船
上
讀
み
上
げ
と
繪
踏
み
と
を
前
例

の
通
り
に
行
な
へ
と
書
か
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
「
唐
船
入
津
の
時
定
例
」
第
四
條
に
曰
く
、 

「
奉
行
所
役
人
・
通
事
等
を
差
遣
し
…(

中
略)

…
宗
門
の
制
條
、
讀
み
聞
か
せ
候
ふ
次
第
等
、
毎
事
只
今
迄
の

例
の
ご
と
く
な
る
べ
き
事
」(

清
水
紘
一
「
《
史
料
》
正
徳
新
例
」
頁
十
五
、
中
央
大
學
論
集
第
十
一
號
、
平
成

二
年
三
月
、
今
點
及
び
假
名
を
加
へ
る
。) 

と
。
こ
れ
は
老
中
か
ら
の
下
達
だ
が
、
長
崎
奉
行
大
岡
清
相
の
正
徳
三
年
の
提
言
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の

で
あ
る
。
大
岡
の
提
言
は
「
通
航
一
覽
」
卷
百
四
十
九
に
見
え
る(

活
印
第
四
册
、
頁
百
九
十
一)

。
そ
の
辭
に

曰
く
、 

「
宗
門
の
制
條
、
讀
み
聞
か
せ
候
ふ
次
第
等
、
毎
事
只
今
迄
の
例
の
ご
と
く
な
る
べ
き
事
」 

と
。
こ
の
や
う
に
通
例
を
沿
襲
し
、
新
た
な
條
令
は
加
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
唐
人
に
對
す
る
禁
教
の
緊
急
性
の

小
さ
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

唐
館
二
ノ
門
の
羅
山
撰
榜 

 
 

 
 

唐
館
二
ノ
門
に
立
て
ら
れ
た
榜
木
の
枚
數
に
つ
い
て
各
種
史
料
に
記
載
が
見
え
る
。 

 
 

【
資
料
五
】
に
、
元
禄
二
年
七
月
、
禁
制
三
箇
條
及
び
「
諭
唐
船
諸
人
」
の
二
串
を
二
ノ
門
に
建
て
た
と

言
ふ
。
す
な
は
ち
【
資
料
三
】
の
寛
永
十
一
年
長
崎
港
禁
令
及
び
羅
山
撰
榜
で
あ
る
。 

 
 

「
華
蠻
交
易
明
細
記
」
卷
四(

活
印
頁
三
百
二
十
五)

に
曰
く
、 

「
御
公
儀
御
制
札 

一
、
櫻
町(

小
字
夾
註
：
大
小
九
串
、
内
六
枚
は
奉
行
と
有
り
、
壹
枚
は
御
名
無
し
、
貮
枚
は
御
名
こ
れ
有
り) 

一
、
大
波
戸 

一
串(

小
字
夾
註
：
御
名
有
り) 

 

一
、
出
嶋
門
外
、
二
串
と
も
御
名
有
り 

一
、
唐
人
屋
敷 

五
串 

内(

小
字
夾
註
：
貮
枚
は
奉
行
と
有
り
、
三
枚
は
御
名
有
り)

」 
 

 
 

 
 

（
下
略
、
漢
樣
に
顛
倒
の
字
句
は
書
き
下
し
た
。） 

「
長
崎
實
記
」
卷
五(

長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
寫
本)

に
曰
く
、 

「
長
崎
所
々
へ
御
制
札
有
る
所
。 

一
、
櫻
町
大
小
九
串
、
内(

小
字
夾
註
：
六
枚
は
奉
行
と
有
り
、
壱
枚
は
名
無
し
、
貮
枚
は
名
有
り) 

一
、
大
波
戸
壱
串(

小
字
夾
註
：
名
有
り) 

 
 

一
、
唐
人
屋
敷
五
串 

内(

小
字
夾
註
：
弐
枚
は
奉
行
、
三
枚
は
名
有
り)

」 
 

 
 

 
 

（
下
略
、
漢
樣
に
顛
倒
の
字
句
は
書
き
下
し
た
。） 

こ
れ
ら
に
見
え
る
唐
人
屋
敷
五
串
の
う
ち
二
串
も
し
く
は
三
串
が
二
ノ
門
の
も
の
で
あ
る
。
い
づ
れ
も
奉
行
の

署
が
有
る
。
奉
行
の
署
は
通
例
で
は
末
尾
で
あ
る
。
し
か
し
明
朝
清
朝
の
唐
文
榜
の
通
例
と
し
て
末
尾
に
官
府

は
署
し
な
い
の
で
、
こ
の
五
串
に
含
ま
れ
る
の
は
唐
文
榜
で
な
く
羅
山
撰
榜
だ
と
分
か
る
。
明
清
榜
文
の
通
例

に
つ
い
て
は
楊
一
帆
等
編
「
古
代
榜
文
告
示
彙
存
」
全
十
册(

社
會
科
學
文
獻
出
版
社
、
平
成
十
八
年)

を
參
照

で
き
る
。 
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文
政
六
年
の
「
惣
町
明
細
帳
諸
雜
記
」(

「
長
崎
關
係
史
料
選
集
」
第
２
集
所
收
、
活
印
頁
二
十
八
、
平
成

十
七
年
長
崎
史
學
習
會
發
行)

に
唐
人
屋
敷
二
ノ
門
前
の
制
札
枚
數
を
し
る
し
て
曰
く
、 

「
伴
天
連
日
本
へ
渡
海
、
日
本
の
武
具
異
國
へ
持
ち
渡
り
、
日
本
人
異
國
へ
渡
海
御
制
禁 

 

壱
枚 

 

二
ノ
門
出
入
り
并
び
に
改
め
方
の
儀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
枚 

 

唐
人
へ
仰
せ
渡
さ
る
る
切
支
丹
宗
門
御
制
禁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

壱
枚
」 

こ
の
第
一
は
寛
永
十
一
年
長
崎
港
禁
令
【
資
料
三
】
だ
ら
う
。
第
三
の
唐
人
向
け
榜
文
は
羅
山
譯
榜
か
興
福
寺

藏
榜
の
文
か
南
蠻
醜
類
榜
の
文
か
書
か
れ
て
ゐ
な
い
が
、
し
か
し
寛
永
十
一
年
「
長
崎
港
禁
令
」
が
全
く
の
和

習
漢
文
、
と
い
ふ
よ
り
漢
樣
和
文
な
の
で
、
第
三
も
和
習
の
羅
山
撰
榜
と
し
て
不
思
議
は
無
い
。 

 
 

「
長
崎
實
録
大
成
」
卷
三(

活
印
頁
六
十
一)

の
明
和
二
年
の
條
に
は
「
數
年
來
建
置
レ
シ
漢
文
の
制
札
、

唐
人
屋
敷
高
札
塲
ニ
有
之
、
二
重
ニ
相
成
ル
ニ
付
、
此
制
札
引
除
、
會
所
ニ
入
置
ル
」
と
言
ひ
、
繼
い
で
羅
山

撰
榜
を
録
す
る
。
數
年
來
立
て
置
か
れ
た
場
所
は
そ
の
上
文
で
豐
後
町(

今
の
興
善
町
と
櫻
町
と
の
間)

だ
と
言

ひ
、
ま
た
明
和
二
年
に
「
立
山
御
役
所
下
八
百
屋
町
」
に
移
し
た
と
言
ひ
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
漢
文
榜
を
引
き
除

い
た
と
の
意
で
あ
る
。
八
百
屋
町
は
立
山
役
所
す
な
は
ち
奉
行
所
の
す
ぐ
南
に
隣
接
し
て
ゐ
る
。
こ
の
記
載
は

羅
山
撰
榜
が
明
和
二
年
ま
で
唐
館
に
立
て
ら
れ
て
ゐ
た
證
據
と
な
る
。
ま
た
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
、
神
澤

貞
幹
「
翁
草
」
卷
百
六
十
二
「
長
崎
實
記
拔
萃
」(

明
治
三
十
九
年
五
車
樓
書
店)

に
見
え
、
貞
享
四
年
署
の
羅

山
撰
榜
も
録
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。 

 
 

「
和
漢
寄
文
」
の
開
卷
第
一
に
南
蠻
醜
類
榜
を
録
す
る
の
は
極
め
て
重
い
扱
ひ
だ
が
、
そ
れ
よ
り
舊
い
羅

山
撰
榜
は
第
二
に
黜
け
ら
れ
て
「
江
戸
よ
り
差
し
遣
は
さ
る
」
と
註
す
る
の
み
で
、
唐
館
門
前
に
立
て
た
と
書

か
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
は
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
唐
通
事
の
眼
中
で
輕
い
扱
ひ
だ
っ
た
と
い
ふ
こ

と
だ
ら
う
。
凡
そ
「
和
漢
寄
文
」
内
の
史
料
は
各
卷
ご
と
の
内
で
概
ね
年
代
に
從
っ
て
列
せ
ら
れ
、
和
文
の
後

の
唐
文
に
は
必
ず
「
翻
文
」
と
題
す
る
が
、
獨
り
羅
山
撰
榜
の
み
翻
文
と
題
し
な
い
。
江
戸
の
譯
文
で
あ
っ
て

通
事
の
翻
文
と
は
別
扱
ひ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
榜
末
に
は
寛
永
十
八
年
と
署
年
し
、
更
に
寛
文
年
間
に
差
し

遣
は
さ
れ
た
と
註
す
る
。
寛
永
寛
文
は
と
も
に
延
寶
よ
り
前
の
年
代
で
あ
る
。
江
戸
の
權
威
と
寛
永
の
鎖
國
と

を
代
表
す
る
羅
山
撰
榜
を
差
し
置
い
て
、
延
寶
の
南
蠻
醜
類
榜
を
卷
頭
に
録
す
る
の
は
か
な
り
重
い
扱
ひ
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
「
和
漢
寄
文
」
所
載
の
南
蠻
醜
類
榜
に
は
署
年
が
無
い
が
、
榜
文
第
一
條
に
は
鎖
國
令
か
ら
マ

カ
オ
船
來
航
禁
止
に
至
る
歴
史
を
述
べ
て
あ
る
か
ら
、
常
識
的
に
は
寛
永
よ
り
も
晩
い
年
代
の
撰
と
認
識
す
る

だ
ら
う
。
ま
た
編
者
松
宮
觀
山
は
篤
學
の
士
で
あ
っ
て
、
寛
永
の
朴
拙
な
る
羅
山
撰
榜
よ
り
も
通
事
譯
の
唐
文

榜
の
方
が
古
い
と
誤
認
す
る
可
能
性
は
更
に
低
い
。
そ
し
て
羅
山
撰
榜
を
載
せ
た
次
に
は
延
寶
五
年
丁
巳(

西
暦

千
六
百
七
十
七
年)

の
「
鄭
奎
舍
鄭
按
舍
へ
返
答
口
上
」
を
載
せ
る
か
ら
、
觀
山
は
南
蠻
醜
類
榜
が
延
寶
五
年
よ

り
少
し
前
の
も
の
と
分
か
っ
て
ゐ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
和
漢
寄
文
」
の
盧
草
拙
の
序
と
、
「
松
宮
觀
山
集
」
解

題(

國
民
精
神
文
化
研
究
所
、
昭
和
十
年)

と
に
よ
れ
ば
、
觀
山
は
享
保
年
間
に
長
崎
奉
行
所
で
勤
務
し
た
際
に

唐
通
事
の
譯
文
を
蒐
集
し
て
「
和
漢
寄
文
」
を
編
ん
だ
と
分
か
る
。
そ
こ
に
通
事
譯
文
以
外
の
羅
山
撰
榜
が
混

入
し
て
ゐ
る
所
以
は
、
卷
頭
の
南
蠻
醜
類
榜
を
主
と
し
て
、
そ
の
關
聯
資
料
と
し
て
第
二
に
附
載
し
た
に
過
ぎ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
唐
館
前
の
羅
山
撰
榜
は
、
唐
通
事
譯
に
な
ら
ぶ
効
力
を
唐
人
に
對
し
て
發
揮
し
て
ゐ
な
か
っ

た
だ
ら
う
し
、
觀
山
も
さ
う
看
做
し
て
ゐ
た
か
ら
附
載
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
盧
草
拙
は
通
事
で
あ
り
、
交
遊

し
た
觀
山
は
こ
の
認
識
を
通
事
と
共
有
し
て
ゐ
た
筈
で
あ
る
。 
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唐
山
併
各
州
府 

 
 

 
 

南
蠻
醜
類
榜
の
「
唐
山
併
各
州
府
」
に
つ
き
考
察
す
る
。
ま
づ
唐
山
に
つ
い
て
。
東
チ
ャ
イ
ナ
海
の
海
民

は
、
島
及
び
陸
地
を
を
「
山
」
と
呼
び
習
は
し
て
ゐ
た
。
唐
山
と
は
普
通
は
チ
ャ
イ
ナ
大
陸
を
指
す
。
倭
山
は

日
本
を
指
す
。
浙
江
省
の
舟
山
は
島
名
で
あ
り
、
舟
山
群
島
に
は
普
陀
山
・
大
魚
山
・
小
魚
山
・
大
洋
山
・
小

洋
山
な
ど
數
多
く
の
島
が
あ
る
。
徐
波
「
舟
山
方
言
與
東
海
文
化
」(

中
國
社
會
科
學
出
版
社
平
成
十
六
年)

頁

百
八
十
一
に
よ
れ
ば
、
舟
山
群
島
中
で
は
山
を
以
て
名
づ
け
ら
れ
た
島
が

も
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書

の
李
葆
嘉
序
で
は
「
島
」(

た
う)
の
古
義
は
海
隅
・
海
曲
で
あ
っ
て
、
海
中
の
洲
は
古
來
「
山
」(

さ
ん)

と
呼
ば

れ
た
と
釋
し
て
ゐ
る
。
香
港
の
行
樂
地
・
大
嶼
山
も
島
で
あ
り
、
琉
球
の
中
山
・
北
山(

山
北)

・
南
山(

山
南)

も

こ
れ
だ
ら
う
。
朝
鮮
世
宗
實
録
三
十
一
年(
西
暦
千
四
百
四
十
九
年)

九
月
十
九
日
丙
申
漢
城
府
尹
金
何
奏
天
子

章
に
曰
く
、
「
本
國
東
西
南
三
面
、
皆
岸
大
海
。
倭
山
對
馬
・
一
歧
・
花
加
等
諸
島
、
羅
列
海
中
、
群
賊
滌(

倏)

忽
往
來
、
世
為
邊
患
」
と
。
花
加
は
博
多
す
な
は
ち
九
州
島
で
あ
る
。
他
に
明
人
の
文
集
中
で
、
「
海
氓
は
島
を

呼
び
て
山
と
な
し
、
天
朝
中
華
を
も
を
唐
山
と
呼
ぶ
に
至
る
は
荒
唐
な
り
」
云
々
と
の
言
葉
に
嘗
て
閲
及
し
た

こ
と
が
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
失
念
し
て
し
ま
っ
た
。 

 
 

次
に
州
府
に
つ
い
て
。
「
唐
山
併
各
州
府
」
は
、
【
資
料
一
】
の
和
文
草
案
で
は
「
唐
國
并
び
に
諸
異
國
」

に
作
る
。
「
異
國
」
を
唐
話
で
「
州
府
」
と
譯
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
中
華
思
想
で
あ
る
。
長
崎
唐
話
に
は
「
州

府
」
の
語
が
散
見
す
る
。 

「
瓊
浦
佳
話
」
第
三
十
一
丁
に
「
暹
羅
・
咬
囉
吧
・
廣
東
這
等
州
府
船
」、
又
卷
三
第
五
十
七
丁
に
「
廣
東
廣
南

這
等
州
府
船
」
と
有
る
。 

「
譯
家
必
備
」(

唐
話
辭
書
類
集
第
五
册)

の
影
印
頁
二
十
三
、
當
年
通
事
と
船
主
と
の
對
話
に
「
你
沒
有
聽
見

州
府
船
的
消
息
麼
」
「
説
是
柬
埔
寨
有
一
隻
、
暹
羅
一
隻
、
海
南
一
隻
、
廣
南
一
隻
、
港
口
一
隻(
小
字
注
：
南

京
船
ノ
コ
ト)

、
這
都
是
唐
山
發
船
去
的
、
今
年
都
要
透
到(

小
字
注
：
不
殘
入
津
ス
ル
コ
ト)

。
説
是
這
樣
説
、

也
不
是
確
實
的
信
。
」 

同
じ
く
「
譯
家
必
備
」(

影
印
頁
四
十
五)

に
「
無
論
江
浙
州
府
之
船
、
」
の
語
。 

南
山
考
講
記(

唐
話
辭
書
類
集
第
五
册
、
影
印
頁
百
九
十
三)

に
「
江
浙
發
、
ク
チ
シ
ダ
シ
。
州
府
發
、
ヲ
ク
シ

ダ
シ
。
」 

 
 

以
上
の
例
か
ら
見
て
、
州
府
と
は
江
浙
以
外
の
各
地
を
指
す
。
口
仕
出
し
と
は
口
船
の
こ
と
、
奧
仕
出
し

と
は
奧
船
の
こ
と
で
あ
る
。
唐
船
は
發
船
地
に
よ
り
俗
に
口
船
・
奧
船
に
分
け
て
呼
ば
れ
、
後
に
兩
者
の
中
間

が
中
奧
船
と
呼
ば
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
口
船
は
概
ね
南
直
隷(

江
蘇
・
浙
江)

の
發
だ
が
、
福
建
・
臺
灣
ま
で

を
も
含
む
場
合
も
あ
る
。
中
奧
船
は
概
ね
福
建
・
廣
東
・
廣
南
で
あ
り
、
奧
船
は
概
ね
廣
東
・
廣
西
・
東
南
ア

ジ
ア
だ
が
、
史
料
に
散
見
す
る
者
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
や
う
で
あ
る
。
元
々
「
奧
地
」
と
同
樣
の
形
容
詞

で
あ
り
、
初
め
の
う
ち
固
定
し
な
か
っ
た
の
だ
ら
う
。
中
奧
船
は
恐
ら
く
後
起
の
呼
稱
で
あ
る
。
こ
れ
ら
呼
稱

は
後
に
幕
府
の
貿
易
上
の
基
準
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
譯
語
の
「
州
府
」
は
華
夷
思
想
を
も
反
映
し
て
を
り
、

そ
の
變
遷
は
一
研
究
課
題
で
あ
る
。
專
門
家
の
詳
考
を
待
ち
た
い
。 

 
 

奧
地
を
「
州
府
」
と
譯
し
た
の
は
、
要
す
る
に
地
方
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
江
蘇
省
内
に
も
州
府
は
存
在

す
る
が
、
州
府
と
呼
ば
な
い
所
以
は
、
明
朝
で
は
「
南
直
隷
」
す
な
は
ち
南
の
首
都
圏
で
あ
り
地
方
で
は
無
い
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と
い
ふ
意
識
の
反
映
で
あ
る
。
浙
江
省
は
行
政
上
南
直
隷
で
は
な
い
が
、
江
蘇
省
南
部
と
同
じ
く
呉
語
地
域
な

の
で
、
こ
れ
も
首
都
圏
扱
ひ
で
あ
る
。
南
蠻
醜
類
榜
で
唐
山
を
「
各
州
府
」
と
竝
稱
し
て
ゐ
る
以
上
、
「
各
州

府
」
は
唐
山
以
外
で
あ
る
。
し
か
し
唐
山
以
外
は
外
國
及
び
藩
屬
で
あ
っ
て
、
皇
帝
直
轄
の
州
府
で
は
な
い
。

こ
れ
を
異
國
と
呼
ば
ず
「
州
府
」
と
呼
ん
で
し
ま
ふ
の
は
、
要
す
る
に
中
華
思
想
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
矛
盾

を
含
む
語
が
「
唐
山
併
各
州
府
」
で
あ
る
。 

  

瓊
浦
佳
話
の
年
代 

 
 

 
 

南
蠻
醜
類
榜
は
、
實
施
に
付
せ
ら
れ
て
以
後
ど
の
年
代
ま
で
使
は
れ
て
ゐ
た
の
か
を
考
へ
て
み
た
い
。
そ

の
史
料
と
な
る
の
が
「
瓊
浦
佳
話
」
及
び
「
譯
家
必
備
」
「
袖
海
編
」
で
あ
る
。 

【
資
料
九
】
の
瓊
浦
佳
話
は
長
崎
を
題
材
と
す
る
白
話
小
説
で
あ
る
。
題
目
も
叙
述
形
式
も
「
西
湖
佳
話
」
を

範
本
と
し
て
ゐ
る
。
「
西
湖
佳
話
」
は
康
煕
昭
陽
赤
奮
若(
十
二
年
、
西
暦
千
六
百
七
十
三
年
、
寛
文
十
三
年)

自

序
の
刊
本
が
有
る(

古
本
小
説
集
成
所
收
、
上
海
古
籍
出
版
社
平
成
二
年
影
印)

。
康
煕
年
間
以
前
に
「
佳
話
」

を
以
て
名
づ
け
た
書
は
他
に
ほ
と
ん
ど
無
く
、
著
名
な
「
隋
唐
嘉
話
」
を
始
め
と
し
て
多
く
は
「
嘉
話
」
で
あ

る
。
古
音
及
び
今
の
廣
州
音
で
嘉
は
假
攝
、
佳
は
蟹
攝
な
の
で
、
も
と
も
と
混
淆
し
な
い
の
が
通
例
で
あ
り
、

瓊
浦
佳
話
で
佳
の
字
を
用
ゐ
た
の
は
新
出
の
「
西
湖
佳
話
」
を
模
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
瓊
浦
佳
話
の
卷

一
は
長
崎
港
の
開
祖
長
崎
甚
左
衞
門
が
飄
然
と
山
水
を
游
玩
し
て
長
崎
港
の
地
を
見
つ
け
る
と
い
ふ
虚
構
に
始

ま
る
が
、
こ
れ
も
西
湖
佳
話
で
葛
洪
が
西
湖
を
見
つ
け
る
一
節
を
模
倣
し
た
も
の
だ
ら
う
。 

 
 

【
資
料
九
】
の
二
番
目
は
入
港
二
日
目
の
船
上
の
情
景
で
あ
る
。
大
桅
に
掛
け
て
唐
人
の
財
副
が
讀
み
上

げ
た
告
示
は
ま
さ
し
く
南
蠻
醜
類
榜
そ
の
も
の
を
思
は
せ
る
。
そ
の
文
は
引
用
さ
れ
な
い
が
、
次
に
大
頭
目(

檢

使)

が
言
ひ
聞
か
せ
た
言
葉
は
南
蠻
醜
類
榜
の
一
部
分
を
口
語
に
譯
し
た
に
等
し
い
。
榜
文
の
朗
誦
は
唐
話
で
あ

り
、
そ
の
次
の
大
頭
目
の
言
葉
は
元
々
和
語
で
あ
る
。
財
副
の
唐
話
に
崑
腔
慢
調
の
や
う
な
形
容
を
せ
ず
、
大

頭
目
の
和
語
に
の
み
か
く
形
容
し
た
所
以
は
、
清
朝
人
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
唐
話
の
朗
誦
よ
り
も
、
罕
聞
に

屬
す
る
日
本
の
語
調
を
小
説
の
閲
者
た
る
清
人
に
聯
想
さ
せ
る
た
め
だ
ら
う
。 

 
 

「
瓊
浦
佳
話
」
の
成
立
年
代
は
概
ね
享
保
四
年
か
ら
七
年
ま
で
の
間
と
推
測
で
き
る
。
そ
の
材
料
は
概
ね

四
つ
有
る
。
第
一
に
、
「
瓊
浦
佳
話
」
卷
四
に
唐
三
箇
寺
の
住
持
に
は
必
ず
唐
人
を
招
く
と
書
い
て
あ
り
、
過
去

に
唐
人
を
招
い
て
ゐ
た
と
の
書
き
方
で
は
な
い
。
長
崎
實
録
大
成
卷
五
卷
六(

活
印
本
頁
百
十
七
至
百
四
十
七)

に
よ
れ
ば
、
三
唐
寺
へ
の
唐
僧
の
渡
來
は
元
和
寛
永
の
間
よ
り
肇
ま
り
、
享
保
七
年
の
大
鵬
・
伯
珣
兩
禪
師
及

び
享
保
八
年
の
竺
庵
禪
師
を
以
て
絶
え
る
。
次
任
の
唐
僧
招
聘
の
書
翰
を
享
保
十
一
年
に
幕
府
よ
り
清
朝
三
所

の
寺
に
送
っ
た
が
、
そ
れ
に
關
し
て
享
保
十
三
年
か
ら
十
六
年
ま
で
福
州
萬
福
寺
で
詐
欺
事
件
が
起
こ
り
、
ま

た
享
保
二
十
年
に
は
杭
州
福
嚴
寺
か
ら
返
翰
が
屆
き
、
餘
計
の
利
分
を
要
求
し
た
と
い
ふ
。
よ
っ
て
曰
く
「
年

來
唐
人
ど
も
往
返
僞
計
に
し
て
實
義
無
き
ゆ
ゑ
」
招
聘
の
こ
と
「
滅
却
せ
り
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
や
う

に
詐
欺
な
ど
の
原
因
で
高
僧
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
背
景
と
し
て
清
朝
に
於
い
て
臨
濟
宗
法
脈
が
衰
微
し
た
こ

と
が
有
る
と
思
は
れ
る
が
、
今
後
考
察
し
た
い
。
そ
し
て
同
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
は
大
鵬
・
伯
珣
・
竺
庵
三

禪
師
が
長
崎
三
唐
寺
に
住
持
し
た
が
、
ま
づ
竺
庵
が
去
り
、
次
に
大
鵬
が
去
り
、
明
和
二
年(

西
暦
千
七
百
六
十

五
年)

に

後
の
伯
珣
禪
師
が
崇
福
寺
を
去
り
、
以
後
は
三
寺
と
も
に
和
僧
が
監
寺
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
監
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寺
と
稱
す
る
の
は
飽
く
ま
で
代
理
職
の
扱
ひ
だ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
享
保
末
か
ら
明
和
初
の
間
に
次
第
に
唐
僧

を
住
持
に
招
か
な
い
趨
勢
が
明
ら
か
に
な
っ
て
行
っ
た
。
從
っ
て
瓊
浦
佳
話
の
成
書
は
明
和
年
間
が

下
限
と

な
る
も
の
の
、
明
和
よ
り
か
な
り
早
い
年
代
と
看
做
す
の
が
妥
當
で
あ
る
。 

 
 

さ
て
三
唐
寺
の
う
ち
興
福
寺
は
享
保
十
九
年(

西
暦
千
七
百
三
十
四
年)

ま
で
竺
庵
禪
師
が
住
持
し
、
同
年

以
後
は
和
僧
が
監
寺
し
た
。
興
福
寺
は
南
京
寺
と
も
呼
ば
れ(

長
崎
實
録
大
成
卷
五
、
活
印
本
頁
百
三
十
三)

、

南
直
隷
の
蘇
州
杭
州
を
中
心
と
す
る
呉
語
地
區
か
ら
の
唐
人
を
檀
越
と
し
て
ゐ
た
の
で
、
同
地
區
か
ら
來
航
し

た
小
説
作
者
に
と
っ
て
興
福
寺
の
住
持
不
在
は
大
き
な
こ
と
だ
ら
う
。
從
っ
て
興
福
寺
の

後
の
住
持
が
去
っ

た
享
保
十
九
年(

西
暦
千
七
百
三
十
四
年)

よ
り
以
前
に
小
説
が
書
か
れ
た
可
能
性
が

も
高
く
、
然
ら
ず
と
し

て
も
享
保
十
九
年
か
ら
遠
く
な
い
年
ま
で
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 
 

第
二
に
、
享
保
十
九
年
よ
り
更
に
前
に
繰
り
上
げ
る
材
料
は
風
説
書
で
あ
る
。
第
四
十
丁
至
四
十
四
丁
に

は
清
國
で
信
牌
の
訴
訟
を
經
て
久
々
に
入
港
し
た
享
保
二
年
の
唐
船
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
四
十

五
至
四
十
六
丁
に
は
同
年
の
唐
人
の
風
説
と
し
て
享
保
三
年(

康
煕
五
十
七
年
、
西
暦1718

年)

新
疆
の
策
旺
阿

喇
布
坦
の
抗
戰
を
康
煕
第
十
四
皇
子
胤
禎
が
鎭
壓
し
た
武
功
を
贊
へ
る
。
も
ち
ろ
ん
小
説
だ
か
ら
虚
構
は
當
然

で
、
享
保
二
年
と
三
年
の
大
事
を
一
つ
の
年
に
ま
と
め
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
石
田
義
光
「
小
説
「
瓊
浦
佳

話
」
解
題
」(

東
北
大
學
圖
書
館
「
圖
書
館
學
研
究
報
告
」
第
一
號
、
昭
和
四
十
三
年
九
月
、
頁
二
十
二
至
三
十

三)

で
は
阿
喇
布
坦
の
抗
戰
を
通
報
す
る
享
保
六
年
の
風
説
書
を
「
華
夷
變
態
」
よ
り
引
用
し
、
「
正
徳
―
享
保

頃
の
長
崎
の
唐
通
事
の
身
邊
周
圍
に
お
け
る
話
を
當
時
そ
の
任
か
若
し
く
は
見
習
役
の
立
場
に
あ
っ
た
唐
通
事

自
身
の
見
聞
に
も
と
づ
い
て
綴
っ
た
の
が
本
書
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
る
。
十
四
皇
子
胤
禎
は
雍
正
帝
の
即
位
前

か
ら
の
政
敵
で
あ
り
、
享
保
七
年(

西
暦
千
七
百
二
十
二
年)

に
雍
正
帝
即
位
の
後
、
軟
禁
を
經
て
投
獄
さ
れ
、

享
保
二
十
年(

西
暦
千
七
百
三
十
五
年)

に
雍
正
帝
が
崩
御
し
て
始
め
て
平
反
さ
れ
た
。
こ
の
期
間
に
胤
禎
を
贊

へ
る
の
は
時
宜
に
合
は
ず
、
他
の
唐
人
に
見
せ
る
に
ふ
さ
は
し
く
な
い
。
從
っ
て
享
保
四
年
か
ら
七
年
ま
で
の

間
に
小
説
が
書
か
れ
た
可
能
性
が

も
高
く
、
或
は
享
保
二
十
年
か
ら
數
年
間
の
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で

き
な
い
。 

 
 

第
三
に
第
三
十
五
丁
と
第
七
十
丁
の
二
處
に
「
正
徳
年
間
」
の
稱
が
出
る
が
、
「
享
保
年
間
」
の
稱
は
通
卷

こ
れ
を
見
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
享
保
年
間
の
作
と
推
測
で
き
る
。 

 
 

第
四
に
第
十
三
丁
に
は
唐
館
創
設
以
前
の
事
を
語
っ
て
「
那
時
節
還
不
曾
造
唐
館
」(

そ
の
頃
ま
だ
唐
人
屋

敷
は
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た)

と
言
ふ
。
し
か
し
享
保
年
間
の
事
に
關
し
て
「
那
時
節
」
の
や
う
に
遠
い
過
去

と
し
て
扱
ふ
語
句
は
通
卷
こ
れ
を
見
な
い
。 

 
 

第
五
に
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
寫
本
「
唐
通
事
心
得
」
に
は
「
瓊
浦
佳
話
」
と
の
共
通
點
が
極
め
て
多

い
。
ま
づ
「
唐
通
事
心
得
」
第
六
十
六
丁
若
い
通
事
の
墮
落
を
嘆
く
部
分
に
ほ
ぼ
同
じ
語
句
が
幾
つ
も
あ
る
こ

と
、
次
に
第
十
至
十
一
丁
で
大
物
通
事
に
な
る
困
難
を
強
調
す
る
部
分
も
字
句
が
類
似
し
て
ゐ
る
。
更
に
「
瓊

浦
佳
話
」
と
同
じ
く
呉
語
の
特
徴
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
、
例
へ
ば
第
四
十
一
丁
の[

梟
＋
木]

は
呉
語
で
「
め
く

る
」
こ
と
を
指
す(

木
津
佑
子
「
『
唐
通
事
心
得
』
譯
注
稿
」、
京
都
大
學
文
學
部
研
究
紀
要
第
三
十
九
號
、
平
成

十
二
年
三
月
、
頁
一
至
五
十
、
で
こ
れ
を
搗
の
誤
と
す
る
の
は
誤
り
。
ち
な
み
に
同
頁
の
「
伏
義
」
も
「
義
に

伏
し
て
」
と
譯
す
る
が
、
仗
義
の
誤
り
で
あ
る)

。
及
び
數
十
年
前
に
兵
器
密
賣
の
罪
を
犯
し
た
伊
東
に
つ
い
て

述
べ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
總
じ
て
叙
述
の
語
氣
も
極
め
て
相
似
し
て
を
り
、
ほ
ぼ
同
一
作
者
と
斷
定
で
き
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る
の
み
な
ら
ず
、
作
者
の
關
心
事
が
共
通
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
同
一
時
期
の
作
と
推
測
で
き
る
。
そ
し

て
「
唐
通
事
心
得
」
に
は
旭
如
和
尚
か
ら
「
前
遭
」(

前
囘
、
先
頃)

に
聞
い
た
話
が
載
っ
て
ゐ
る
が
、
和
尚
は

正
徳
元
年
か
ら
享
保
元
年
ま
で
長
崎
興
福
寺
を
住
持
し
、
享
保
二
年(

西
暦
千
七
百
十
七
年)

か
ら
四
年
ま
で
宇

治
黄
檗
山
を
住
持
し
た(

長
崎
實
録
大
成
卷
五
、
活
印
本
頁
百
十
三
及
百
三
十
五
に
見
え
る)

。
こ
れ
に
據
り
前

引
木
津
「
譯
注
稿
」
で
は
興
福
寺
在
位
期
間
か
ら
遠
く
な
い
頃
に
「
唐
通
事
心
得
」
が
作
ら
れ
た
と
考
證
し
た
。

從
っ
て
「
瓊
浦
佳
話
」
も
同
一
人
物
が
遠
か
ら
ぬ
享
保
初
葉
に
作
っ
た
可
能
性
が
高
い
。 

 
 

以
上
五
條
を
以
て
瓊
浦
佳
話
は
享
保
四
年
か
ら
七
年
ま
で
の
成
書
と
推
測
で
き
る
。 

 
 

作
者
の
身
分
閲
歴
を
推
測
す
る
材
料
も
あ
る
。
第
一
に
、
小
説
は
長
崎
唐
館
の
實
情
を
縷
説
し
、
將
軍
・

長
崎
奉
行
・
唐
通
事
ら
を
贊
美
し
、
幕
府
の
法
度
を
嚴
し
く
守
る
や
う
に
閲
者
を
さ
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
長

崎
奉
行
を
小
人
に
譬
へ
、
將
軍
吉
宗
を
君
子
に
譬
へ
る
記
述
が
あ
る(

左
註
一)

か
ら
、
官
吏
た
る
通
事
の
撰
で

あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
第
二
に
上
記
の
や
う
に
阿
喇
布
坦
や
十
四
皇
子
に
關
す
る
風
説
を
事
實
の
ま
ま

述
べ
て
ゐ
る
が
、
通
事
の
作
な
ら
ば
建
前
だ
け
で
も
秘
密
保
持
の
た
め
に
少
し
書
き
換
へ
る
筈
で
あ
る
。
後
述

の
「
譯
家
必
備
」
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
第
三
に
文
中
に
呉
語
特
有
の
音
誤
が
散
見
す
る(

左
註
二)

。
第
四
に

第
四
十
五
丁
で
は
南
京
の
秀
才
五
名
が
郷
試
に
合
格
し
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
江
南
郷
試
に
合
格
す
る
秀
才
は

百
名
以
上
の
筈
だ
か
ら
、
五
名
と
は
明
ら
か
に
南
京
江
寧
府
の
秀
才
で
あ
る
。
恐
ら
く
作
者
は
鎭
江
・
丹
陽
附

近
の
生
ま
れ
で
、
隣
接
の
大
府
江
寧
を
熟
知
し
關
心
を
持
っ
て
ゐ
た
か
、
或
は
呉
語
地
區
の
生
ま
れ
で
南
京
に

長
く
居
住
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
一
般
的
に
は
前
者
の
可
能
性
が
高
い
。
第
五
に
若
い
唐
通
事
が
唐
館
滯
留

の
不
遇
の
大
文
人
に
教
へ
を
乞
は
う
と
し
な
い
こ
と
を
批
判
し
、
目
下
の
長
崎
で
雅
俗
兼
通
の
大
物
通
事
を
探

さ
う
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
い
と
嘆
く(

左
註
三)

。
恐
ら
く
こ
れ
は
自
身
の
觀
察
で
あ
り
、
作
者
は
長

崎
で
ふ
る
顔
に
屬
し
、
舊
世
代
の
唐
通
事
と
の
交
際
も
有
っ
た
と
分
か
る
。
第
六
に
小
説
中
二
箇
所
で
崑
曲
に

言
及
す
る
。
崑
曲
は
呉
語
地
區
の
文
人
の
娯
樂
で
あ
る
。
江
東
か
ら
來
航
し
た
文
人
が
唐
館
内
で
崑
曲
を
た
し

な
ま
な
い
筈
は
な
い
が
、
し
か
し
長
崎
で
崑
曲
が
唱
演
さ
れ
た
と
い
ふ
明
確
な
記
載
は
こ
れ
ま
で
管
見
に
這
入

ら
な
い
。
唐
話
辭
書
に
も
清
俗
紀
聞
に
も
「
崑
腔
」
が
有
る
が
、
長
崎
で
唱
演
し
た
と
い
ふ
記
載
で
は
な
い
。

崑
曲
と
い
ふ
も
の
は
一
地
方
の
曲
調
と
い
ふ
社
會
的
地
位
を
超
え
て
を
り
、
崑
曲
と
呼
ば
れ
ず
單
に
曲
と
呼
ば

れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
ふ
の
は
戲
曲
史
の
常
識
で
あ
る
。
そ
の
た
め
崑
曲
の
名
を
以
て
長
崎
史
に
留
ま
ら
な
か

っ
た
と
思
は
れ
る
。
日
本
育
ち
の
唐
通
事
が
た
と
ひ
崑
曲
を
耳
に
し
て
も
、
崑
曲
と
い
ふ
呼
び
名
を
以
て
そ
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
に
馴
染
ん
で
ゐ
た
可
能
性
は
低
い
。
唐
人
が
來
日
以
前
に
馴
染
ん
で
ゐ
た
崑
曲
を
例
と
し
て
持
ち

出
し
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。 

 
 

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
鎭
江
・
丹
陽
附
近
の
育
ち
ま
た
は
南
京
居
住
經
驗
が
あ
り
呉
語
を
母
語
と
す
る
不

遇
の
文
人
が
、
長
崎
唐
館
に
何
度
も
逗
留
し
た
經
驗
に
も
と
づ
き
作
っ
た
の
が
「
瓊
浦
佳
話
」
だ
と
推
定
で
き

る
。
（
木
津
「
譯
注
稿
」
で
は
「
唐
通
事
心
得
」
の
撰
者
を
日
本
化
し
た
唐
通
事
の
子
孫
と
し
て
ゐ
る
が
、
根
據

薄
弱
な
の
で
今
後
別
の
機
會
に
反
證
し
た
い
）
。
當
然
南
蠻
醜
類
榜
の
禁
令
を
熟
知
す
る
人
物
だ
ら
う
。
【
資
料

九
】
の
引
文
を
南
蠻
醜
類
榜
と
比
較
す
る
と
、
兩
者
の
内
容
は
概
ね
一
致
す
る(

左
註
四)

。
こ
と
に
「
南
蠻
醜

類
」
の
四
字
は
榜
文
劈
頭
ゆ
ゑ
に
小
説
作
者
の
印
象
に
強
く
留
ま
っ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
【
資
料
一
】
か
ら

【
資
料
六
】
ま
で
の
榜
文
に
「
南
蠻
醜
類
」
の
四
字
は
見
え
な
い
。
從
っ
て
南
蠻
醜
類
榜
の
文
が
享
保
四
年
か

ら
七
年
ま
で
の
間
に
實
際
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
推
定
で
き
る
。 
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註
一
。
卷
四
第
七
十
五
丁 

「
他
那
各
王
家
、
看
見
將
軍
老
爺
如
此
清
廉
、
不
得
不
清
正
。
正
是
叫
做
上
行
下
效
、
譬
如
一
陣
君
子
之
風
、

吹
在
小
人
之
草
上
、
怎
麼
不
動
。
」(

各
長
崎
奉
行
は
、
將
軍
が
こ
の
や
う
に
清
廉
な
の
を
見
て
、
清
廉
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
さ
し
く
屬
僚
を
見
れ
ば
上
司
が
分
か
る
や
う
に
、
丁
度
一
陣
の
君
子
の
風
が
吹
け
ば

小
人
の
草
は
動
く
と
い
ふ
も
の
だ
。) 

 

註
二
。
呉
語
の
音
誤
の
例
。 

第
十
丁 

因
該(

應
該) 

紂
恨(

仇
恨)
。 

第
十
一
丁 

玲
瓏
貼
透
（
玲
瓏
剔
透
）。 

第
十
三
丁 

王
道
吉
日(

黄
道
吉
日)

。 

第
十
四
丁 

若
實
爽
快(

着
實
爽
快)

。 

第
十
八
丁 

是
然
之
理
（
自
然
之
理
）。 

第
二
十
一
丁 

句
句
有
利
（
有
理
）
。 

第
二
十
六
丁 

各
是
發
船(

各
自)

。 

第
三
十
丁 

還(

違)

了
國
法
的
人
。 

第
三
十
七
丁 

傾
籠
倒
想(

箱)

。 

第
四
十
二
丁 

不
多
是
辰(

時
晨)

。 

第
四
十
三
丁 

若
實
（
着
實
）。 

第
四
十
四
丁 

眞
到
今
日
進
港(

正
到
今
日
進
港)

。
前
の
問
ひ
を
承
け
て
「
丁
度
」
の
義
。 

第
四
十
六
丁 

名
不
虚
然(

名
不
虚
傳)

。 

正
命
天
子(

眞
命
天
子)

。 
 

第
五
十
丁 

是
情(

事
情)

。 

第
五
十
七
丁 

因
該(

應
該)

。 

第
六
十
五
丁 

是
不
消
説(

自
不
消
説)

。 

第
六
十
六
丁 

滿
臉
凍
粥(

凍tso

、
霜
や
け)

。 

第
八
十
八
丁 

薄
梟
梟(

呉
語
、
多
作
薄
囂
囂)

。 

第
八
十
九
丁 

套
價(

討
價)

。 

第
九
十
丁 

索
新(

索
性)

。 

第
九
十
三
丁 

畢
竟
誰
嬴
誰
自
輸(

誰
是
輸)

。
醒
世
恆
言
「
陳
多
壽
生
死
夫
妻
」
の
詩
句
。 

 

註
三
。
卷
三
第
六
十
四
至
六
十
五
丁
、 

「
學
通
事
們
到
館
中
値
日
、
像
箇
在
學
堂
裏
一
般
、
…
…
目
今
世
上
的
後
生
人
家
、
擔
了
箇
讀
書
的
虚
名
、
不

去
務
本
、
…
…
唐
山
説
話
竟
説
不
清
、
…
…
把
這
許
多
好
先
生
、
瞎
七
瞎
八
、
當
面
錯
過
了
、
不
去
請
教
、
豈

不
可
惜
。
」(

稽
古
通
事
ら
が
唐
館
で
當
直
す
る
の
は
、
學
校
に
ゐ
る
や
う
な
も
の
だ
。
現
今
世
間
の
若
者
は
、

勉
強
の
虚
名
を
背
負
ひ
な
が
ら
本
業
に
勤
し
ま
な
い
。
…
…
唐
話
が
う
ま
く
話
せ
な
い
。
…
…
多
く
の
良
い
先

生
を
目
前
に
逸
し
て
し
ま
ひ
、
教
へ
を
請
は
な
い
。
惜
し
い
こ
と
だ
。
學
通
事
は
稽
古
通
事
の
譯
。
通
航
一
覽
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卷
二
百
四
、
活
印
本
頁
三
百
十
至
三
百
十
一
な
ど
に
屢
見
。) 

「
目
今
長
崎
、
要
一
箇
文
武
兼
全
的
大
通
事
、
竟
像
箇
篩
眼
裏
隔
出
來
的
一
般
、
着
實
難
得
」(

目
下
長
崎
で
一

人
の
文
武
兼
備
の
大
物
通
事
を
求
め
る
な
ら
ば
、
篩
の
目
に
殘
し
取
る
程
に
難
し
い
。
篩
眼
は
原
寫
本
で
節
眼

に
作
る
が
、
卷
四
第
九
十
一
丁
で
篩
眼
に
作
る
。
「
醒
世
恆
言
・
張
廷
秀
逃
生
救
父
」
及
び
「
唐
通
事
心
得
」
に

も
同
句
が
見
え
る
。) 

 

註
四
。 

佳
話
「
外
國
之
人
、
聚
將
攏
來
」
、
南
蠻
醜
類
榜
「
輻
輳
長
崎
、
計
已
有
年
」 

佳
話
「
改
頭
換
面
、
溷
雜
而
來
」
、
南
蠻
醜
類
榜
「
誘
學
唐
話
、
使
着
唐
衣
、
混
載
而
來
」 

佳
話
「
南
蠻
醜
類
、
敗
壞
綱
常
」
、
南
蠻
醜
類
榜
「
南
蠻
醜
類
」
「
煽
法
惑
民
、
倡
邪
逆
正
」 

佳
話
「
或
者
南
蠻
和
尚
・
南
蠻
人
、
或
者
天
主
教
的
書
帶
來
、
須
要
速
々
報
出
來
」
、
南
蠻
醜
類
榜
「
密
附
妖
書

器
物
之
類
、
隱
藏
載
至
」
「
宜
當
速
首
」 

佳
話
「
本
人
何
消
説
、
連
累
通
船
人
衆
、
一
體
問
成
大
罪
」
、
南
蠻
醜
類
榜
「
不
獨
誅
其
原
惡
、
禍
延
船
衆
、
合

行
同
罪
。
」 

  

譯
家
必
備
の
年
代 

 
 

 
 

南
蠻
醜
類
榜
を
載
せ
る
「
譯
家
必
備
」
第
二
卷
「
唐
船
進
港
」
章(

影
印
頁
二
十
至
六
十
三)

は
一
隻
の
唐

船
が
長
崎
に
入
港
し
、
役
人
の
檢
査
を
受
け
る
際
、
船
主
と
通
事
と
が
交
は
し
た
對
話
で
あ
る
。
章
の
内
容
次

第
は
下
の
通
り
。
番
號
は
い
し
ゐ
が
附
す
。
一
、
甲
子
年
十
六
番
船
入
港
、
船
主
游
大
財
。
二
、
積
載
禽
獸
椅

楠(

香
木)

一
覽
。
三
、
南
蠻
醜
類
榜
。
四
、
水
菜
單(

薪
水
食
糧
一
覽)

。
五
、
正
徳
新
例
内
二
十
條
。
六
、
新
諭
。

七
、
遵
依
の
甘
結(

誓
約)

。
八
、
風
説
糾
し
。
九
、
問
訊
存
案
。
十
、
貨
册(

貨
物
一
覽)

。
十
一
、
人
名
册
。 

 
 

「
譯
家
必
備
」
の
成
立
年
代
は
、
長
澤
規
矩
也
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
靜
嘉
堂
文
庫
藏
本
の
末
に
識
語
あ
り

曰
く
「
譯
家
必
備
全
部
、
予
祗
役
于
長
崎
、
使
譯
司
抄
寫
之
、
藏
一
本
於
家
塾
。
寛
政
七
年
八
月
、
近
藤
守

重
」
と
。
こ
れ
に
よ
り
全
書
は
寛
政
七
年(

西
暦
千
七
百
九
十
五
年)

ま
で
に
成
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
奧

村
佳
代
子
「
『
譯
家
必
備
』
と
そ
の
語
彙
に
つ
い
て
」(

平
成
十
六
年
、
關
西
大
學
中
國
文
學
會
紀
要
第
二
十
五

號
、
第
十
七
頁)

で
は
第
一
章
「
初
進
館
」
に
出
る
乾
隆
南
巡
の
話
題
に
基
づ
き
、
乾
隆
十
八
年(

寶
暦
三
年
、

西
暦
千
七
百
五
十
三
年)

以
後
の
成
書
と
考
察
し
た
。
但
し
「
譯
家
必
備
」
全
部
が
「
唐
船
進
港
」
章
と
同
時
に

成
っ
た
と
い
ふ
保
證
は
無
い
の
で
、
南
蠻
醜
類
榜
の
有
効
年
代
を
推
定
す
る
上
で
は
「
唐
船
進
港
」
章
の
年
代

を
特
に
考
へ
る
必
要
が
有
る
。
「
唐
船
進
港
」
章
が
成
っ
た
時
點
で
は
南
蠻
醜
類
榜
は
有
効
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
通
事
の
教
本
と
い
ふ
性
質
上
、
改
正
後
失
効
し
た
舊
法
令
を
わ
ざ
わ
ざ
使
ふ
可
能
性
は
低
い
。 

 
 

右
奧
村
論
文
に
よ
れ
ば
、
靜
嘉
堂
文
庫
藏
本
に
は
「
唐
船
進
港
」
章
を
含
む
と
の
こ
と
な
の
で
、
寛
政
七

年
ま
で
に
章
が
成
っ
た
こ
と
が
ま
づ
分
か
る
。
こ
れ
は
下
限
で
あ
る
。
凡
そ
史
實
を
論
じ
る
際
、
年
代
が
早
い

こ
と
を
考
察
す
る
な
ら
ば
下
限
を
確
定
す
る
必
要
が
有
り
、
年
代
が
晩
い
こ
と
を
考
察
す
る
な
ら
ば
上
限
を
確

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
南
蠻
醜
類
榜
の
有
効
年
代
の

後
を
考
察
す
る
た
め
に
は
上
限
を
確
定
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。 
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ま
づ
年
代
の
上
限
を
ゆ
る
や
か
に
示
す
の
は
、
「
唐
船
進
港
」
章
内
所
引
の
二
十
條
の
定
令
で
あ
る
。
こ
れ

は
所
謂
正
徳
新
例
の
う
ち
、
正
徳
五
年
三
月
の
「
譯
司
與
唐
商
條
約
」
及
び
同
年
八
月
二
十
五
日
の
諭
文
二
通

(

和
漢
寄
文
卷
一
、
活
印
本
頁
百
七
至
百
十
七)

を
ほ
ぼ
同
文
の
ま
ま
若
干
條
を
除
き
列
舉
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
唐
船
進
港
」
章
が
正
徳
五
年
以
後
に
成
っ
た
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。 

 
 

第
二
の
上
限
は
、
通
事
中
の
「
風
説
定
め
役
」
の
廢
止
年
で
あ
る
。
「
唐
船
進
港
」
章
に
曰
く
「
從
前
問
信

是
、
我
們
同
僚
裡
頭
有
箇
問
信
通
事
、
幾
年
前
除
去
了
、
這
箇
缺
再
不
補
。
叫
我
們
做
當
年
的
兼
官
」(

從
前
風

説
定
め
を
す
る
に
は
我
々
の
同
僚
中
に
「
風
説
糺
し
通
事
」
が
有
っ
た
が
、
幾
年
か
前
に
廢
止
さ
れ
、
缺
を
補

ふ
こ
と
は
無
く
な
り
、
我
々
年
番
通
事
に
兼
職
さ
せ
て
ゐ
る)

と
。
「
譯
司
統
譜
」(

長
崎
縣
史
、
活
印
頁
五
百
九

十
八)

に
よ
れ
ば
、
寛
延
二
年(

西
暦
千
七
百
四
十
九
年)

二
月
三
日
よ
り
通
事
中
の
風
説
定
め
役
は
廢
止
さ
れ
、

年
番
通
事
と
の
掛
け
持
ち
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
幾
年
前
」
だ
か
ら
、
ほ
ぼ
十
年
内
だ
ら
う
。
從
っ
て
「
唐
船

進
港
」
章
は
寛
延
二
年
か
ら
十
年
後
の
寶
暦
九
年(
西
暦
千
七
百
五
十
九
年)

ま
で
に
成
っ
た
と
分
か
る
。 

 
 

第
三
に
「
唐
船
進
港
」
章
内
の
貨
物
目
録
に
は
、
錢
泰
來
と
い
ふ
荷
主
の
受
注(

遵
依)

品
が
見
え
る(

影
印

頁
五
十
九)

。
「
長
崎
實
録
大
成
」
卷
十
二(

活
印
頁
三
百
三)
に
も
寶
暦
六
年(

西
暦
千
七
百
五
十
六
年)

の
乍
浦
船

の
荷
主
と
し
て
同
じ
錢
泰
來
の
名
が
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
貨
物
目
録
を
寶
暦
六
年
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
出

來
な
い
が
、
そ
れ
に
近
い
年
度
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

 
 

以
上
三
點
よ
り
も
更
に
明
確
に
年
代
を
示
す
の
が
、
「
新
諭
」
で
あ
る
。
「
唐
船
進
港
」
章
所
引
の
「
新

諭
」
に
曰
く
、 

「
一
、
前
諭
唐
船
進
港
之
數
、
溢
出
拾
五
艘
外
者
、
列
爲
後
年
之
番
。
向
後
無
論
幾
艘
、
進
港
者
皆
列
本
年
之

番
。
但
准
令
貿
易
者
、
拾
五
艘
爲
限
。
其
餘
可
俟
後
年
貿
易
。
…(

中
略)

…
右
諭
已
經
前
年
所
示
、
今
爲
改
革
、

可
照
此
諭
知
悉
」
と
。 

(

訓
讀
：
前
に
諭
す
、
唐
船
進
港
の
數
、
拾
五
艘
外
に
溢
出
す
る
者
は
、
列
し
て
後
年
の
番
と
爲
す
と
。
向
後
幾

艘
な
る
を
論
ず
る
無
く
、
進
港
す
る
者
皆
な
本
年
の
番
に
列
す
。
但
し
貿
易
を
准
令
す
る
者
は
、
拾
五
艘
を
限

り
と
爲
す
。
其
の
餘
は
後
年
を
俟
ち
て
貿
易
す
べ
し
。
…(

中
略)

…
右
諭
、
已
に
前
年
に
示
す
所
を
經
た
り
。

今
改
革
を
爲
す
、
此
の
諭
に
照
ら
し
て
知
悉
す
べ
し)

。 
 

 

こ
れ
と
同
文
が
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
「
唐
人
屋
敷
唐
船
取
締
書
類
ニ
關
ス
ル
書
類
」(

平
成
九
年
長
崎

縣
教
育
委
員
會
編
刊
「
長
崎
奉
行
所
關
係
文
書
調
査
報
告
書
」
内
「
長
崎
縣
立
圖
書
館
所
藏
資
料
」
目
録
千
二

百
二
十
五
番)

に
も
見
え
、
末
尾
に
は
癸
酉
四
月
と
署
す
る
。
癸
酉
は
寶
暦
三
年(

西
暦
千
七
百
五
十
三
年)

で
あ

り
、
實
録
大
成
及
び
古
今
集
覽
で
も
寶
暦
三
年
及
び
四
年
に
十
五
艘
を
大
き
く
超
え
て
入
港
し
た
こ
と
が
確
認

で
き
る(

下
表)

。
「
唐
船
進
港
」
章
の
對
話
で
は
こ
の
諭
を
「
新
諭
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
の
で
、
寶
暦
三
年
か
ら
數

年
の
内
に
章
が
成
っ
た
と
分
か
る
。
そ
の
後
、
明
和
二
年(

千
七
百
六
十
五)

に
隻
數
を
十
三
隻
に
制
限
す
る
こ

と
が
實
録
大
成
・
古
今
集
覽(

活
印
頁
四
百
三
十
四)

に
見
え
て
、
明
和
元
年
ま
で
で
こ
の
新
諭
は
失
効
す
る
。 

 
 

左
は
延
享
か
ら
安
永
ま
で
の
唐
船
逐
年
入
港
數
で
あ
る
。
長
崎
實
録
大
成
卷
十
六
・
續
長
崎
實
録
大
成
卷

十
・
長
崎
古
今
集
覽
卷
十
三
よ
り
抄
録
し
た
。 

延
享
元
年
二
十
艘
。
延
享
二
年
二
十
艘
及
び
迎
へ
船
一
艘
。
延
享
三
年
至
四
年
各
十
艘
及
び
迎
へ
船
各
一
艘
。 

寛
延
元
年
十
二
艘
及
び
迎
へ
船
一
艘
。
寛
延
二
年
十
三
艘
及
び
番
外
船
一
艘
。 

寛
延
三
年
十
艘
及
び
迎
へ
船
一
艘
。
寶
暦
元
年
十
一
艘
。
寶
暦
二
年
十
五
艘
。
寶
暦
三
年
二
十
五
艘
。 
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寶
暦
四
年
二
十
四
艘
。
寶
暦
五
年
十
二
艘
。
寶
暦
六
年
七
艘
及
び
破
船
一
艘
。
寶
暦
七
年
十
二
艘
。 

寶
暦
八
年
十
四
艘
。
寶
暦
九
年
十
八
艘
、
う
ち
番
外
船
二
艘
。
寶
暦
十
年
至
十
一
年
各
十
二
艘
。 

寶
暦
十
二
年
十
五
艘
。
寶
暦
十
三
年
十
三
艘
、
う
ち
二
艘
込
め
船
二
艘
。 

明
和
元
年
十
四
艘
、
う
ち
二
艘
込
め
船
一
艘
。
明
和
二
年
至
三
年
各
十
二
艘
、
う
ち
二
艘
込
め
船
各
一
艘
。 

明
和
四
年
十
三
艘
（
但
し
長
崎
古
今
集
覽
に
記
載
無
し
）
。
明
和
五
年
九
艘
。 

明
和
六
年
至
安
永
九
年
各
十
三
艘
（
但
し
安
永
三
年
は
長
崎
古
今
集
覽
に
十
四
艘
に
作
る
）
。 

こ
れ
を
見
れ
ば
明
和
二
年
以
後
は
毎
年
入
港
數
が
十
三
隻
以
内
で
あ
り
、
明
和
二
年
の
制
限
の
効
力
を
確
認
で

き
る
。
從
っ
て
「
唐
船
進
港
」
章
は
寶
暦
三
年(

西
暦
千
七
百
五
十
三
年)

か
ら
數
年
内
、
晩
く
と
も
明
和
元
年

(

西
暦
千
七
百
六
十
四
年)

ま
で
の
間
に
成
り
、
少
な
く
と
も
寶
暦
三
年
ま
で
は
南
蠻
醜
類
榜
が
施
行
中
で
あ
っ

た
と
分
か
る
。
こ
れ
は
前
述
の
乾
隆
帝
南
巡
の
年
代
と
も
ほ
ぼ
符
合
す
る
。 

 
 

以
上
で
「
唐
船
進
港
」
章
所
載
南
蠻
醜
類
榜
の
有
効
年
代
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
否
定
す

る
と
疑
は
れ
る
痕
跡
も
幾
つ
か
有
る
。
し
か
し
良
く
見
る
と
矛
盾
が
多
く
、
寶
暦
三
年
を
否
定
す
る
材
料
に
は

な
ら
な
い
の
で
、
以
下
に
そ
れ
を
條
述
す
る
。 

一
、
甲
子
年
の
矛
盾
。 

 
 

「
唐
船
進
港
」
章
の
對
話
の
一
方
を
演
じ
る
船
主
は
、
一
章
の
發
端
で
は
甲
子
年
の
廣
東
の
游
大
財
で
あ

る
が
、
末
尾
で
は
寅
年
の
厦
門
の
高
隆
元
と
な
っ
て
ゐ
る
。
對
話
内
で
は
游
大
財
の
船
が
十
七
日
に
長
崎
港
に

這
入
り
、
そ
の
三
日
後
の
十
三
日
に
荷
揚
げ
す
る
。
こ
れ
ら
干
支
及
び
日
づ
け
は
事
實
に
基
づ
く
も
の
で
な
い

こ
と
が
す
ぐ
に
分
か
る
。 

 
 

甲
子
年
を
正
徳
新
例
以
後
寛
政
七
年
以
前
に
求
め
る
と
、
清
朝
乾
隆
九
年
甲
子(
延
享
元
年
、
西
暦
千
七
百

四
十
四
年)

に
當
た
る
。
對
話
中
に
風
説
糾
し
が
有
り
、
船
主
が
前
年
か
ら
の
四
川
の
苗
民
の
抗
戰
を
報
告
し
、

清
廷
は
鑲
紅
旗
下
の
雅
爾
豁
を
經
略
に
任
命
し
て
短
期
間
に
彈
壓
し
た
と
稱
す
る
。
清
朝
史
を
檢
す
る
に
雅
爾

豁
と
い
ふ
人
物
は
得
ら
れ
ず
、
ま
た
乾
隆
八
年
九
年
の
間
に
も
四
川
に
大
規
模
な
抗
戰
は
無
い
。
そ
の
前
後
數

年
に
こ
れ
を
求
め
れ
ば
、
寛
延
二
年
己
巳(

乾
隆
十
四
年
、
西
暦
千
七
百
四
十
九
年)

に
大
臣
傅
恆
が
苗
民
を
鎭

壓
し
た
經
過
が
こ
れ
に
類
似
し
て
ゐ
る
が
、
風
説
と
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
寛
延
二
年
の
清
朝
風
説
を
寶
暦

三
年
頃
に
少
々
作
り
變
へ
て
使
用
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。 

二
、
壬
子
年
の
矛
盾 

 
 

章
内
に
は
入
港
船
の
財
副(

筆
記
勘
定
役)

が
風
説
の
確
認
書
を
作
る
箇
所
が
あ
る
。
曰
く
、 

「
船
主
一
頭
説
話
、
財
副
乙
頭
展
開
了
問
訊
存
案
、
寫
道
『
丑
年
第
五
番
東(

別
本
に
南
に
作
る)

京
船
主
張
金

來
、
通
船
人
衆
共
六
十
三
人
。
于
去
歳
十
一
月
初
六
日
、
由
上
海
開
駕
、
在
洋
中
遇
颶
、
飄
至
五
嶋
地
方
。
于

十
二
月
初
三
日
撁
出
、
至
正
月
二
十
日
收
入
長
崎
港
。
所
帶
信
照
是
李
昌
運
名
下
、
壬
子
年
當
番
、
代
彼
帶
來
。

…(

中
略)

…
一
、
船
主
張
金
來
係
乙
亥
年
二
番
船
主
。
一
、
所
駕
本
船
係
丁
卯
年
七
番
船
。』
」 

（
船
主
が
話
を
し
つ
つ
、
財
副
が
風
説
記
録
を
ひ
ろ
げ
、
書
い
て
曰
く
、(

以
下
訓
讀)

『
丑
年
第
五
番
南
京
船

主
張
金
來
、
通
船
の
人
衆
、
共
じ
て
六
十
三
人
な
り
。
去
歳
十
一
月
初
六
日
に
於
い
て
、
上
海
よ
り
開
駕
し
、

洋
中
に
在
り
て
颶
に
遇
ひ
、
飄
ひ
て
五
嶋
地
方
に
至
る
。
十
二
月
初
三
日
に
於
い
て
撁
き
出
し
、
正
月
二
十
日

に
至
っ
て
長
崎
港
に
收
入
す
。
帶
ぶ
る
所
の
信
照
は
是
れ
李
昌
運
の
名
下
に
し
て
、
壬
子
年
に
番
に
當
り
、
彼

に
代
り
て
帶
び
來
た
る
。
…(

中
略)

…
一
、
船
主
張
金
來
は
乙
亥
年
二
番
船
主
に
係
る
。
一
、
駕
す
る
所
の
本
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船
は
丁
卯
年
七
番
船
に
係
る
』
と
。
信
訊
兩
字
は
日
本
慣
用
音
及
び
現
代
北
方
官
話
で
別
音
だ
が
、
切
韻
系
統

及
び
呉
語
で
は
同
音
な
の
で
、
問
訊
は
問
信
す
な
は
ち
風
説
糾
し
の
こ
と
。
） 

こ
の
壬
子
を
正
徳
五
年
と
寛
政
七
年
の
間
に
求
め
る
と
、
享
保
十
七
年(

西
暦
千
七
百
三
十
二
年)

ま
た
は
寛
政

四
年(

西
暦
千
七
百
九
十
二
年)

の
可
能
性
が
考
へ
ら
れ
る
。
も
し
享
保
十
七
年
な
ら
ば
、
丑
年
は
享
保
十
八
年

癸
丑
で
あ
り
、
そ
の
前
の
乙
亥
は
元
禄
八
年(

西
暦
千
六
百
九
十
五
年)

で
あ
る
。
「
唐
船
進
港
囘
棹
録
」
に
は
享

保
十
七
年
三
十
六
隻
及
び
十
八
年
二
十
八
隻
の
全
船
主
名
が
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
が(

船
隻
數
は
長
崎
實
録
大
成
卷

十
一
、
活
印
本
頁
二
百
六
十
八
至
二
百
六
十
九
及
び
長
崎
古
今
集
覽
卷
十
三
、
活
印
頁
四
百
二
十
六
で
も
確
認

で
き
る)

、
張
金
來
の
名
は
無
い
。
或
は
寛
政
四
年
壬
子(

西
暦
千
七
百
九
十
二
年)

だ
と
す
る
と
、
張
金
來
は
寶

暦
五
年
乙
亥(

西
暦
千
七
百
五
十
五
年)
に
副
船
主
と
し
て
、
更
に
寛
政
五
年
癸
丑(

千
七
百
九
十
三
年)

に
船
主
と

し
て
入
港
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
割
符
留
帳
」(

關
西
大
學
活
印
本
頁
二
百
六
十
一
。
底
本
は
長

崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏)

に
よ
る
と
、
寛
政
五
年
癸
丑
の
五
番
船
主
は
沈
敬
瞻
で
あ
る
。
從
っ
て
張
金
來
に
關
す

る
問
信
存
案
は
事
實
を
完
全
に
反
映
し
て
は
ゐ
な
い
と
分
か
る
。
ま
た
丁
卯
年
か
ら
壬
子
年
ま
で
四
十
五
年
、

乙
亥
年
か
ら
は
三
十
七
年
を
經
て
ゐ
る
の
も
疑
は
し
い
。 

 
 

こ
の
や
う
に
干
支
や
人
名
な
ど
が
悉
く
矛
盾
し
て
ゐ
る
原
因
は
、
恐
ら
く
唐
人
風
説
關
聯
情
報
は
秘
密
を

保
持
す
べ
き
建
前
な
の
で
、
教
本
に
使
用
す
る
上
で
少
し
づ
つ
書
き
換
へ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
の
前
提
の

上
で
こ
の
書
を
見
な
け
れ
ば
誤
解
を
産
む
。
私
が
初
め
て
閲
し
た
時
、
章
の
前
半
の
入
港
船
主
が
游
大
財
な
の

で
、
後
半
張
金
來
の
「
問
訊
存
案
」
ま
で
閲
し
至
り
、
舊
い
風
説
記
録
を
財
副
が
閲
覽
す
る
と
い
ふ
場
面
設
定

と
思
っ
た
。
し
か
し
干
支
人
名
等
が
故
意
に
矛
盾
さ
せ
て
あ
る
と
氣
づ
い
て
見
直
す
と
、
問
信
存
案
は
そ
の
場

で
入
港
船
の
財
副
が
書
く
設
定
だ
と
合
點
が
行
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

松
浦
章
「
清
代
海
外
貿
易
史
の
研
究
」(

朋
友
書
店
平
成
十
四
年
發
行)

頁
三
百
六
十
八
で
は
、
問
訊
存
案

の
後
ろ(

影
印
頁
五
十
三)

に
載
る
貨
物
目
録
を
張
金
來
の
寶
暦
七
年
丁
丑
の
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
根
據
に
も

疑
義
が
有
る
。
矛
盾
を
前
提
と
す
れ
ば
、
貨
物
目
録
の
主
は
游
大
財
と
も
張
金
來
と
も
高
隆
元
と
も
受
け
取
り

得
る
し
、
三
名
以
外
の
可
能
性
も
有
る
。
ま
た
張
金
來
は
信
牌
當
番
の
壬
子
年
の
十
一
月
に
上
海
を
出
て
翌
丑

年
の
正
月
に
長
崎
に
入
っ
た
と
い
ふ
設
定
だ
か
ら
、
丑
年
は
癸
丑
で
あ
っ
て
寶
暦
七
年
丁
丑
で
は
な
い
。
た
だ

し
壬
子
と
い
ふ
干
支
が
そ
も
そ
も
事
實
と
認
定
し
得
な
い
上
に
、
他
の
部
分
に
寶
暦
年
間
の
材
料
が
多
い
こ
と

前
述
の
通
り
な
の
で
、
張
金
來
も
寶
暦
七
年
前
後
の
船
主
で
あ
っ
た
可
能
性
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。 

 
 

三
、
一
船
限
定
銀
額 

 
 

 
 

前
述
の
正
徳
新
例
に
よ
る
二
十
條
の
う
ち
第
一
條
に
は
左
の
や
う
な
各
港
限
定
銀
額
を
載
せ
る
。 

南
京
・
寧
波
・
占
城
・
東
京
・
柬
埔
寨
と
も
に
九
千
五
百
兩
、 

臺
灣
六
千
五
百
兩
、
厦
門
一
萬
一
千
兩
、
廣
東
一
萬
三
千
五
百
兩
、 

廣
南
八
千
五
百
兩(

別
本
に
從
ふ)

、
暹
羅
・
咬[

口
留]

吧
一
萬
五
千
兩
。 

こ
れ
と
一
致
す
る
の
は
長
崎
會
所
五
册
物
第
二
「
唐
船
商
賣
荷
物
元
拂
等
大
意
譯
書
附
」(

長
崎
縣
史
第
四
册
頁

三
十
至
三
十
一)

の
「
御
定
高
」
の
條
に
載
せ
る
正
徳
五
年
取
り
決
め
の
貫
目
數
で
、 

南
京
・
寧
波
・
東
京
・
占
城
・
柬
埔
寨
九
十
五
貫
目
、 

臺
灣
六
十
五
貫
目
、
厦
門
百
十
貫
目
、
廣
東
百
三
十
五
貫
目
、 

廣
南
八
十
五
貫
目
、
暹
羅
・
咬[

口
留]

吧
百
五
十
貫
目 
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と
な
っ
て
ゐ
る
。(

「
憲
教
類
典
」
に
曰
く
「
唐
ノ
九
千
五
百
兩
ハ
日
夲
ノ
九
十
五
貫
目
ナ
リ
」
と
。
卷
二
之
二

十
二
、
影
印
頁
五
百
三
十
八
。
昭
和
五
十
九
年
汲
古
書
院
發
行)

。
そ
し
て
同
條
で
こ
の
銀
額
は
寛
延
二
年(

西

暦
千
七
百
四
十
九
年)

を
以
て
停
止
し
、
新
た
に
厦
門
・
南
京
・
寧
波
ひ
と
し
く
百
十
貫
目
に
改
定
し
た
と
言
ふ
。

こ
の
寛
延
二
年
改
定
の
各
港
新
銀
額
は
貿
易
史
上
の
大
事
と
し
て
知
ら
れ
る
か
ら
、
「
唐
船
進
港
」
章
は
寛
延
二

年
以
前
の
失
効
定
令
を
寶
暦
年
間
以
後
に
記
載
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
南
蠻
醜
類
榜
の
効
力
ま
で

疑
は
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
「
譯
家
必
備
」
の
「
開
船
搬
庫
領
牌
」
章
に
も
、 

「
新
例
以
來
、
無
論
什
麼
港
門
的
牌
照
、
在
浙
江
地
方
發
來
的
舩
是
總
照
厦
門
銀
額
、
給
他
做
生
意
」 

(

寛
延
の
新
例
以
來
ど
の
港
の
信
牌
で
も
、
江
蘇
浙
江
か
ら
の
發
舩
は
總
て
厦
門
の
銀
額
で
商
賣
さ
せ
て
ゐ
る) 

と
言
ひ(

活
印
頁
二
百
三
十
三)

、
寛
延
改
定
前
の
銀
額
は
失
効
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
同
章
に
載
せ
る
甘
結
に
は 

「
玖
千
伍
百
兩
、
載
在
牌
上
之
額
。
壹
千
伍
百
兩
、
準
厦
門
補
額
。
」(

活
印
頁
二
百
三
十
四) 

(

玖
千
伍
百
兩
、
載
せ
て
牌
上
に
在
る
の
額
な
り
。
壹
千
伍
百
兩
、
厦
門
に
準
じ
て
補
ふ
額
な
り) 

と
有
り
、
九
千
五
百
兩
を
原
則
と
し
つ
つ
厦
門
に
準
じ
る
の
が
運
用
の
實
際
で
あ
る
。
そ
こ
で
信
牌
の
原
物
及

び
寫
片
を
集
め
る
と
、
確
か
に
寛
延
二
年
以
後
も
口
船
九
千
五
百
兩
の
原
則
を
維
持
し
て
ゐ
た
こ
と
が
分
か
る
。

今
囘
寓
目
し
得
た
信
牌
は
左
の
諸
種
で
あ
る
。
（
上
よ
り
順
に
發
給
年
月
、
受
給
者
、
出
處
。） 

享
保
十
二
年
二
月
二
十
二
日 

南
京
船
主
呉
送
觀
。
通
航
一
覽
卷
二
百
二
十
六
、
活
印
第
六
册
、
頁
三
十
六
。 

享
保
十
三
年
一
月
一
日 

寧
波
船
主
黄
煥
章
。
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
。 

享
保
十
八
年
二
月
八
日 

南
京
船
主
費
公
望
。
津
田
繁
二
舊
藏
、
史
料
美
術
大
觀
所
載
。 

寛
延
元
年
十
二
月
十
六
日 

寧
波
船
主
周
長
茂
。
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
。 

寛
延
二
年
十
二
月
二
十
八
日 

南
京
船
主
余
徳
輝
。
憲
教
類
典
二
之
二
十
二
、
影
印
頁
五
百
三
十
二
。 

明
和
二
年
九
月
十
九
日 

南
京
船
主
武
豐
芑
。
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
。 

 
 

明
和
七
年
三
月
十
五
日 

寧
波
船
主
鄭
朗
伯
。
通
航
一
覽
卷
二
百
二
十
六
、
活
印
第
六
册
、
頁
九
。 

寛
政
三
年
二
月
二
十
八
日 

南
京
船
主
錢
豫
來
。
長
崎
古
今
集
覽
、
活
印
頁
三
百
十
八
。 

寛
政
五
年
三
月
十
三
日 

厦
門
船
主
程
榮
春
。
割
符
留
帳
、
關
西
大
學
活
印
本
。 

天
保
二
年
四
月
十
六
日 

厦
門
船
主
呉
春
軒
。
割
符
留
帳
、
關
西
大
學
活
印
本
。 

文
化
十
二
年 

寧
波
船
主
楊
敦
素
。
割
符
留
帳
、
關
西
大
學
活
印
本
。 

安
政
四
年
八
月
三
十
日 

南
京
船
主
楊
敦
厚
受
給
。
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏
。 

 
 

こ
れ
ら
の
う
ち
厦
門
の
限
定
銀
額
は
と
も
に
一
萬
一
千
兩
で
、
南
京
寧
波
の
限
定
銀
額
は
全
て
九
千
五
百
兩
で

あ
る
。 

 
 

ま
た
「
割
符
留
帳
」(

關
西
大
學
活
印
本
。
底
本
は
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
藏)

の
信
牌
發
給
記
録
の
銀
額

も
、
文
化
十
二
年
か
ら
文
久
元
年
ま
で
寧
波
・
南
京
・
元
和(

蘇
州)

・
上
海
と
も
に
九
十
五
貫
目
、
厦
門
百
十

貫
目
で
統
一
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
同
書
末
尾
の
「
番
外
船
割
符
帳
」
に
載
せ
る
寛
政
五
年
・
十
一
年
・
享
和
元

年
・
三
年
・
文
化
八
至
十
年
の
番
外
信
牌
記
録
の
銀
額
も
基
本
は
同
じ
だ
が
、
た
だ
享
和
元
年
・
三
年
に
厦
門

牌
百
十
五
貫
目
の
記
録
が
三
囘
有
る
。
こ
れ
は
番
外
な
の
で
基
準
と
な
ら
な
い
。
（
文
久
元
年
に
つ
い
て
は
松
浦

章
「
江
戸
時
代
唐
船
に
よ
る
日
中
文
化
交
流
」
所
收
「
長
崎
唐
船
主
か
ら
華
商
へ
」
及
び
「
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・

マ
セ
ソ
ン
商
會
と
日
清
貿
易
」
を
參
照
、
思
文
閣
平
成
十
九
年
。
） 

 
 

ま
た
文
化
八
年
松
浦
陶
自
序
の
長
崎
古
今
集
覽
卷
十
三(

活
印
頁
三
百
七
十
一
至
三
百
七
十
二)

に
も
「
唐
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船
進
港
」
章
と
ほ
ぼ
同
じ
限
定
銀
額
を
載
せ
る
。
長
崎
古
今
集
覽
は
史
料
を
採
拾
し
て
編
ん
た
書
な
の
で
、
文

化
八
年
に
こ
の
銀
額
が
な
ほ
施
行
中
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
信
牌
と
併
せ
れ
ば
一
つ
の
補
證
と

す
る
こ
と
は
で
き
る
。 

 
 

以
上
に
よ
り
、
「
唐
船
進
港
」
章
の
銀
額
が
寶
暦
年
間
に
も
當
て
嵌
ま
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
同
時
點
に

於
け
る
南
蠻
醜
類
榜
の
有
効
性
を
否
定
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
。 

 
 

ち
な
み
に
「
和
漢
寄
文
」
卷
一
に
載
せ
る
正
徳
新
例
の
限
定
銀
額
は 

南
京
・
寧
波
一
萬
九
千
兩
、
臺
灣
一
萬
三
千
兩
、
厦
門
二
萬
二
千
兩
、
廣
東
二
萬
七
千
兩(

活
印
頁
百
九) 

で
あ
る
。
半
額
に
す
る
と
「
譯
家
必
備
」「
長
崎
古
今
集
覽
」
及
び
信
牌
の
限
定
銀
額
に
な
る
。
こ
れ
は
享
保
四

年
に
新
銀
換
算
で
半
減
し
た
數
値
に
據
る
も
の
で
あ
る
。
「
長
崎
實
録
大
成
」
卷
十
一
「
唐
船
入
津
竝
雜
事
之

部
」
の
享
保
四
年
の
條(

活
印
頁
二
百
六
十
四)
に
曰
く
「
是
迄
商
賣
高
、
四
ツ
積
リ
ノ
處
、
向
後
新
銀
半
減
積

ニ
相
定
ラ
ル
」
と
。
「
通
航
一
覽
」
卷
百
六
十
「
歳
額
船
隻
并
金
銀
銅
錢
」
の
享
保
四
年
の
條(

活
印
頁
三
百
二

十
二)

に
も
こ
の
語
を
載
せ
る
。
こ
の
半
減
は
貿
易
史
上
に
新
銀
換
算
と
し
て
論
及
さ
れ
る
。 

  

袖
海
編
の
年
代 

 
 

 
 

【
資
料
十
一
】
の
「
袖
海
編
」
の
撰
者
汪
鵬
は
竹
里
と
號
し
、
長
崎
に
來
航
し
た
文
人
と
し
て
著
名
で
あ

る
。
卷
前
に
識
語
あ
り
、
「
乾
隆
甲
申
重
九
日
、
竹
里
漫
識
于
日
本
長
崎
唐
館
」
と
署
す
る
。
甲
申
は
乾
隆
二
十

九
年
す
な
は
ち
本
朝
明
和
元
年(

西
暦
千
七
百
六
十
四
年)

で
あ
る
。
榜
文
が
こ
の
頃
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
と

分
か
る
。
「
丁
寧
す
る
こ
と
再
た
び
に
至
る
」
の
だ
か
ら
林
羅
山
の
短
い
榜
文
で
は
な
く
、
興
福
寺
藏
榜
と
南
蠻

醜
類
榜
と
の
ど
ち
ら
か
の
可
能
性
が
高
い
。
も
ち
ろ
ん
寛
永
十
九
年
よ
り
も
晩
い
延
寶
三
年
の
南
蠻
醜
類
榜
が

そ
の
後
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
と
看
做
す
の
が
自
然
で
あ
る
。
寶
暦
年
間
前
後
ま
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は

「
譯
家
必
備
」
に
よ
っ
て
分
か
る
の
で
、
寶
暦
の
少
し
後
に
來
航
し
た
汪
鵬
の
言
ふ
所
の
告
示
も
南
蠻
醜
類
榜

で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。 

長
崎
縣
史309

頁
に
汪
鵬
袖
海
編
の
活
字
足
本
あ
り
。 

 
 

延
寶
三
年
か
ら
寶
暦
年
間
ま
で
、
状
況
に
應
じ
て
文
面
を
變
更
し
な
か
っ
た
わ
け
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
禁

教
政
策
は
幕
初
に
酷
烈
を
極
め
た
も
の
の
後
に
は
緩
や
か
に
な
っ
た
た
め
、
舊
文
を
例
襲
す
る
だ
け
で
濟
ん
だ

の
だ
ら
う
。
幕
府
禁
教
の
緩
和
に
つ
い
て
は
大
橋
幸
泰
著
「
キ
リ
シ
タ
ン
民
衆
史
の
研
究
」(

東
京
堂
出
版
、
平

成
十
三
年)

な
ど
に
見
え
る
。
現
在
で
も
長
崎
で
は
多
數
の
隱
れ
キ
リ
シ
タ
ン
後
裔
に
出
逢
ふ
の
で
私
は
來
崎
當

初
訝
し
く
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
き
っ
と
幕
府
の
寛
容
な
政
策
の
賜
だ
ら
う
。 

  

幕
末
以
後 

 
 

 
 

次
に
こ
の
榜
文
が
何
故
大
浦
天
主
堂
附
設
羅
甸
神
學
校
に
藏
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
考
へ
て
み
た
い
。 

 
 

山
悌
二
郎
脇
「
長
崎
の
唐
人
貿
易
」(

吉
川
弘
文
館
昭
和
三
十
九
年)

及
び
菱
谷
武
平
著
書
「
長
崎
外
國
人

居
留
地
の
研
究
」(

九
州
大
學
出
版
會
平
成
元
年)

な
ど
に
よ
れ
ば
、
安
政
開
國
以
後
の
長
崎
唐
人
貿
易
は
、
舊

來
の
信
牌
唐
船
と
外
夷(

西
洋)

附
屬
唐
人
と
の
二
形
態
が
竝
行
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
。
安
政
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
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の
情
勢
は
、
開
國
と
と
も
に
繪
踏
み
を
廢
止
し
な
が
ら
、
禁
教
令
は
解
か
れ
ず
、
明
治
初
年
に
か
け
て
浦
上
四

番
崩
れ
が
起
こ
っ
た
。
明
治
四
年
に
は
中
村
正
直
が
西
洋
人
の
口
に
擬
し
て
「
獨
有
不
曉
者
焉
、
何
以
異
教
之

禁
至
今
未
除
耶
。
」(

「
擬
泰
西
人
上
書
」
、
敬
宇
文
集
卷
一
頁
七
、
明
治
三
十
六
年
吉
川
弘
文
館
版)

と
嘆
い
た
。

そ
し
て
明
治
六
年
に
禁
教
制
札
を
廢
す
る
令
が
發
せ
ら
れ
た
が
、
解
禁
を
宣
言
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
從

っ
て
安
政
以
後
の
信
牌
唐
船
の
入
港
に
際
し
て
は
依
然
南
蠻
醜
類
榜
が
讀
み
上
げ
ら
れ
、

後
の
信
牌
唐
船
の

入
港
ま
で
續
き
、
そ
の
ま
ま
唐
通
事
會
所
に
保
管
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
松
浦
章
「
江
戸
時
代
唐
船
に
よ
る

日
中
文
化
交
流
」(

平
成
十
九
年
思
文
閣)

所
收
「
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ソ
ン
商
會
と
日
清
貿
易
」(

頁
三
百
四

十
五)

で
は
「
割
符
留
帳
」
に
基
づ
き
、

後
の
信
牌
唐
船
入
港
が
安
政
六
年(

西
暦
千
八
百
五
十
九
年)

で
、

翌
々
年
の
文
久
元
年(

西
暦
千
八
百
六
十
一
年)

に
英
國
船
籍
の
唐
人
信
牌
船
が
入
港
し
、
唐
人
信
牌
貿
易
が
こ

れ
を
以
て
終
り
を
告
げ
た
こ
と
を
論
じ
る
。

後
の
英
國
船
籍
の
唐
人
船
上
で
も
原
則
と
し
て
禁
教
榜
の
讀
み

上
げ
が
行
な
は
れ
た
筈
だ
が
實
際
の
と
こ
ろ
は
分
か
ら
な
い
。 

 
 

そ
し
て
幕
府
瓦
解
以
後
、
長
崎
奉
行
所
・
長
崎
會
所
の
文
書
類
は
長
崎
縣
・
長
崎
市
の
所
管
を
經
て
大
半

が
現
在
の
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に
歸
し
た(

「
長
崎
奉
行
所
關
係
文
書
調
査
報
告
書
」
所
收
中
村
質
「
總
説
」

頁
十
四
、
平
成
九
年
、
長
崎
縣
教
育
委
員
會)

。
獨
り
「
南
蠻
醜
類
」
榜
の
み
大
浦
天
主
堂
に
歸
し
た
の
は
何
故

か
、
以
下
に
想
像
し
て
見
よ
う
。
前
述
の
寛
文
年
間
の
記
載
か
ら
見
て
、
榜
木
は
平
時
唐
通
事
會
所
に
藏
せ
ら

れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
信
牌
貿
易
停
止
及
び
幕
府
瓦
解
以
後
、
唐
通
事
會
所
の
榜
木
は
唐
通
事
の
手

に
渡
り
易
い
状
況
が
有
っ
た
だ
ら
う
。
ま
た
蘭
通
事
の
本
木
氏
が
舶
來
の
活
版
書
に

も
早
く
接
觸
で
き
た
の

と
同
樣
に
、
唐
通
事
の
家
庭
で
も
舶
來
の
漢
文
キ
リ
ス
ト
教
書
を
早
く
か
ら
目
に
す
る
機
會
が
有
っ
た
筈
で
あ

る
。
活
水
女
學
校
の

初
の
神
學
生
が
唐
通
事
官
梅
林
氏
の
能
と
い
ふ
婦
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
活
水
校
史
の
開

卷
第
一
に
述
べ
ら
れ
る
が
、
官
梅
能
は
恐
ら
く
家
庭
環
境
ゆ
ゑ
信
仰
に
這
入
り
易
か
っ
た
の
で
あ
る
。
官
梅
林

氏
の
祖
先
は
著
名
な
元
禄
年
間
の
大
通
事
林
道
榮(

號
官
梅)

で
、
そ
の
家
系
は
か
な
り
裕
福
だ
っ
た
。
幕
末
唐

館
衰
退
期
に
唐
人
中
の
富
裕
者
が
「
外
夷
附
屬
」
と
な
っ
て
西
洋
人
を
利
用
す
る
商
取
引
に
向
か
っ
た
經
過
は
、

前
記
菱
谷
武
平
「
長
崎
外
國
人
居
留
地
の
研
究
」
で
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
ゐ
る
。
官
梅
林
氏
は
二
百
年
前
か
ら

日
本
人
だ
が
、
富
裕
な
唐
人
と
交
際
の
あ
る
家
庭
環
境
で
あ
り
、
漢
文
譯
書
が
身
近
だ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
西

洋
文
明
の
信
奉
者
に
も
な
り
易
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
官
梅
能
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
信
仰
し
た
の
は
富
裕
層
の

人
脈
と
し
て
有
り
勝
ち
な
こ
と
だ
が
、
他
の
唐
通
事
中
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
に
這
入
っ
た
人
物
が
有
っ
た
と
假

定
す
れ
ば
、
そ
の
人
物
が
禁
教
時
代
の
紀
念
物
と
し
て
榜
木
を
大
浦
天
主
堂
に
持
ち
込
ん
だ
可
能
性
を
想
像
で

き
る
。
或
は
贖
罪
の
目
的
で
持
ち
込
ん
だ
か
も
知
れ
な
い
。
當
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
は
ほ
と
ん
ど
み
な
隱
れ

キ
リ
シ
タ
ン
ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
、
中
に
も
し
唐
通
事
家
系
の
人
物
が
紛
れ
込
ん
で
ゐ
れ
ば
、
信
仰
す
る
に
至

っ
た
經
過
は
考
察
に
値
ひ
す
る
。
ま
た
唐
通
事
會
所
が
幕
末
に
解
散
す
る
に
當
っ
て
書
類
や
所
有
物
が
ど
う
處

理
さ
れ
た
か
も
知
る
必
要
が
有
る
。
長
崎
學
專
門
家
の
研
究
を
待
ち
た
い
。 

 

（
終
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